
栗東市人権擁護計画実施計画

②分野別・各課回答

2022（令和4）年度   【 実績報告 】

資料 ２

（第二次栗東市人権擁護計画期間：2022（令和4）年度～2026（令和8）年度）



〈分野別事業の内訳〉

分 野 事業数

  共通 5
１．部落差別（同和問題） 48
２．女性 18
３．子ども 20
４．高齢者 15
５．障がいのある人 26
６．外国人 12
７．インターネットによる人権侵害 4
８．感染症等患者 2
９．性的指向・性自認（性同一性） 4
10．さまざまな人権問題 7

合 計 161



栗東市人権擁護計画実施計画 分野共通の取組
■商工観光労政課、広報課、議会事務局、図書館、自治振興課、社会福祉課、人権政策課、人権教育課

評価
（１～５点）

2 共通 2 新規
労働相談窓口に関する
情報提供

○労働に関する相談があった際、国や県の相談
窓口との連携を図り適切な支援につなげるな
ど、労働相談窓口に関する情報提供を行う。
○広報を通じて相談業務の案内を掲載し、周知
を図る。

就労支援機関と連携を図り適切な支援につなげ
るとともに、市広報などを通じた労働相談窓口
に関する情報提供を行う。

労働相談の問い合わせに対し、国や県の適切な
相談機関を案内した。

引き続き、関係機関と連携を図り、適切な支援
につなげる必要があります。 4 商工観光労政課

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・労働相談窓口に関する情報提供

3 共通 3 継続
すべての人にわかりや
すい行政情報発信の充
実

○栗東市公式ホームページにおいて、障がい者
や高齢者、外国人を含むすべての方が簡単に使
え、誰もが必要とする情報を取得・閲覧できる
ウェブアクセシビリティ方針を策定・公開し、
ＪＩＳ規格に対応する試験結果をホームページ
上で公開する。

・障がい者・高齢者のホームページの利用に配
慮する指針である日本工業規格「JIS X8341-
3：2006」の等級AAに対応する。
◎目標値
・「JIS X8341-3:2006」に準拠又は一部準拠
・市ホームページに広報りっとうの掲載内容の
音声データを掲載：年12回（毎月）

・令和3年度に公式ホームページのリニューア
ルを行い、令和4年度実施の試験では、日本工
業規格「JIS X8341-3:2016」に一部準拠するこ
とができた。
・市ホームページへの「広報りっとう」音声
データ掲載 12回

全てのページがJIS規格に準拠している訳では
ないことから、公開しているページが達成基準
を満たしているか否かを確認し、問題点を把握
し改善する必要がある。

3 広報課 第３期栗東市障がい者基本計画

・障がいのある人に配慮した情報
提供
・音訳や点字による広報の充実
・市の広報紙等の点訳・音訳

の網掛については重点項目になります。

No. 分野 施策番号 継続/新規

1 共通 1 新規

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課 関連計画施策(事業） 内容

「栗東市人権擁護計
画」の推進

○栗東市人権擁護審議会を開催し、「栗東市人
権擁護計画」に基づき施策を総合的かつ計画的
に推進できているか検証する。審議会に諮る案
件に応じて、庁内の人権対策推進本部会議で事
前に審議を行う。

「栗東市人権擁護計画」に基づき総合的かつ計
画的に推進する。審議会で得た外部評価を、住
民意識調査結果と併せて、次期の計画策定に向
けた基礎資料とする。また、各課の個別計画に
おいても活用や反映を促進する。
◎目標値
栗東市人権擁護審議会開催：年２回
（計画策定時等は年4回）

令和3年度末の第二次栗東市人権擁護計画策定
に伴い、本計画の推進を図るために各課の人権
関連事業を取りまとめた「栗東市人権擁護計画
実施計画」改定（案）を作成し、10月に改定
（案）の各課意見照会・11月に庁内の人権対
策推進本部会議での審議を経て、12月に審議
会に実施計画改定（案）を提案。2月開催の第
2回審議会において、実施計画改定の成案化の
報告を行うとともに、改定した実施計画書に基
づき、第2回審議会に主要な関係課の出席のも
と、各課の事業取り組み状況の報告を行う。

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

第二次人権擁護計画のなかで計画の進捗管理に
ついて、今後は審議会を定期的に開催し、外部
的な視点で事業への取組についての意見・提案
等をいただくことにより、全ての部局の業務が
人権の確率に関わるっていることの意識がより
高まるよう、実施計画の取り組み結果及び審議
会の結果について全庁的に情報共有を図り、各
課の施策及び個別計画と本計画の連携を深める
必要がある。

4 人権政策課

関連事業

3 



栗東市人権擁護計画実施計画 分野共通の取組
■商工観光労政課、広報課、議会事務局、図書館、自治振興課、社会福祉課、人権政策課、人権教育課

評価
（１～５点）

の網掛については重点項目になります。

No. 分野 施策番号 継続/新規
2022(令和4年)度実績

（取組状況・成果)
取組課題 担当課 関連計画施策(事業） 内容

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

関連事業

〇「議会だより」においてメディアによる人権
侵害等、社会の進展に応じた人権問題啓発標語
等を掲載し、人権侵害防止の意識向上を図る。

社会の変化に対応した人権意識の向上をめざ
す。
◎目標値
・議会だよりへの標語掲載：年4回

議会だよりNo.202（5/1発行）、No.203（8/1
発行）、No.204（11/1発行）、No.205（2/1
発行）の４回標語入選作品を掲載して発行済。

議会だよりへの標語掲載により引き続き人権意
識の向上をめざす。 4 議会事務局

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・メディアリテラシーの向上

広報やホームページに人権関連の強化週間や月
間の取組みや、人権侵害防止啓発について掲載
を行うともに、啓発紙の発行等により、イン
ターネット等のメディアを通じた情報発信にお
ける人権侵害の防止が図られるよう、市民の人
権意識向上のための啓発を行います。

・国や県とともに取り組む人権関連の強化週間
や月間について、市広報やホームページに掲載
するとともに、法務省のホームページへのリン
ク等も行いました。

引き続き、市広報やホームページを利用して各
種週間、月間の周知に努めるほか、街頭啓発な
どの機会を活かし、効果的な啓発活動に努め
る。

3 人権政策課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・メディアリテラシーの向上

法務省ホームページ等を活用し啓発すること
で、インターネットによる人権侵害の防止につ
なげる。
◎目標値
・広報、市ホームページにおいて啓発サイトへ
のリンクが貼られているか。

・栗東市ホームページ人権教育課内より法務省
関連啓発ページへのリンク済。
・人権啓発資料等について掲載を進めた。

インターネット等における人権侵害について、
啓発資料を市ホームページよりリンクを貼るこ
とで啓発を進めている。また、今後も人権啓発
リーダー講座等の研修会において、インター
ネットによる人権侵害をテーマに取りあげてい
く。

4 人権教育課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・メディアリテラシーの向上

不適切と認められる広告物等が発見された場
合、適切な助言・指導を行う。

市内３中学校３年生に対してインターネット・
携帯電話の持つ危険性について資料を使って啓
発した。

インターネット等のメディアを通じた情報発信
における人権侵害の防止について、市民意識の
向上を図るため、広報やホームページ等により
啓発を継続して行う必要がある。

3 自治振興課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・メディアリテラシーの向上

〇メディアによる人権侵害等、市民のメディア
リテラシーの向上に資する図書の収集に努め、
利用の促進を図る。

メディアによる人権侵害に関する資料の収集展
示を行う。

人権に関する図書の収集
テーマ図書の展示を行い、市民への啓発を行っ
ていく必要があります。 3 図書館

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・メディアリテラシーの向上

適切な表現の利用を促進する。
職員向けに男女共同参画の視点から考える表現
チェックシートを作成し、適切な表現の利用を
促進した。

市が率先してチェックシートを活用し、適切な
表現の利用を促進することで、地域の広報物等
においても利用促進が波及効果していくように
行っていく必要がある。

3 自治振興課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・メディアリテラシーの向上

不適切と認められる広告物等が発見された場
合、適切な助言・指導を行う。

実績なし
不適切と認められる広告物等が発見された場
合、適切な助言・指導を行う。 - 商工観光労政課

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・メディアリテラシーの向上

5 共通 5 新規
重層的支援体制整備事
業

○地域の複雑・複合化するニーズに対応するた
め、「相談支援」、「参加支援」、「地域づく
りに向けた支援」を一体的に提供する重層的支
援体制整備事業の実施に向けて、関係する組織
や機関と調整を図りながら取り組む。

重層的支援体制整備に向け、庁内関係機課検討
会議を設置し、事業の周知や関係課・関係機関
へのヒアリングを実施し、体制整備の基礎固め
に取り組む。
◎目標値
・庁内関係課検討会議の開催：４回

関係課検討会議では、制度の周知、参加支援の
創出に向けた意見交換を行いました。
・庁内関係課検討会議の開催：4回

移行期間最終年度に当たる令和5年度について
は、本格実施に向け体制整備や事業実施に向け
た制度整備を行う必要がある。

4 社会福祉課
第８期栗東市高齢者福祉計画・介
護保険事業計画

・重層的支援体制整備事業

4 共通 4 新規
メディアリテラシーの
向上

〇インターネット等のメディアを通じた情報発
信における人権侵害の防止について、市民意識
の向上を図るため、広報やホームページ等によ
る啓発を図る。

〇地域の広報紙や事業者の広告物等の発行物に
ついて、男女共同参画の視点に立ち、不適切な
表現と認められる場合は、適切な助言を行う。

4 



栗東市人権擁護計画実施計画 部落差別（同和問題）
■学校教育課、議会事務局、政策調整課、商工観光労政課、総合窓口課、人事課、図書館、農業委員会事務局、広報課、ひだまりの家、幼児課、自治振興課、人権教育課、人権政策課、生涯学習課

評価

（１～５点）

6
部落差別
(同和問題)

1-(1)-1 新規

「栗東市輝く未来計画
（人権・同和教育推進
５カ年計画）」及び
「栗東市人権・同和教
育基本方針」の推進

○「栗東市輝く未来計画(人権・同和教育推進
５カ年計画)」及び「栗東市人権・同和教育基
本方針」に基づき、人権尊重のまちづくりを推
進する。栗東市同和教育推進委員会を開催し、
教育実態調査を踏まえた同和教育に関する体制
を整備し同和教育行政の推進及び充実を期す。

○「栗東市輝く未来計画(人権・同和教育推進
５ヵ年計画)」及び「栗東市人権・同和教育基
本方針」に基づき、計画的・継続的に本市にお
ける人権・同和教育を推進する。同和教育行政
の推進を検証するため栗東市同和教育推進委員
会を開催する。
◎目標値
栗東市同和教育推進委員会  年２回
（次期計画策定時等は年３回）

2022年７月に第１回栗東市同和教育推進委員
会を、2023年２月に第２回委員会を開催し
た。第1回では2022年度の関係各課の人権・同
和教育・啓発の取り組みにおける目標と計画に
ついて、第2回ではその成果と課題について検
証していただいた。また、 第1回においては人
権尊重と部落解放をめざす地区別懇談会の実施
にむけた改善について報告した。

引き続き栗東市における人権・同和教育の推進
に向けて目標と計画についての検証をしていた
だく。それにより一刻も早い部落差別問題の解
決に向けた効果的な施策に取り組む。

4 人権教育課

7
部落差別
(同和問題)

1-(1)-2 継続
栗東市議会議員人権・
同和問題研修

○栗東市議会議員を対象に人権・同和問題研修
会を開催する。

人権・同和問題への理解と認識をさらに高める
◎目標値
・年１回議員全員が参加しての研修を開催

2月2日（木）に守山市で開催の湖南地区市議
会議長会議員研修会（人権研修）に議員13名
が参加した。

研修実施や研修参加において、年度当初より計
画的に進めていく必要がある。 3 議会事務局

8
部落差別
(同和問題)

1-(1)-3 継続
指定管理者における人
権・同和問題など研修
の推進

○基本協定書などに基づいて指定管理者が実施
する研修状況や今後の計画などを確認し、指定
管理者におけるさらなる人権意識の高揚につな
げる。

指定管理者において、職場内研修の実施や市主
催の研修への参加などを促すことにより、指定
管理者の人権・同和問題に対する意識の高揚を
図る。
◎目標値
・各指定管理者における研修実施、又は組織外
主催の研修への参加：年１回以上

指定管理者又は指定管理施設ごとに年１回以
上、組織内研修の実施や市等が主催する研修会
に参加した。

 市等をはじめとする組織外主催の研修会への
参加について、特定の職員に偏らないよう、幅
広い職階の職員が参加できる工夫が必要であ
る。また、組織内研修において、職員間の話し
合いなどを通じてさらに研鑽を深める必要があ
る。

4 政策調整課 ー ー

9
部落差別
(同和問題)

1-(1)-4 継続
職場研修推進員説明
会・職場研修

○「人権・同和問題職員研修基本方針」に基づ
き全体集合研修を補完するものとして、各職場
における人権・同和問題に関する研修（「部落
差別の解消の推進に関する法律」を必須とし、
同和地区の照会、本人通知制度、窓口対応マ
ニュアル、十里まちづくり事業の意義や成果と
課題等を選択）を開催する。

職場内研修の実施や市主催の研修への参加など
を促すことにより、指定管理者の人権・同和問
題に対する意識の高揚を図る。
◎目標値
・人権・同和問題にかかる職場内研修の実施、
又は組織外主催の研修への参加：年2回以上

【職場研修推進員説明会】(5/18)
 参加部署54/対象部署57
(欠席部署には資料を配布)

【職場研修(人権・同和問題)】
開催部署57/対象部署57(執行率100％)
開催回数40回(複数日開催は1回とした場合)
参加人数延べ2,130名

各職場の実情にそった研修方法や内容の充実な
ど、意識の高揚を図り活発な議論ができる場と
なる工夫や改善が必要である。

2 人事課
第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・行政職員・教職員の責務と自覚

関連計画 関連事業分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容
目標（事業実施目的・見込まれる効果等）

目標値
2022(令和4年)度実績

（取組状況・成果)
取組課題 担当課

1-(1)-5
部落差別
(同和問題)

人権･同和問題の現実や課題等について、自ら
教育や啓発に取り組もうとする意識改革が高ま
るよう、内容の充実や日程調整についても引き
続き検討する。

・初任者研修(会計年度任用職員新規採用職員)(
6/27)：参加者 35名
・幼稚園教諭､保育士職員 人権･同和問題研修会(幼
児保育課主催の研修会を人権･同和問題職員集合研修
と同一に位置づけ)
・指導者養成研修：地区別懇談会講師団研修、人権
教育課主催
・基礎研修(採用3年目以内職員)(1/27)：参加者 98
名
・応用研修(在職4年目以上職員)(①～③選択)：参加
者計 280名
①(2/24)：参加者 113名
②(2/28)：参加者 72名
③(3/2)：参加者 95名

経験年数や本人のスキルに応じて階層別に開催
し、職員としての人権・同和問題に対する認識
を深め、資質および実践力の向上を養う。

◎目標値
各階層別研修の実施：年１回

○正規職員のみならず、会計年度任用職員、指
定管理者職員を対象に職員集合研修を実施す
る。
・初任者研修、基礎研修、応用研修、リーダー
養成研修、指導者養成研修

人権・同和問題職員集
合研修

継続

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた

の網掛については重点項目になります。

No.

10

４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

3 人事課
第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・行政職員・教職員の責務と自覚

3 



栗東市人権擁護計画実施計画 部落差別（同和問題）
■学校教育課、議会事務局、政策調整課、商工観光労政課、総合窓口課、人事課、図書館、農業委員会事務局、広報課、ひだまりの家、幼児課、自治振興課、人権教育課、人権政策課、生涯学習課

評価

（１～５点）
関連計画 関連事業分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた

の網掛については重点項目になります。

No.

４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・行政職員・教職員の責務と自覚

2021-2025栗東市人権・同和教育
基本方針

・人権・同和問題研修の充実

13
部落差別
(同和問題)

1-(1)-8 継続

農業委員会委員並びに
農地利用最適化推進委
員の人権・同和問題研
修

○人権教育課などの関連部署から講師を招き、
農業委員会委員を対象として人権意識の高揚と
市内事例などから人権・同和問題研修を行う。

研修をおこない、農業委員等の人権意識を高
め、主体的な行動がとれるよう実践力を養う。
◎目標値
・年１回の開催
・委員並びに農地利用最適化推進委員、全員の
参加（計20人）

・令和5年1月10日の総会終了後、アンコン
シャス・バイアス（無意識の思い込み、偏見）
について研修を行った。

農業委員等の人権意識を高め、主体的な行動が
とれるよう実践力を養う。
・年１回の開催
・委員並びに農地利用最適化推進委員、事務局
員、全員の参加（計24人）

4 農業委員会事務局 ー ー

14
部落差別
(同和問題)

1-(1)-9 継続
広報への人権啓発標語
の掲載

○広報に同和教育推進協議会や事業所人権教育
推進協議会の人権啓発標語の入賞作品を掲載す
る。

人権啓発標語を広報に掲載することで、人権意
識の高揚を図る。
◎目標値
・人権啓発標語の広報掲載回数：年12回（毎
月）

・広報紙への掲載：12回（毎月）
効果的に多くの読者の目にふれるよう工夫をし
ながら、人権意識の向上のため、引き続き継続
した取組みを進める必要がある。

4 広報課
第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・啓発資料の作成と効果的な活用

312

・新任職員(前期)研修(人権学習)(4/18～28)：
参加者 22名
・企業内人権･同和問題「新規採用者等」研修
会：未実施
・新規採用者研修(7月採用者)(7/1)：参加者 2
名
・新規採用者研修(11月採用者)(11/7)：参加者
5名
・じんけんセミナー栗東(4月採用者)(7/26)：
参加者 19名
・2022年度人権文化事業(4月採用者(じんけん
セミナー栗東参加者除く)、11月採用
者)(12/1)：参加者 5名
・部落解放・人権政策連続講座(2/8)：参加者
1名
・次年度新規採用予定者研修(3/5)：参加者 18
名

部落差別をはじめとするあらゆる差別に気づ
き、考え、差別をなくすために行動する職員を
育成する。
◎目標値
・新規採用者研修を採用者全員に実施

○本市職員としての採用（後）にあたり、差別
を許さず、解決の主体者としての認識を高め、
職務上直ちに必要とする基礎知識を習得するこ
とにより、職場での適応能力を養う。
○各種研修会への派遣を義務づけることによ
り、職員としての人権感覚をさらにみがく。

・新規採用予定職員研修（人権）・新任職員研
修（人権学習）、企業内同和問題研修「新規採
用者対象研修」、人権・同和教育保育にかかる
新転任者研修会および「じんけんセミナー栗
東」への派遣

新規採用者（予定者）
研修

継続

人権政策課

部落差別をはじめとするあらゆる差別について
の基礎知識を習得し、あらゆる差別をなくすた
めに行動できる職員を育成していくため、継続
した研修を実施する。

4 人事課
第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・行政職員・教職員の責務と自覚1-(1)-6
部落差別
(同和問題)

11

部落差別
(同和問題)

1-(1)-7 継続 市職員派遣事業

○部落差別をはじめ、あらゆる差別を撤廃する
ため、人権尊重の地域づくりに寄与することを
目的として開催されている、びわこ南部地域人
権啓発連続講座に市職員を派遣し、報告書を提
出することで人権意識の認識を高める。

職員が差別を許さず、差別をなくす主体者とし
ての認識を高める。

目標値
・びわこ南部地域人権啓発連続講座実行委員会
が主催するびわこ南部地域人権啓発連続講座
に、市の職員を派遣し、復命を行い、認識を高
める。
 （主催者が参加可能とする上限数（1団体）
の職員を派遣）

職員派遣数の上限も引き上げられ、昨年度より
多くの職員の派遣を実施出来ているが、コロナ
禍以前と比較すると職員の人権課題について学
びを深める機会が減少している。これに替わる
対応として、市や関係団体が発行する啓発紙の
情報提供や配信で開催される他の研修会等への
参加を呼び掛ける必要がある。

主催者が可能とする1回・5名の市職員を年間6
回派遣する計画に基づき、5月・7月・9月・11
月・1月・3月に職員の派遣を行い、受講者の
人権意識の向上を図った。
5月：「思いを話せる・聴いてもらえるそんな
「居場所」が必要なんですね～かんちゃんの小
さな家：7年間のオーダーメイドの活動”を通し
て」
7月：「借金と猫と人権と」
9月：「障害者差別解消法（改正含・合理的配
慮）について」
11月：「看取り士～誰にでも訪れる旅立ちの
時を安心して迎えられるように～」
1月：「このごろ、つくづく思うこと～記者人
生40年を振り返って～」
３月：「インターネットによる人権侵害」

4 



栗東市人権擁護計画実施計画 部落差別（同和問題）
■学校教育課、議会事務局、政策調整課、商工観光労政課、総合窓口課、人事課、図書館、農業委員会事務局、広報課、ひだまりの家、幼児課、自治振興課、人権教育課、人権政策課、生涯学習課

評価

（１～５点）
関連計画 関連事業分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた

の網掛については重点項目になります。

No.

４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

第３期栗東市地域福祉計画

・人権擁護委員・人権擁護推進員
に対する研修機会の充実
・人権擁護委員、人権擁護推進員
の研修

栗東市自殺対策計画 ・人権いろいろ相談の実施

部落差別
(同和問題)

1-(1)-10 継続
人権関係団体による啓
発などの事業

○人権関係団体と人権尊重に向けた啓発事業を
共催で実施する。
○人権関係団体の人権意識高揚のため、学習
会、研修会を実施する。
○人権関係団体とともに街頭啓発などを実施
し、広く市民への啓発活動を行う。

・人権関係団体と人権に向けた啓発事業を共催
で実施する。
講演会事業：年2回、啓発紙発行：年1回
・人権関係団体の人権意識高揚のため、学習
会・研修会を実施する。
各団体：年1回
・人権関係団体とともに街頭啓発などを実施
し、広く市民の啓発活動を行う。
年2回：9月・12月

人権政策課
部落差別
(同和問題)

1-(1)-11

15

16

高齢者福祉施設への訪問事業等、引き続きコロ
ナ禍の影響が懸念される事業については、内部
研修への変更などの検討が必要。子どもを対象
とした、各校・園の人権教室の開催受付を広く
推進し、今後も積極的に取り組んでいく必要が
ある。

継続
人権擁護推進事業補助
事業

○人権擁護委員並びに人権擁護推進員による差
別のない人権を尊重する社会の実現を目ざし、
人権いろいろ相談、保幼小への人権教室の開催
など人権擁護活動を展開する。

人権擁護委員並びに人権擁護推進員による啓発
活動や擁護活動を行い、人権擁護の取り組みを
推進する。
目標値
・人権いろいろ相談開催
 年：１０回
・人権教室開催
市内全保育園、幼稚園、幼児園、小学校で実施
（園・学校希望に沿った実施）
・人権の花運動：市内小学校2校（各年度毎に
輪番で実施）
・両委員による合同研修、高齢者福祉施設への
訪問

①人権いろいろ相談の実施（4月・1月）除く
5～３月実施：10回実施・８件（2名）
②人権教室
・５歳児を対象に21園で実施。
参加者総数：715名
・小学校2,5,6年生を対象に９校で実施。
参加者総数：2,029名
※R2以降、５年生は希望校のみ実施
③人権の花運動（市内小学校2校で実施）
治田西小学校：5・6年生が委員会で実施
金勝小学校：5・6年生が委員会で実施
④両委員による合同研修会の実施
11月17日 参加 15名
演台：「十里まちづくりを人権教育の柱に
 ～水平社宣言と結びつけながら」

4

第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・推進体制の強化と関係機関・団
体との連携の充実

人権政策課4

講演会事業、県外研修、街頭啓発をコロナ禍以
前に近い状況で実施することが出来たが、今後
の感染症に対する国の基準見直しと参加者の不
安の双方に留意しながら、継続して安全・安心
な事業実施に努める必要がある。

①共催啓発事業
・7/26 じんけんセミナー栗東
「LGBTとｼﾞｪﾝﾀﾞｰ・ｾｸｼｭｱﾘﾃｨを巡る人権課
題」 講師：仲岡しゅん  219名参加
・じんけん啓発紙『りっとう～じんけん便り
～』（第3号・テーマ：部落差別）
9月・31,500部発行
・12/1 人権文化事業
「“だからこそ”伝える道を～出会いは多様性の
種になる～」 講師：片岡亮太 191名参加
②学習会・研修会
人権擁護委員会定例会（6/27）・研修会
「第二次栗東市人権擁護計画について」
人権擁護委員会・人権擁護推進協議会
（11/17）研修会「十里まちづくりについて」
③街頭啓発
・9月同和問題啓発強調月間
準備作業：8/26 24名
街頭・駅頭啓発（6ヶ所）：9/2 44名
・12月人権週間の取組み
準備作業：11/22 16名
街頭・駅頭啓発（6ヶ所）：11/28 46名
④県外研修
・同和対策促進連絡協議会県外研修
11月19・20日 広島県呉市視察研修（山の手
地区フィールドワーク等）参加者：28名
・人権３団体合同研修会
11月9日 奈良県御所市 水平社博物館等見
学・参加者：18名

2021-2025栗東市人権・同和教育
基本方針

・各種団体との連携による学習と
啓発

5 



栗東市人権擁護計画実施計画 部落差別（同和問題）
■学校教育課、議会事務局、政策調整課、商工観光労政課、総合窓口課、人事課、図書館、農業委員会事務局、広報課、ひだまりの家、幼児課、自治振興課、人権教育課、人権政策課、生涯学習課

評価

（１～５点）
関連計画 関連事業分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた

の網掛については重点項目になります。

No.

４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・推進体制の強化と関係機関・団
体との連携の充実

2021-2025栗東市人権・同和教育
基本方針

・栗東市人権・同和教育推進協議
会の活動

19
部落差別
(同和問題)

1-(1)-14 継続
保育園・幼稚園・幼児
園職員人権・同和問題
研修会

○部落差別問題の現実から学び、自分自身の差
別意識と向き合うことで、自分自身の生き方を
振り返ったり、保育に活かしていけるよう、市
内の公立園、法人立園の園長、主任、人権同和
主任、全職員対象に職員人権・同和問題研修会
を開催する。

同和問題をはじめとするあらゆる人権問題につ
いて正しい理解と認識を深めるとともに、人権
感覚を磨き、保育者の資質向上を図る。
◎目標値
・研修会の開催：年6回

・部落差別問題語り合いの研修を３回実施し、
各園における職員人権研修に繋げた。
・人権・同和問題研修
6/10   6/15   6/24   9/7  1/17 計5回
・今年度より、公立園だけでなく、法人園にも
職員人権研修の参加を呼び掛けた。部落差別問
題の語り合いの学び（3回）においては、十里
のまちづくりの教材に込められた思いや、当事
者の声を聴いてもらうことで、栗東市が大切に
している人権・同和保育の原点を伝えることが
できた。

・栗東市全園において、十里のまちづくりの教
材化の周知に今後も努め、差別を許さない子ど
もの育成に向けて、人権同和保育の推進が図れ
るよう、職員の人権意識の高揚に向け、研修を
重ねていく必要がある。

3 幼児課 第３期栗東市教育振興基本計画
・人権・同和教育、平和教育の啓
発と推進

第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・学校・園の人権・同和教育の充
実

2021-2025栗東市人権・同和教育
基本方針

・職員の研修の充実

21
部落差別
(同和問題)

1-(1)-16 継続
人権・同和教育にかか
る園訪問

○全園の人権・同和教育、啓発リーダーが各園
で職員人権・同和研修を開催し、同和教育指導
員、学校教育課、人権教育課、幼児課から指導
主事など派遣し、指導助言を行う。

栗東市人権・同和教育基本方針をふまえ、園に
おける人権・同和教育の向上に資するため、園
訪問（事後訪問）を行う。
◎目標値
・対象園において園訪問１回、事後訪問１回

・人権・同和教育にかかる園訪問対象園におい
ては、年２回の訪問を実施した。
・園訪問では、公開保育または職員人権研修に
参加し、それぞれの園の取り組み状況や課題に
応じた指導助言を十里のまちづくりの教材化を
ベースに行うことができた。

・人権・同和教育保育に関わる職員の資質向上
及び、園内の課題解決に向けての取り組みを今
後も継続していく必要がある。

4 幼児課（学校教育
課）

第３期栗東市教育振興基本計画 ・職員の資質向上

部落差別
(同和問題)

1-(1)-15 継続
児童支援加配・担当者
連絡会

○就学前の児童支援加配、ひだまりの家就学前
教育担当、幼児保育課人権教育担当者で連絡会
を開催する。各担当の計画や進捗状況、取り組
みについて共通理解するとともに、就学前保
育・教育全体への人権・同和保育・教育の推進
を図る。

人権保育、職員・保護者人権研修、保護者啓発
について実践を交流するとともに、協議を行
い、各担当事業の推進を図る。
◎目標値
・実施回数：年間７回

幼児課

家庭支援推進担当者会議
７回中６回実施（最終3月）
・人権・同和教育担当者連絡協議会
実施回数4回中2回実施 第4回2/20
7/27現地研修はコロナの感染防止のため中止
・家庭支援推進担当者会議において、それぞれ
の立場での取り組みの進捗状況を報告する中
で、共通の課題や改善策について協議すること
ができた。

・十里まちづくりの教材化に込められた願いを
職員がしっかり自分事として受け止め、部落差
別問題をはじめとするあらゆる差別解消に向
け、継続して就学前における人権・同和教育保
育の充実に繋げていく。

3

4 人権政策課 第３期栗東市地域福祉計画
・じんけんセミナー・市民のつど
い等の開催

部落差別
(同和問題)

1-(1)-12 継続

2022（令和4）年度に発生した差別事件2件を
受け、同和対策本部幹部会議を9月22日、11月
17日に開催。市の人権施策の方針等に関して
継続的な協議提案がある。

17

20

人権政策課
市の人権施策の方針等に関して提案していく必
要がある。 2同和対策推進事業

○部落差別解消推進法に基づき、部落差別の解
消を推進し、部落差別のない社会を実現するた
めに、同和対策本部会議を開催し、差別の実態
や地域の課題を把握し、部落差別撤廃にむけた
市の総合施策を樹立し、円滑に実施できるよう
協議する。

差別の実態や地域の課題を把握し、部落差別の
撤廃に取り組む。

18
部落差別
(同和問題)

1-(1)-13 継続
人権尊重に向けた啓発
事業

○じんけんセミナー栗東、人権文化事業など市
民啓発事業を開催し、同和問題をはじめとする
さまざまな人権問題への理解・啓発を行う。

年2回の講演会事業など、市民啓発事業を市内
の人権関係団体と共催等で実施し、部落差別を
はじめとするあらゆる人権問題への理解・啓発
を行う。また、事業への参画を通じて、市内人
権団体の委員等に市民の人権啓発の担い手と
なってもらう。

・7/26 じんけんセミナー栗東の開催
「LGBTとｼﾞｪﾝﾀﾞｰ・ｾｸｼｭｱﾘﾃｨを巡る人権課
題」 講師：仲岡しゅん  219名参加
・じんけん啓発紙『りっとう～じんけん便り
～』（第3号・テーマ：部落差別）の発行
9月・31,500部発行
・12/1 人権文化事業
「“だからこそ”伝える道を～出会いは多様性の
種になる～」 講師：片岡亮太 191名参加
〇街頭啓発
・9月同和問題啓発強調月間の取組み
準備作業：8/26 24名
街頭・駅頭啓発（6ヶ所）：9/2 44名
・12月人権週間の取組み
準備作業：11/22 16名
街頭・駅頭啓発（6ヶ所）：11/28 46名

講演会事業の開催にあたり感染症対策を施して
の実施となったが、感染症拡大状況を勘案しな
がら、実施する必要がある。
講演会・啓発紙のテーマ設定については社会情
勢・市民の意識などを考慮したうえで、市民の
人権啓発の担い手である関係団体とも協議・連
携し、設定していく必要がある。また、テーマ
に関連する部署との共催化も検討しながら進め
る必要がある。

6 



栗東市人権擁護計画実施計画 部落差別（同和問題）
■学校教育課、議会事務局、政策調整課、商工観光労政課、総合窓口課、人事課、図書館、農業委員会事務局、広報課、ひだまりの家、幼児課、自治振興課、人権教育課、人権政策課、生涯学習課

評価

（１～５点）
関連計画 関連事業分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた

の網掛については重点項目になります。

No.

４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

22
部落差別
(同和問題)

1-(1)-17 継続
人権・同和教育に関わ
る学校訪問

・栗東市内全校園で公開授業保育及び職員研修
を隔年で実施する。この時、指導主事および同
和教育指導員を複数派遣することにより、学
習・保育や研修の内容、各校園の取組について
具体的な指導助言を行う。また、取組に関する
事後訪問を行う。
・市内担当者全員参加の校種別研究会を年間３
回実施する。

・取組の良さや課題について協議することで子
どもに寄り添う実践力を培い、各校園でフィー
ドバックできるようにする。
・校種別研究会では、校種別の枠を超えて様々
な思いや考えにふれることで担当者の連携を強
め、人権意識の醸成を図る。
・対象…33校園うち実施33校園（校種別研究
会３回を含む）
・事後訪問アンケート用紙を用いて課題解決の
ための方策や取組成果を共有する。

対象…34校園
実施修了…32校園（２園については新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため実施できな
かったため、事後訪問と兼ねた）

事後訪問…34校園、1月～３月に訪問し、管理
職と担当者と面談を行った。

教職員が、部落差別問題を自分事として捉え、
理解したうえで、普段から子どもと向き合った
り、人権・同和教育を進めたりすることが重要
である。そうすることで、子どもたちが差別を
なくせるような行動がとれるような意識付けを
できる。このような教職員の意識改善が課題で
ある。

4 学校教育課(幼児課) 第３期栗東市教育振興基本計画
・人権・同和教育、平和教育の啓
発と推進
・職員の資質向上

23
部落差別
(同和問題)

1-(1)-18 継続 企業への研修講師派遣

○市内企業から社内研修の実施にあたって講師
派遣の依頼があった場合、企業啓発指導員をは
じめ市職員が講師として出向き、研修会を実施
する。

◎目標
・依頼企業社数：２社、２回
・訪問企業社数：２社、２回

・依頼企業社数 3社 3回
・訪問企業社数 3社 3回

講師派遣依頼があった場合は対応するほか、講
師派遣の周知を行う。 5 商工観光労政課

第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・企業内における人権・同和教育
の推進

24
部落差別
(同和問題)

1-(1)-19 継続
人権・同和教育担当者
連絡協議会

・十里まちづくり学習を基盤にした同和教育の
意義や取り組み方の共通理解を行う。
・県外研修を実施する。
・話題提供による研修会を実施する。
・校種別研究会（年３回）を実施する。
・令和５年度の各校園での取組成果や課題及び
各校園の人権・同和教育保育の改善点について
協議する。

・担当者連絡協議会を行うことで、各校園の取
組成果や課題を明確にするとともに、十里まち
づくり学習においてその理念と関わらせた各校
園の取組の充実を図る。
・担当者連絡協議会年４回（現地研修含む
・校種別研究会年３回
・担当者協議会において十里まちづくりの理念
と関わらせた各校園でのめざすべき具体的な力
点が明らかになる。

・人権・同和教育担当者連絡協議会
実施回数：２回済（第2回に現地研修を兼ねて
実施の予定であったが、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため中止）
・第３回を 2/20に実施
・県人権教育推進にかかる市町訪問の受け入
れ：8/22済
・校種別研修会の開催(就学前・小・中)：就学
前、中学校は済、小学校については新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため中止）

コロナウイルス感染症の影響から、現地研修が
３年連続して栗東市外で実施できていない。
「差別に学ぶ」ことから、より人権・同和教育
を深めるためにも、次年度は実施できるように
工夫して臨みたい。

3 学校教育課 第３期栗東市教育振興基本計画
・人権・同和教育、平和教育の啓
発と推進

第五次輝く未来計画（人権・同和
教育推進５カ年計画）

・市民参画のつどい、研修会等の
設定
・行政職員・教職員の責務と自覚

2021-2025栗東市人権・同和教育
基本方針

・人権・同和問題研修の充実

26
部落差別
(同和問題)

1-(1)-21 継続

人権啓発リーダー講座

地区別懇談会コーディ
ネーター研修

○2020年度に実施した住民意識調査の結果か
らみえた成果と課題をふまえながら、地区別懇
談会や各種研修会などの地域で主体的に啓発活
動を行えるリーダーを育成する。
○人権啓発教材「輝く未来(教材編)」を活用し
てワークショップ形式での地区別懇談会を進め
ることができるよう、地区別懇談会研修コース
を設定する。

地区別懇談会コーディネーター・協力員・推進
員等の主体的な参加を促す。
◎目標値
・参加者数：自治会数×3名
・住民意識調査（2025年）｢地区別懇談会が役
に立っている」：50％以上

・はじめの一歩コース(2回)：66名
・明日への一歩コース(2回)：104名
・地区別懇談会研修コース(5回)：84名
・インターネットと人権コース(2回)：67名
・特別コース(1回)：219名 計 540名
・各講座の定員を制限し、オンラインを併用し
たことで、コロナ禍にもかかわらず、多くの方
に受講していただけた。
・地区別懇談会の開催に向けて、少しでも市職
員・教員の不安を解消するために、地区別懇談
会研修コースを1講座増設した。

・インターネットによる人権問題や性の多様性
といった内容に対してリーダー講座のコースを
引き続き設定していく必要がある。
・地区別懇談会研修コースを1講座増設した
が、参加人数が3年前より減少した。この2年
間に失われた人権について学ぶ意識を高め、参
加しやすい講座の開設、仕組み作りが必要であ
る。

3 人権教育課 第３期栗東市地域福祉計画
・地区別懇談会の取り組み
・人権啓発リーダー講座の開催

27
部落差別
(同和問題)

1-(1)-22 継続

啓発資料の作成：「輝
く未来」「みんなの同
推協」「ひびき」など
の発行

○「輝く未来」は、人権・同和教育５カ年計画
の内容や人権課題・学びについて市民への周知
を図り、地区別懇談会や職場内研修における資
料としても活用をはかる。
○「人権啓発作品集ひびき」は年間１回の発
行、「みんなの同推協」は年間２回発行し、人
権・同和教育推進協議会の取り組みを周知す
る。

人権を学ぶ大切さや人権・同和問題を自分事と
してとらえることで人権尊重の意識高揚を図
る。
◎目標値
・住民意識調査（2025年）「『輝く未来』、
『みんなの同推協』を読んでいますか」：それ
ぞれ60％
・住民意識調査（2025年）「教育・啓発事業
は役立っていると思いますか」：「みんなの同
推協(広報紙)」「輝く未来（資料編）」「輝く
未来（教材編）」それぞれ20％

○「輝く未来(教材編)」地区別懇談会資料用
 4,000部作成
○「みんなの同推協No.71・No.72」
 No.71 9月発行全戸配布 29,450部作成
 No.72 3月発行全戸配布 29,550部作成
○「輝く未来(資料編)」
 12月1日発行・全戸配布 29,400部作成
○「ひびき(人権啓発作品集39)」
   3月中旬500部発行
「輝く未来（資料編）」に掲載した「十里まち
づくり学習」については住民意識調査の結果を
踏まえた啓発となった。

・今年度様々な研修の場において「輝く未来」
を使用したが、今後も市民への啓発を目的とし
て、多様化する人権課題を取りあげ、わかりや
すい資料を作成することが必要である。

4 人権教育課
第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・啓発資料の作成と効果的な活用

部落差別
(同和問題)

1-(1)-20
栗東市人権教育研究大
会

○全体会の開催：人権・同和教育を推進する上
で、教職員や地域・保護者などにとって有効か
つ関心のある話題を選び、講師を招聘し、講演
会を開催することにより参加者の意識向上を図
る。
○分科会の開催：学校園・地域・家庭・企業・
行政における人権・同和教育、啓発 に関わる
取り組みなどについて交流し、各所における効
果的な取り組みの拡大を図る。

栗東市民および栗東市へ勤務する者の人権意識
の高揚を図り、また、各校園所における取り組
みについて交流し、効果的な取り組みの拡大を
図る。
◎目標値
・分科会参加：20団体

第51回栗東市人権教育研究大会の開催をめざ
してきたが、コロナ禍により集合での開催を断
念せざるを得なかった。代替研修として、講演
については収録しＤＶＤを各校園参加関係団体
に配布、研修の機会を確保した。また、実践報
告については記録集を作成し配布することで紙
面による研修とした。
・分科会参加団体 20団体

大会自体の中止が続いており、次年度について
は、まずは、本来の大会の姿を取り戻す必要が
ある。

225 人権教育課

7 



栗東市人権擁護計画実施計画 部落差別（同和問題）
■学校教育課、議会事務局、政策調整課、商工観光労政課、総合窓口課、人事課、図書館、農業委員会事務局、広報課、ひだまりの家、幼児課、自治振興課、人権教育課、人権政策課、生涯学習課

評価

（１～５点）
関連計画 関連事業分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた

の網掛については重点項目になります。

No.

４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

28
部落差別
(同和問題)

1-(1)-23 継続
人権啓発作品募集（市
民対象）

○市民対象に人権について考える機会として、
児童・生徒の部および一般の部で、詩・作文・
ポスター・標語・マンガの５部門で募集する。

家庭・学校・地域・職場などあらゆる場で差別
を許さず、人権尊重の風土を作る。
◎目標値
・応募作品数：200点（一般の部）

○一般の部：152点
市内すべての小・中学校で人権週間・学習の一
つとして作品を作成し、提出いただいた。
・高校生からの応募が定着し、地域の取り組み
として一般の方からの応募もあり、人権啓発作
品募集の取組の広がりが伺えるが、地域によっ
て取組に差があるため、さらなる働きかけが必
要である。

・より多くの地域、団体において取り組みやす
いよう周知・啓発することで人権について考え
る機会を増やし、人権意識の向上を図ってい
く。

3 人権教育課
第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・啓発資料の作成と効果的な活用

第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・地区別懇談会（人権尊重と部落
解放をめざす地区別懇談会）の効
果的な推進と内容の工夫
・市民参画のつどい、研修会等の
設定

2021-2025栗東市人権・同和教育
基本方針

・地区別懇談会の推進
・地区別懇談会への参加

30
部落差別
(同和問題)

1-(1)-25 継続
中学校区人権教育地域
ネット協議会事業およ
び学区運営委員会

○全体協議会の開催
 学校・園・家庭・地域・行政の連携を図る上での
地域課題や人権教育推進のあり方の協議、小学校区
ごとの取り組みの交流など、中学校区における連携
を図る。
○合同研修会、部落差別問題学習交流会などの実施
 保護者・地域住民とともに学ぶ場を設定し、人権
意識の高揚を図る。
○学区別運営委員会の実施
 小学校区における課題を踏まえ、研修会の開催や
各所属の情報交換など人権教育推進の連携を図る。

人権が尊重された学校・園、地域の実現を目指し、
学校・園、家庭、地域社会が連携し、人権教育を推
進する。
◎目標値
・３中学校区における合同研修会・交流会：各１回
・小学校区における連携事業：各１回

・全体協議会 計４回開催
・中学校区合同研修会
栗東中学校区 講演会および動画ライブ配信：
 10月21日※動画配信：10月26日～11月6日
 講師：園田雅春さん（参加・視聴者：172名）
葉山中学校区 講演会：11月11日
 講師：藤尾まさよさん（参加者：98名）
栗東西中学校区 講演会：11月28日
 講師：杉本大士さん（参加者 昼・中学生：297
名、 夜・地域・保護者等：151名）
・小学校区別運営委員会事業 10月～12月
 小学校区ごとに工夫して研修会を実施

・それぞれの研修会において、地域、保護者、
教職員の連携のもとで啓発に取り組むことが必
要であるが、保護者の参加がまだまだ少ない状
況がみられる。研修内容等を工夫し、ともに人
権尊重に向けてのつながりを作っていきたい。

3 人権教育課(学校教
育課・幼児課)

第３期栗東市地域福祉計画
・中学校区人権教育地域ネット協
議会・学区運営委員会での研修会
の実施

第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・啓発資料の作成と効果的な活用
・ひだまりの家を拠点にした教育
の充実および近隣地域との交流の
促進

2021-2025栗東市人権・同和教育
基本方針

・ひだまりの家での推進

32
部落差別
(同和問題)

1-(1)-27 継続
人権啓発スローガンの
募集（企業対象）

○人権が尊重された働きやすい職場環境づくり
をめざして、市内企業の従業員に募集を呼びか
けている。

一定の定着はをみせていることから、今後も継
続して取り組み、人権意識の高揚を図る。
◎目標値
・応募企業数：300社（平成29年度）
・応募作品数：300作品(平成29年度)

募集期間（7/1～9/30）
・応募企業数：28社
・応募作品数：300人、422作品

事業所内の人権啓発活動を高揚させるととも
に、参加企業数を増やす取り組みが必要です。 3 商工観光労政課

第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・啓発資料の作成と効果的な活用

部落差別
(同和問題)

1-(1)-24 継続
地域教育推進事業補助
事業

○地域住民の親睦を図り、交流を深める事業
（じんけん広場ふれあい文化祭）と差別事象の
根絶を目指した研修（地区別懇談会、自治会お
よび学区人権福祉部会との合同研修会）を推進
する。

・各種の研修を通じて、委員会の参加者の人権
意識の高揚を図る。
・じんけん広場ふれあい文化祭では、さまざま
な取組を通じて、同和問題の解決と人権意識の
高揚を図る。
◎目標値
・ふれあい文化祭参加者数：600人
・住民意識調査（2025年）：「差別を共にな
くしたい」80％以上

人権教育課(人権政
策課)

・ふれあい文化祭 11月12日(土)開催
 参加者 300名(講演会講師 佐子完十郎氏
参加者 80名)
・合同研修会
1月28日(土)実施 講師：松浦広明氏
 「人権課題の解消に向けて～できることから
～」（参加者 50名）
・ふれあい文化祭では模擬店を行わないこと
で、参加状況が不安視されたが、交流事業等に
多くの方の参加のもと終えることができた。啓
発発表、展示では、学区内の園児・児童・地
域・関係団体等の作品展示や啓発発表により、
人権意識の高揚が図れた。

・目標達成のため、地域の思いを大切にしなが
ら、運営委員会に参画していただいている様々
な人のアイデアを取り入れて、より良い方向へ
と改善を図っていくことが大切である。
・合同研修会においては有意義な研修であった
が、地元参加者が少なかったことが課題であ
る。

3

1-(1)-26 継続
人権図書の収集と貸出
し

○人権関係図書は、分類された指定の書架に固
定しておくのではなく､展示コーナーを工夫
し、人権週間など適宜人権に関わる図書を展示
する。
○ひだまりの家「ゆめのくに」へ情報提供を行
ない、読み聞かせ推進のための連携を実施しま
す。

同和問題を中心にしながらさまざまな人権・同
和問題を扱う図書を収集・貸出し､人権意識を
高め、人権感覚を磨く。

部落差別
(同和問題)）

・人権に関する図書の収集
・ひだまりの家へ新刊情報を毎週提供
・「発達障がいってなんだろう」
   啓発図書展示（3/24～4/24）
・同和問題啓発強調月間展示（9/1～9/30）
・人権週間展示11/16～12/11
・「発達障がいってなんだろう」
   啓発図書展示3/31～4/7

担当課と連携して取組むことで効果的な展示が
出来ている。但し、マンネリになると興味が薄
れるので新しい発想を取り入れながら継続して
いく必要がある。

3

29

31 図書館
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栗東市人権擁護計画実施計画 部落差別（同和問題）
■学校教育課、議会事務局、政策調整課、商工観光労政課、総合窓口課、人事課、図書館、農業委員会事務局、広報課、ひだまりの家、幼児課、自治振興課、人権教育課、人権政策課、生涯学習課

評価

（１～５点）
関連計画 関連事業分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた

の網掛については重点項目になります。

No.

４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

33
部落差別
(同和問題)

1-(1)-28 継続 啓発広報紙の発行
○人権啓発広報紙の発行。
配付先：事業所内公正採用選考・人権啓発担当
者設置企業および市民。

９月、３月発行
◎目標値
・人権啓発広報紙の発行：９月10,000部、
 ３月10,000部

９月発行、３月発行
・人権啓発広報紙の発行：９月10,000部
            ３月10,000部

紙面において、継続した 創意工夫を行い、人
権啓発の機運醸成に取り組み続ける必要があり
ます。

4 商工観光労政課
第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・啓発資料の作成と効果的な活用

34
部落差別
(同和問題)

1-(1)-29 新規
十里まちづくり事業の
啓発

○十里まちづくり事業を広く啓発し、人権尊重
のまちづくりのモデルケースとなるよう、現地
研修の受け入れなどに努め、部落差別をはじめ
とする、あらゆる差別のない暮らしやすい地域
づくりに取り組みます。

ひだまりの家に来館し、十里まちづくり事業へ
の取組や地域の人達の思いや願いに触れ、人権
意識向上を目的とした現地研修会の受入依頼に
は積極的に対応するとともに、研修依頼にあっ
た研修内容を実施する。
◎目標値
・研修受入：市内全ての小学校９校

研修受入：小学校9校（延べ市内小学校18団
体、その他団体2団体）

2022年度もコロナ感染防止対策をしたうえで
の研修受入となったため、研修受入の日程が集
中することが度々あった。2023年度以降、コ
ロナ感染防止対策が緩和されるため、研修受入
体制を整えるためにも職員ひとり一人が十里ま
ちづくり事業について思いを話せるよう、職員
研修を積み上げたい。

4 ひだまりの家 第３期栗東市地域福祉計画 ・十里まちづくり事業の啓発

部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消に
むけて、多様な価値観が社会で認められる。

講演会事業は感染症対策を施しての実施となっ
たが、感染症の状況を見極めつつ、実施を続け
ていく必要がある。テーマ設定や講師の選定に
ついては、より多くの方にご参加いただけるよ
う、社会情勢・市民の意識などを考慮したうえ
で、市民の人権啓発の担い手である関係団体と
も協議・連携しながら、設定していく必要があ
る。

4 人権政策課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・多様な価値観を尊重する意識の
醸成

◎目標値
・人権啓発リーダー講座・じんけんセミナー・
人権文化事業・市民のつどいの参加者：合計
900人

・人権啓発リーダー講座については地域の社会
同和教育推進員等人権のリーダー育成として参
加を働きかけていくことが大切である。
・多くの興味・関心のあるテーマ設定を行い、
参加方法を工夫しながら開催することが必要で
ある。

4 人権教育課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・多様な価値観を尊重する意識の
醸成

第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・地区別懇談会（人権尊重と部落
解放をめざす地区別懇談会）の効
果的な推進と内容の工夫

2021-2025栗東市人権・同和教育
基本方針

地区別懇談会の推進

37
部落差別
(同和問題)

1-(2)-2 継続
人間尊重と部落解放を
めざす市民のつどい

○人権・同和問題は、私たち一人ひとりが自分
に関わる問題であることを認識し、心の通い
合った住みよいまちづくりを実現することを目
的とする。

市民のつどいを通じて、市民一人ひとりの人権
意識の高揚を図る。
◎目標値
・参加人数：300人
・20代～40代の参加率：50％

・2月18日(土)開催
 講師 露の新治氏
 「お笑い元気高座～人権で、心も体も、笑顔
で元気に！～」（参加者 157名）
・人権啓発作品展
 2月18日(土)～3月5日(日)
・3年ぶりの開催となり、笑いを交えながら自
らの人権意識を問いかける有意義な研修となっ
た。しかし参加者の少なさが次年度への課題で
ある。

・関係各所へのさらなる周知および参加の働き
かけを行い、ひとりでも多くの方に啓発してい
くことが大切である。

3 人権教育課
第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・市民参画のつどい、研修会等の
設定

部落差別
(同和問題)

1-(2)-1 継続
人権尊重と部落解放を
めざす地区別懇談会

○社会同和教育推進員が中止となり地域におけ
る人権課題の解決に向けて効果的な地区別懇談
会を実施する。

市内全自治会で地区別懇談会を開催することに
より、部落差別の撤廃と地域における人権意識
の高揚を図る。
◎目標値
・全自治会での実施
・住民意識調査（2025年）「地区別懇談会に
積極的に参加したい」：25％以上

・地区別懇談会説明会 (全10回実施)
 推進員参加数104名 参加率83.9％
 協力員またはｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 参加数125名
・地区別懇談会 118自治会実施報告あり
 (集合開催77自治会）
・社会同和教育推進員からのアンケートから
は、「地区懇チーム」で相談しながらの実施に
向けた取組が一定の安心感を持っていただけた
と評価できる。また内容についてもそれぞれの
自治会の思いや課題解決に向けた懇談会へと少
しずつ改善されている。

・参加者の人数にこだわらずに少しでも開催に
向けた取組を進めたが、次年度はさらに多くの
方を対象に人権の学びを深めていただけるよう
な取組が必要となる。また、人権啓発リーダー
講座等の内容を工夫し、様々な立場で積極的な
参加を求めていきたい。

4

35

36 人権教育課

部落差別
(同和問題)

1-(1)-30 新規
多様な価値観を尊重す
る意識の醸成

○多様な価値観や個性について、そのいずれも
が等しく尊いという考えを醸成するため、広報
や市が主催する講演会・イベント等を通じ、啓
発を行う。

・人権啓発リーダー講座（テーマ：部落差別問
題、インターネットと人権、性の多様性）、じ
んけんセミナー（性の多様性）、人権文化事業
（障がい者）、市民のつどい（部落差別問題）
参加者：合計888人
・市民のつどいについては、３年ぶりに集合に
より開催し、多くの方に人権についての学びを
提供することができた。アンケートからも人権
問題についての理解の深まりが見える。

9 



栗東市人権擁護計画実施計画 部落差別（同和問題）
■学校教育課、議会事務局、政策調整課、商工観光労政課、総合窓口課、人事課、図書館、農業委員会事務局、広報課、ひだまりの家、幼児課、自治振興課、人権教育課、人権政策課、生涯学習課

評価

（１～５点）
関連計画 関連事業分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた

の網掛については重点項目になります。

No.

４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・行政職員・教職員の責務と自覚

2021-2025栗東市人権・同和教育
基本方針

・人権・同和問題研修の充実

40
部落差別
(同和問題)

1-(2)-5 継続
企業内同和問題研修会
の開催

○部落差別をはじめ、あらゆる差別を許さない
職場環境づくりをめざして、研修会を実施す
る。（方法：講演会・現地研修会、対象：事業
所内公正採用選考・人権啓発担当者）

◎目標値
・研修会の開催：年６回

３/９
対象：事業所内公正採用選考･人権啓発窓口
   担当者（事業所人権教育推進協議会会
   員事業所含む） 参加企業数：６２社
           参加者数 ：６７人

法改正や事業所のニーズを把握し、テーマや内
容を工夫した研修会の開催と、事業所に対して
参加を促す必要があります。

2 商工観光労政課
第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・企業内における人権・同和教育
の推進

部落差別
(同和問題)

1-(2)-4 継続

部落解放・人権政策確
立要求びわこ南部地域
実行委員会への参画事
業

○人権文化の構築と差別撤廃・人権政策確立に
向けて、滋賀県実行委員会をはじめ県内外の組
織と連携と連帯を深め、「部落解放基本法
（案）」に盛り込まれた「人権侵害救済法」の
早期制定の実現をめざし、部落解放・人権政策
確立要求びわこ南部地域実行員会の一員とし
て、加盟団体とともに事業展開を推進する。

部落解放・人権政策確立要求びわこ南部地域実
行委員会が主催する事業へ参画し、加盟団体と
の連携を深め、差別撤廃に向けて広域的に取り
組む。

目標値
・総会・連続講座・学習会など主催事業への参
加
・基本法ニュースの発行・配布
・実行委員会が参加を呼びかける諸集会への参
加

人権政策課

2022（令和4）年度は団体の事務局を務めてお
り、各種研修会・講座・啓発紙発行の企画・運
営についても中心となり取り組んだ。
・定期総会への参加：24名
・幹事級研修会（8/8）：3名
・交流研修会（10/26・27）：３名）
・12月基本法ﾆｭｰｽ発行：31,500部。市広報12
月号に折り込みにより各戸配布等実施。
・連続講座（2/８）：９名参加

部落差別の解消は、近隣市・関係団体において
取り組むべき共通の課題であることからも、情
報共有・交換を綿密に行い、広域的に効率・効
果的な啓発や活動を展開して行く必要がある。

4

【治田学区】
10月1日(土) 参加者87人 講師: 手話ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞ
ﾗｲﾀｰ yokkoさん
【大宝学区】
10月28日(金) 参加者88人 講師: LGBT講演家
藤原直 さん
11月4日(木) 参加者22人  講師: 日本アドラー
心理学家族ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 西尾英子 さん
【大宝・大宝東学区】
11月20日(日)参加者約500人  講師：手話ｼﾝｶﾞｰ
ｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ  yokkoさん →雨天中止
運営委員会による読み聞かせ→雨天中止  啓発
物、後日配布  ペットボトルツリー点灯150本
【葉山学区】
11月1日(火) 参加者96人  講師: 手話ｼﾝｶﾞｰｿﾝ
ｸﾞﾗｲﾀｰ  yokkoさん
【治田西学区】
11月2日(水) 参加者21人
講師: 早稲田大学教育学部心理学専修非常勤講
師、奈良県教育委員会ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 小西好彦
さん
【治田東学区】
11月5日(土) 参加者21人  講師: 元武佐子ども
園長、近江八幡市教育委員 安倍映子 さん
【葉山東学区】
11月19日(土)参加者約60人 講師：書籍「あー
ちゃんの虹」著者、NPO法人「好きと生き
る」理事林ともこさん
【金勝学区】
12月9日(金) 参加者70人 講師:高校教員、ﾄﾗﾝ
ｽｼﾞｪﾝﾀﾞｰ生徒交流会世話人 土肥いつき さん
【大宝西学区】
12月10日(土)参加者44人 講師:大宝西小学校
井上 裕司教諭

同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解
決とあらゆる差別の解消に向けて、市民の人権
に対する意識を高めるとともに主体的に取り組
める人材の育成を図る。
◎目標値
・巡回講座の開催：各学区年１回

○各コミュニティセンターや小学校を会場に各
地域振興協議会、人権教育地域ネット協議会な
どの協力を得て、市民を対象に巡回講座を開催
する。

人権・同和教育巡回講
座

1-(2)-3

39

部落差別
(同和問題)

38
今後も感染症対策を行いながら、多くの地域の
方に参加して頂き、学区全体に学びの輪が広が
るような研修会を検討する必要があります。

3 生涯学習課 第３期栗東市地域福祉計画 人権・同和教育巡回講座事業継続

10 



栗東市人権擁護計画実施計画 部落差別（同和問題）
■学校教育課、議会事務局、政策調整課、商工観光労政課、総合窓口課、人事課、図書館、農業委員会事務局、広報課、ひだまりの家、幼児課、自治振興課、人権教育課、人権政策課、生涯学習課

評価

（１～５点）
関連計画 関連事業分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた

の網掛については重点項目になります。

No.

４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

41
部落差別
(同和問題)

1-(2)-6 継続
企業内同和問題啓発推
進企業訪問

○「人権・同和問題に取り組むことが、いかに
企業活動にとってプラスになるのか」に重点を
置いて企業訪問を継続する。
 （実施時期：７月・２月を重点に年間を通じ
て実施、対象：事業所内公正採用選考・人権啓
発担当者設置企業）

◎目標値
・企業訪問の実施：年２回

７月 企業数：１０人以上 ２８０社
        ９人以下 １３５社
２月 企業数：１０人以上 ２６９社
        ９人以下 １４７社
１０人以上事業所は訪問、９人以下事業所は郵
送にて実施。

人権問題に対する企業の理解・関心は一定深
まっているが、企業内での取り組みについて
は、企業間で差が生じている。

4 商工観光労政課
第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・企業内における人権・同和教育
の推進

42
部落差別
(同和問題)

1-(2)-7 継続
事前登録型本人通知制
度

○事前登録型本人通知制度について、広報、窓
口、地区別懇談会等、機会を通して市民への周
知・啓発を実施する。
○事前登録された対象者の証明書が発行された
際、制度に基づき、本人通知を適正に実施す
る。

事前登録本人通知制度について市民へ周知を図
り、登録者の増加につなげるとともに、制度の
適正な執行により、住民票・戸籍などの不正請
求や不正取得を抑止し、個人の人権侵害の防止
を推進する。
◎目標値
・事前登録者：前年度比増

事前登録型本人通知制度：登録者 736人（令和
5年3月末）、前年度比60人増（8.9％増）、登
録者の証明が発行され本人通知した件数67件

引き続き、あらゆる機会を通して周知・啓発を
実施し、制度に基づき適正に実施していく。 4 総合窓口課

43
部落差別
(同和問題)

1-(3)-1 継続
ひだまりの家（相談事
業）

地域の実情に応じ、生活上の相談、部落差別を
はじめとする人権に関わる相談に応じ適切な助
言指導を行う事業
○各種相談（就労・生活・教育・健康など）へ
の迅速かつ的確な対応と個人情報保護の徹底
○各分野における訪宅活動とケース会議による
情報共有
○関係機関との協働連携（支援方策検討会議
や連絡調整会議の開催）
○職員資質の向上と迅速な情報提供

地域住民の生活支援と自立促進に向けて、地域
と信頼関係を結び、自立支援に向けた身近な相
談窓口をめざします。このため、専門的能力の
向上のため相談業務のスキルアップにつながる
研修会に参加する。
◎目標値
・隣保事業士資格認定講習の受講：１名
・相談業務研修への職員派遣：５回

・隣保事業士資格認定講習の受講：1名
  （ひだまりの家の資格保有者３名）
・相談業務研修への職員派遣
  相談担当者実践研修参加回数：８回

複合的相談ケースの対応が難しいため、職員に
は長期的・継続的・専門的なサポートとして、
継続的な見守りや専門機関との調整など総合的
な取り組みを図れる能力が必要である。職員の
相談研修への参加や隣保事業士資格認定講習に
参加することで、さらなる職員のスキルアップ
を図りたい。

5 ひだまりの家 第３期栗東市地域福祉計画
・地区内コミュニティ醸成への支
援

44
部落差別
(同和問題)

1-(3)-2 継続
ひだまりの家（福祉事
業）

地域における様々な生活上の課題の解決を図る
ため、地域の実情に応じて行う事業
○隣保館デイサービス事業
 日常訓練、レクリエーションなどを行うこと
で自立助長と生きがいを高め、健康維持と介護
予防を図る
（地域内利用・市内全域利用の促進）
○利用者交流と人権啓発
○老人福祉センター機能の利用促進
○生きがいと健康づくりを通じて利用者相互の
交流と地域交流の促進など

居場所づくりから、生活上の課題解決に向けた
地域福祉の推進や様々な人権課題を解決する取
組を実施するにあたり、隣保館デイサービス事
業をきっかけに、ひだまりの家の利用促進を図
る。
◎目標値
・隣保館デイサービス延べ利用者数：5,000人

・隣保館デイサービス利用者数：延べ利用者
2,024人（うち地域利用者数536人）

木曜日は地域の高齢者を対象に３年前からデイ
サービスを開催している。月２回の開催にもな
れ、他の曜日にも参加するようになっている。
人とのつながりもできてきたので、毎週木曜日
の開催にむけて調整を行っている。

2 ひだまりの家 第３期栗東市地域福祉計画

・地区内コミュニティ醸成への支
援
・広域での住民交流活動の促進
・隣保館デイサービスの推進

45
・地区内コミュニティ醸成への支
援

1-(3)-3 継続
部落差別
(同和問題)

ひだまりの家（教育事
業）

地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、
必要な教育を行う事業
○就学前および小中学生への教育事業の展開と
保護者への啓発
○解放学習および進路学習を柱とする自主活動
学級の推進
○地域の保護者及び青年層の自立に向けたそれ
ぞれの組織の育成

子どもたちが自己を実現する力をつけることを
めざして、学校・園・ひだまりの家・関係課が
連携し、自主活動学級を通じて、差別をなくし
自立して生きる人間を、保護者とともに育成す
る。
◎目標値
・就学前自主活動学級開催数：10回
・小学生自主活動学級開催数：45回
・中学生自主活動学級開催数：45回

・就学前自主活動学級開催数： ９回
・小学生自主活動学級開催数：４６回
・中学生自主活動学級開催数：４９回

今年の自主活動学級はコロナ禍のなかではあっ
たが、ほぼ目標に近い形で達成できた。夏休み
の合宿については、新型コロナウイルスの感染
拡大があったため中止とした。直前まで、決断
することができず、子どもたちだけでなく、保
護者や協力していただいている地域の方や参加
者にも迷惑をかけることとなってしまった。し
かし、新型コロナウイルス感染症が第5類感染
症移行により、活動制限がなくなるため、自主
活動学級の子どもたちの参加や夏休みの合宿に
子どもたちやその保護者の参加を促す取り組み
を行っていきたい。

3 ひだまりの家 第３期栗東市地域福祉計画
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栗東市人権擁護計画実施計画 部落差別（同和問題）
■学校教育課、議会事務局、政策調整課、商工観光労政課、総合窓口課、人事課、図書館、農業委員会事務局、広報課、ひだまりの家、幼児課、自治振興課、人権教育課、人権政策課、生涯学習課

評価

（１～５点）
関連計画 関連事業分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた

の網掛については重点項目になります。

No.

４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

46
部落差別
(同和問題)

1-(3)-4 継続
ひだまりの家（地域交
流事業）

地域の実情に応じ、教養・文化活動を通して地
域住民等の交流を図る事業
○各種講座の実施と自主活動サークルの育成
○実行委員会形式による「大宝西ふれあい解放
文化祭」の開催
○施設利用の促進（図書コーナー「ゆめのく
に」の利用促進、コミュニティホールの利用開
放）

人と人、人と地域が、世代や分野を超えて「丸
ごと」つながる、人権を尊重し合うコミュニ
ティづくりをめざす。そのため、ひだまりの家
を子どもから高齢者まで様々な人達が気楽に集
える「居場所」をめざす。
◎目標値
・図書コーナー「ゆめのくに」の図書貸し出し
数：10,000冊
・各種講座の実施講座開催数：120回

・図書コーナー「ゆめのくに」の図書貸し出し
数：１３，８３０冊
・各種講座の実施講座開催数：１００回

ひだまりの家が、高齢者から子どもまで、様々
な人達が気楽に集える「居場所」の拠点施設と
して機能することで、地域の方との日々のコ
ミュニケーションを通じて、課題を発見し、関
係機関や団体と連携して取り組むことで解決を
図っている。今後も、地域社会から孤立を防
ぎ、地域における多世代の交流や多様な活躍の
機会と役割を生み出す地域づくりに向けた支援
につながるよう事業の検討を進めていきたい。

3 ひだまりの家 第３期栗東市地域福祉計画

・地区内コミュニティ醸成への支
援
・広域での住民交流活動の促進
・施設の開放による地域交流の支
援
・広域での住民交流活動の促進

47
部落差別
(同和問題)

1-(3)-5 新規
ひだまりの家（人権啓
発事業）

地域住民等に対し、広く人権に関する理解を深
めるため、日常生活に根ざした啓発・広報活動
を行う事業
〇人権意識向上を目的とした現地研修の受け入
れ
○広報誌配布や館内掲示をとおして、部落差別
をはじめあらゆる差別をなくすための人権啓発
○「大宝西ふれあい解放文化祭」による市民啓
発
○各種団体における人権啓発活動（研修）への
支援

来館者をはじめ、各種の事業等を通して多くの
人に啓発することで、差別意識の解消及び人権
尊重の意識向上を図る。特に、大宝西ふれあい
解放文化祭は、市民と行政、教育及び関係機関
の連携のもと、部落差別をはじめとするあらゆ
る差別の解消と人権意識の高揚をはかるととも
に、市全域への啓発をめざす。
◎目標値
・ひだまりの家来館者数：40,000人

・ひだまりの家来館者数：２２，４６７人

地域の団体や住民、関係機関が実行委員会に参画す
ることで、大宝西ふれあい解放文化祭を開催してい
る。事務局が協働のコーディネーターとして、地域
活動にかかわる多様な主体の参加をすすめている
が、前例踏襲になりがち、人材が偏りがち、モチ
ベーションが低下しがちな点が課題となっている。
また、コロナ禍のなか事業の決定が社会状況を見合
わせながらとなり、遅れがちとなった。新型コロナ
ウイルス感染症が、第5類感染症に移行し、活動制限
がなくなったことで人的交流が深まっているが、新
型コロナウイルス感染症が解消されたわけではな
く、コロナの感染状況が広がった際の実施方法を含
めた対策の検討が必要である。

2 ひだまりの家 第３期栗東市地域福祉計画

・地区内コミュニティ醸成への支
援
・広域での住民交流活動の促進
・施設の開放による地域交流の支
援
・広域での住民交流活動の促進

48
部落差別
(同和問題)

1-(3)-6 新規
ひだまりの家運営審議
会の開催

ひだまりの家に関する重要事項を調査審議する
ための審議会を開催する。
〇ひだまりの家運営審議会
・委員１０人以内をもって組織
・年間２回開催
・運営方針・事業計画・各事業の実施計画
 施設利用実績・事業結果を審議

ひだまりの家の運営方針や事業計画などセン
ターに関する重要事項を調査審議するための審
議会を開催する
◎目標値
・ひだまりの家運営審議会の開催：２回

ひだまりの家運営審議会の開催：2回

新型コロナウイルス感染症対策をとりながら第
２回目を2月14日（火）に開催した。審議会
は、ひだまりの家に関する重要事項を調査審議
する機関であり、運営方針や事業計画、実績と
事業結果を報告している。今後新型コロナウイ
ルス感染症が第5類感染症移行により、活動制
限がなくなることで対面での開催となる。委員
に様々な意見を提案いただき、ひだまりの家
が、地域における活動の交流拠点となり、地域
づくりに向けた支援を行えるよう引き続き努め
ていきたい。

4 ひだまりの家 第３期栗東市地域福祉計画

・地区内コミュニティ醸成への支
援
・広域での住民交流活動の促進
・施設の開放による地域交流の支
援
・広域での住民交流活動の促進

49
部落差別
(同和問題)

1-(3)-7 継続 準隣保館会議

○関係校園・課で、地域の教育課題・対象児童
生徒の支援・実態の把握と課題解決に向けて取
り組む。
○関係機関連携のもと、地域における課題を分
析し、解決につなげる。

それぞれの立場から対象地域の幼児児童生徒保
護者に必要な支援をする。
教育・就労に関わる地域課題を明らかにし、必
要な支援・方策を実施する。
◎目標値
・準隣保館会議開催回数：年12回

・年間12回開催
・課で情報共有し、構築した人的ネットワーク
を、地域教育推進事業に生かし、地域啓発に結
びつけることができた。

・把握した地域の実態に即した適切な方法での
部落差別解消に向けた手立てを、より具体的に
実施していくことが必要である。

3 人権教育課(人権政
策課)

第３期栗東市地域福祉計画

・地区内コミュニティ醸成への支
援
・広域での住民交流活動の促進
・施設の開放による地域交流の支
援

50
部落差別
(同和問題)

1-(3)-8 継続 同和教育担当者会

○教育実態調査に基づき、関係校園・課で地域
の就学前幼児・児童・生徒にかかわる支援や教
育課題・実態の把握と課題解決に向けた取り組
みを話し合う。

地域の子どもが自己実現を図るために、子ども
と保護者の解放の力と進路意識を高める。
◎目標値
・同和教育担当者会の開催：年20回

・年間１９回開催
・部落差別がある中で生きる子どもたちの解放
の力の育成について、共通理解し、地域の運動
の願いや先輩の思いを継承しつつ、自己を実現
する取り組みを各校園ひだまりの家で連携して
進めることができた。

・同和教育担当者会議で共通理解した取り組み
を、関係校園それぞれに担当者以外へと広げ、
すべての関係者が差別をなくす立ち位置で子ど
もたちと関わることが必要である

3 人権教育課 第３期栗東市地域福祉計画
・教育実態調査の実施と調査結果
にもとづく取組の強化

12 



栗東市人権擁護計画実施計画 部落差別（同和問題）
■学校教育課、議会事務局、政策調整課、商工観光労政課、総合窓口課、人事課、図書館、農業委員会事務局、広報課、ひだまりの家、幼児課、自治振興課、人権教育課、人権政策課、生涯学習課

評価

（１～５点）
関連計画 関連事業分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた

の網掛については重点項目になります。

No.

４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

51
部落差別
(同和問題)

1-(4)-1 継続
えせ同和行為に関する
情報提供事業

○えせ同和行為防止滋賀県民会議からの「えせ
同和行為（疑い事例を含む）」に関する情報提
供を、職員に周知し、正しい認識と適切な対応
をされるよう啓発するとともに、関係機関と連
携しながら排除に向けた取組みを推進する。

・えせ同和行為防止滋賀県民会議からの「えせ
同和行為（疑い事例を含む）」に関する情報提
供を職員に周知し、正しい認識と適切な対応を
されるよう啓発するとともに、関係機関と連携
しながら排除に向けた取組みを推進する。

・えせ同和行為防止滋賀県民会議からの「えせ
同和行為（疑い事例を含む）」に関する情報提
供は無かったが、びわこ南部地域実行委員会事
務局を務める関係で会議に出席し、排除に向け
た取組みを推進するため、関係団体との連携を
図った。

商工観光労政課所管の企業訪問において「えせ
同和行為」についての確認が行われているの
で、商工観光労政課と連携して、市内での「え
せ同和行為」の発生状況等について把握して行
く必要がある。

3 人権政策課
第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・啓発資料の作成と効果的な活用

52
部落差別
(同和問題)

1-(4)-2 継続
就職困難者への就労支
援

○栗東市就労支援計画」に定める「働く意欲が
ありながら就労が困難」な就職困難者に対し、
適切な就労支援活動を行う。

「就労」は市民一人ひとりの経済的自立の重要
な手段だけでなく、自己実現や社会参加、生き
がいづくりなどにも大きく関わることから、個
別課題の整理と関係機関との更なる連携により
就労支援に取り組む。
◎目標値
情報交換会の開催：年12回

相談者数 １２１人
就労者数 ４１人（内訳：無就労→就労２１
人、相談による就労継続２０人）
 
情報交換会  １２回開催

就職困難者の要因の多様化に伴い、就労相談の
が複雑化・長期化するケースが増加している。
専門人材の育成と資質向上が一層求められる。

4 商工観光労政課 第四次栗東市就労支援計画

第３期栗東市教育振興基本計画 ・住民啓発の充実
部落差別
(同和問題)

1-(5)-1 新規 住民意識調査・教育実
態調査

○5年ごとに市内の満20歳以上の住民3,000人
を対象に無作為抽出し、部落差別をはじめとす
るあらゆる人権問題についての調査を行う。
〇5年ごとに被差別地域における学力・生活等
の実態や教育に関する住民の意識（考え・願い
等）を把握するための調査を行う。

・人権・同和問題に関する住民意識の現状を把
握し、市が実施してきた人権啓発活動の効果と
課題を明らかにし、今後の人権・同和問題への
取り組みに活用していくための基礎資料とな
り、調査結果を踏まえ、輝く未来計画及び人権
擁護計画策定を行う。
次回調査：2025(令和7)年実施
・住民の意識（考え・願い等）を把握し、前回
調査結果との比較により、教育に関する課題等
を明らかにし今後の教育活動、啓発活動の施策
を推進するための資料とする。
次回調査：2024（令和6）年実施

両調査とも、2022年度については
実績なし - 人権教育課

・教育実態調査の2024(令和6)年実施に向け
て、これまでの調査方法や分析、課題につい
て、科学的な知見を取り入れて検証し、より良
い調査実施に向けた準備を始める。

53
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栗東市人権擁護計画実施計画 女性
■自治振興課、人権教育課、人権政策課、危機管理課、健康増進課、子育て支援課、社会福祉課、商工観光労政課、障がい福祉課、生涯学習課、人事課、長寿福祉課、広報課

評価

（１～５点）

54 女性 2-(1)-1 継続

男女共同参画社会推進
事業（各種審議会など
への女性(委員)の参
画）

○各種審議会や委員会などへの女性の参画促進
についての働きかけなど啓発を行う。
○女性活動団体への支援を行う。

◎目標値
・審議会等における女性委員の割合（令和６
年）：40.0%（女性委員数/全委員数）

附属機関等の女性委員の割合
35.09％

意思決定の場への女性の参画者数を増やす必要
がある。 3 自治振興課

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・各種審議会や委員会等への女性
の参画推進
・事業者や団体における男女共同
参画推進に対する支援

55 女性 2-(1)-2 継続
「栗東市ひとが輝く
パートナープラン」の
推進

○栗東市男女共同参画社会づくり推進協議会を
開催し、「栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン」に基づき施策を総合的かつ計画的に推進で
きているか検証する。

◎目標値
・栗東市男女共同参画社会づくり推進協議会の
開催：年2回

栗東市男女共同参画社会づくり推進協議会開催
（年２回）
第１回開催（8/4）
第２回開催（2/16）

取組に対する、各委員からの意見や評価を反映
させながら、継続して取り組む必要がある。 3 自治振興課

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

56 女性 2-(1)-3 継続

男女共同参画社会推進
事業
（固定的性別役割分担
意識）

○男女共同参画社会の実現に向けた課題につい
て、きらめきRitto実行委員会、市内の女性団
体や地振協、各種団体との連携、協働により啓
発やセミナーの開催を行う。

◎目標値
・市民アンケート（令和６年）「夫は外で働
き、妻は家庭を守るべき」という考え方に同感
しない市民意識の割合」：70.0％

〇「男女共同参画週間啓発（6/23-6/29）」
（広報6月号本文、HP、電光掲示板）
〇きらめきＲitto実行委員会が主催として、じ
んけんセミナー栗東を共同開催（7/26）
〇男女共同参画啓発チラシ「だれもが自分らし
く生きることができる社会へ」をじんけんセミ
ナーで配布（7/26）
〇「男性が家庭でも輝ける社会に！」を市内事
業所へ配布（２月）

男女共同参画社会の実現に向けて、社会情勢を
意識した情報提供を継続する必要がある。 3 自治振興課

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・男女共同参画の視点に立った生
涯学習と啓発の推進

57 女性 2-(1)-4 継続
男女共同参画社会推進
事業

○県や市の商工労政部署等と連携し、市民・事
業所を対象にワーク・ライフバランスの大切さ
について啓発を行う。

ワーク・ライフ・バランスの大切さについて啓
発を行う

〇男女共同参画啓発チラシ「だれもが自分らし
く生きることができる社会へ」を市内事業所へ
配布（７月）
〇「仕事と生活の調和推進月間(11月)」啓発
(HP、FB、電光掲示板)
〇情報誌・リーフレット等を設置
〇「男性が家庭でも輝ける社会に！」を市内事
業所へ配布（２月）

仕事と生活のバランスがとれ、多様な働き方が
できるよう取組を継続します。 3 自治振興課

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・ワーク・ライフ・バランスにつ
いての理解促進

広報紙やホームページ等の記事の掲載、その他
啓発資料の作成の際に、性別による根拠のない
思い込みや決めつけにつながる不適切な表現等
の点検を徹底することで、適切な表現の使用促
進につなげる。
◎目標値
・年12回以上（毎月）確認

広報紙やホームページ等の記事の掲載時に表現
等についてチェックし、適切な表現での情報提
供に努めた。

無意識の思い込みや決めつけ、偏った表現がな
いかどうか、引き続き確認を行いながら、中立
性・公平性を確保した表現に努める。

4 広報課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・男女共同参画の視点に基づく市
の情報発信

アンコンシャス・バイアスに基づく不適切な表
現を点検し、適切な表現の使用を促進する。

男女共同参画の視点から考える表現チェック
シートを作成し、職員に周知した。

周知啓発を継続します。 4 自治振興課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・男女共同参画の視点に基づく市
の情報発信

アンコンシャス・バイアスに基づく不適切な表
現を点検し、適切な表現の使用を促進する。

・職員研修（1/10実施）
対象：幼児園長、課長補佐級（幼保含む）、係
長級及び専門部員 ８５名

引き続きアンコンシャス・バイアスに基づく不
適切な表現の防止・点検に関する職員研修を実
施する必要があります。

4 自治振興課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・男女共同参画の視点に基づく市
の情報発信

経験年数や本人のスキルに応じて階層別に開催
し、職員としての人権・同和問題に対する認識
を深め、資質および実践力の向上を養う。
◎目標値
・各階層別研修の実施：年１回

1月10日実施
参加者 85名

行政職員として周知・啓発する立場であること
から、経験年数やスキルに応じた研修を継続し
て実施していく必要がある。

3 人事課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・男女共同参画の視点に基づく市
の情報発信

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

〇行政職員に対する研修機会等を通じて、アン
コンシャス・バイアスに基づく不適切な表現の
防止・点検に関する周知・啓発を図る。

内容
2022(令和4年)度実績

（取組状況・成果)
関連事業取組課題 担当課 関連計画No.

58

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

○広報やホームぺージ等における記事掲載、そ
の他啓発資料の作成の際、アンコンシャス・バ
イアスに基づく不適切な表現を点検すること
で、男女共同参画の視点に立った適切な表現の
使用促進を図る。

分野 施策番号 継続/新規 施策(事業）

女性 2-(1)-5 新規
男女共同参画の視点に
基づく市の情報発信

の網掛については重点項目になります。

14 



栗東市人権擁護計画実施計画 女性
■自治振興課、人権教育課、人権政策課、危機管理課、健康増進課、子育て支援課、社会福祉課、商工観光労政課、障がい福祉課、生涯学習課、人事課、長寿福祉課、広報課

評価

（１～５点）

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

内容
2022(令和4年)度実績

（取組状況・成果)
関連事業取組課題 担当課 関連計画No.

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

分野 施策番号 継続/新規 施策(事業）

の網掛については重点項目になります。

○ライフステージに応じた男女共同参画に関す
る学習機会の提供や広報による啓発に取り組
む。

ライフステージに応じた男女共同参画に関する
情報提供等を行う。

〇女性活躍支援事業実施
・女性活躍セミナー（11/10開催）
テーマ：「不安」を「できる」に変えよう 仕
事と子育ての両立に向けた準備セミナー
・女性活躍セミナー（2/20開催）
テーマ：整理収納で叶える「頑張らなくていい
暮らし」

情報提供やセミナーの実施を継続します。 4 自治振興課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・男女共同参画の視点に立った生
涯学習と啓発の推進

講演会事業（じんけんセミナー・人権文化事
業）の開催や啓発紙発行により、男女共同参画
やさまざまな人権問題に関する学びの場を提供
する。
（啓発紙については、年1回発行を行う。）

人権セミナー栗東では、性的マイノリティであ
る講師（仲岡しゅん）に体験談を通じた講演を
依頼し、性の多様性についての学習機会の提供
を行った。7/26開催：219名参加
人権文化事業では片岡亮太氏を招き、公演・演
奏をいただいた。12/1開催：191名参加
部落差別問題をテーマに啓発紙の発行をし、市
広報の折り込みにより各戸配布等実施。
31,500部発行

講演会事業は感染症対策を施しての実施となっ
たが、感染症の状況を見極めつつ、適切な感染
対策を施しての実施を続けていく必要がある。
講演会・啓発紙のテーマ設定については社会情
勢・市民の意識などを考慮したうえで、設定し
ていく必要がある。

4 人権政策課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・男女共同参画の視点に立った生
涯学習と啓発の推進

地区別懇談会のテーマとして男女共同参画につ
いて取り上げるとともに、じんけんセミナー栗
東等の講演会や啓発資料「輝く未来(教材編・
資料編)」を利用し、市民が豊かに学ぶ。
◎目標値
・2025年栗東市人権意識調査「栗東市は、基
本的人権が尊重されている市である」：肯定的
回答40％

今年度の地区別懇談会では、「女性の人権」な
らびに「性の多様性」について実施77自治会
中16自治会で取り上げられている。また、人
権啓発リーダー講座では、「問題の所在はどこ
か？-L/G/B/T/'sの存在が問いかけるもの-」
をテーマとした講座を開催し、48名の参加が
あった。性についての固定概念や偏見、社会進
出を阻む構造、性的指向による差別やDVなど
の暴力による支配があることについて、啓発と
教育を進めていく。
じんけんセミナー栗東 参加者数 219名

市民が豊かに学ぶ機会を保障するため、様々な
機会を捉えて学びの場の周知を図るとともに、
多様な参加形態を工夫していくことが必要であ
る。

4 人権教育課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・男女共同参画の視点に立った生
涯学習と啓発の推進
・地域における意識づくりの充実

○各コミュニティセンター等での社会教育事業
を実施するにあたり、男女共同参画の意識を
持って講座等を開催する。

男女が、共に地域活動に参加できるようコミュ
ニティセンターにおいて、社会教育事業を実施
する(はつらつ教養大学、子育ち講座、まちづ
くり講座、平和学習、環境講座、知って得する
講座等)。

・はつらつ教養大学：44回（５月.７月.９月.11
月.2月）
・子育ち講座：15回（６月.８月.10月.12月）
・まちづくり講座：5回（５月.６月.10月）
・平和学習：5回（８月.９月.10月）
・環境講座：5回（４月.５月.６月.７月.10月）
・知って得する講座：2回（６月.10月）

参加者の固定化がみられ、新たな参加者の発掘
が必要です。 4 生涯学習課

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・男女共同参画の視点に立った生
涯学習と啓発の推進
・地域における男女共同参画の視
点を持った子どもの育成

59

○市民に対して人権尊重の大切さ等、人権意識
の高揚を図るための啓発活動を推進する。
○地区別懇談会や講演会等を行い、男女共同参
画や人権等について学ぶ機会を設け、意識の高
揚を図る。

女性 2-(2)-1 新規
男女共同参画の視点に
立った生涯学習と啓発
の推進

15 



栗東市人権擁護計画実施計画 女性
■自治振興課、人権教育課、人権政策課、危機管理課、健康増進課、子育て支援課、社会福祉課、商工観光労政課、障がい福祉課、生涯学習課、人事課、長寿福祉課、広報課

評価

（１～５点）

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

内容
2022(令和4年)度実績

（取組状況・成果)
関連事業取組課題 担当課 関連計画No.

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

分野 施策番号 継続/新規 施策(事業）

の網掛については重点項目になります。

男女共同参画が男性の自己実現にもつながるも
のであるとの理解が深まるよう、啓発や学習の
機会を提供する。

〇男女共同参画啓発チラシ「だれもが自分らし
く生きることができる社会へ」を市内事業所へ
配布（７月）
〇「仕事と生活の調和推進月間(11月)」啓発
(HP、FB、電光掲示板)
〇情報誌・リーフレット等を設置
〇「男性が家庭でも輝ける社会に！」を市内事
業所へ配布（２月）

意識の醸成に向け、市内事業所やさまざまな学
習機会を通じて周知啓発を継続します。 4 自治振興課

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・男性にとっての男女共同参画の
意義の啓発

ホール会場での講演会開催にあたっては、誰も
が参加しやすいように、託児サービスを設ける
工夫を行う。

じんけんセミナー栗東（7/26開催）、人権文
化事業（12/1開催）については、託児サービ
スを設けて実施。開催チラシ等へ掲載して誰も
が参加しやすいように事業の広報を行った。

これまで講演会に参加されたことのない方な
ど、より多くの方にご参加いただけるよう事業
の周知に努めていく必要がある。託児サービス
については、これからも継続していく必要があ
る。

3 人権政策課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・男性にとっての男女共同参画の
意義の啓発

男女共同参画がすべての人にとって価値のある
ものであることを実感する。地区別懇談会、講
演会等、学ぶ機会について誰もが参加しやすい
開催とする。
◎目標値
・地区別懇談会参加者数および主催3講演会参
加者：合計2,500人

・人権啓発リーダー講座において性の多様性を
テーマとした講座については、48名の参加が
あった。【人権啓発リーダー講座…全12回開
催、参加者540名 ※特別コース[じんけんセミ
ナー栗東]を含む】
地区別懇談会参加者数及び主催3講演会参加者
合計2,201名

次年度も、性の多様性をテーマとした講座を企
画し、部落差別問題をはじめとするあらゆる人
権問題について学習する中で、多様な生き方に
ついての学習機会の提供を行っていく。

3 人権教育課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・男性にとっての男女共同参画の
意義の啓発

男女が共に地域活動に参加できるようコミュニ
ティセンターにおいて、社会教育事業を実施す
る（はつらつ教養大学、子育ち講座、まちづく
り講座、平和学習、環境講座、知って得する講
座等）。事業の実施については誰もが参加しや
すい日時等の工夫を行う。

・はつらつ教養大学：44回（５月.７月.９月.11
月.2月）
・子育ち講座：15回（６月.８月.10月.12月）
・まちづくり講座：5回（５月.６月.10月）
・平和学習：5回（８月.９月.10月）
・環境講座：5回（４月.５月.６月.７月.10月）
・知って得する講座：2回（６月.10月）

参加者の固定化がみられ、新たな参加者の発掘
が必要です。 4 生涯学習課

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・男性にとっての男女共同参画の
意義の啓発

窓口や圏域包括支援センターにおいて的確に相
談に応じ、必要な支援につなげられるよう情報
共有を図る。

随時相談を受け、支援を図っている。
引き続き、相談窓口の周知を図り、必要な支援
につなげられるように努めます。 4 長寿福祉課

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・家族の在宅介護の負担の軽減

福祉サービスの利用については、広報等の情報
媒体への掲載のほか出前講座や相談支援機関を
通じた情報発信に努める。また、相談内容に応
じて専門機関につなぐ等、他機関とも連携しな
がら支援にあたり介護者の負担軽減を図る。

・相談支援件数：8,162件

福祉サービスの利用について、障がい者等から
の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その
他の障がい福祉サービスの利用支援等、必要な
支援を計画相談支援事業所や委託相談支援事業
所と連携を常にしていくことが必要。

4 障がい福祉課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・家族の在宅介護の負担の軽減

部担当者と連携し、広報紙やホームページ、そ
の他啓発資料において、随時、介護に関する
様々な制度や情報をわかりやすく提供する。

担当部署から依頼があった記事を掲載する際に
は、わかりやすい表現となるよう、記載方法等
について協議・検討を行い、情報提供した。
R4年度まちづくり出前トークでは、介護保
険、在宅療養、障がい福祉サービスに関するメ
ニューを合計５つ設定し、広報紙やホームペー
ジで周知した。関係する講座は合計4回実施。

必要な人に必要な情報が届くよう、様々な媒体
を活用しながら、わかりやすい情報発信を行う
必要がある。

4 広報課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・家族の在宅介護の負担の軽減

60

61

女性 2-(2)-2

家族の在宅介護の負担
の軽減

○「栗東市高齢者福祉計画・介護保険事業計
画」及び「栗東市障がい者基本計画・障がい福
祉計画」に基づき、家族介護者の負担軽減を図
るため、相談内容に応じて医療や介護などの専
門職につなぎ、本人や家族の支援を行います。
また、介護保険サービスや障がい福祉サービス
の周知・啓発を実施する。
○周知・啓発にあたっては身近な地域での出前
講座の実施等、参加しやすい工夫を行う。
○ワーク・ライフ・バランスの推進を図る上で
必要な、介護に関する様々な制度や情報をわか
りやすく提供することで、介護の負担軽減を図
る。

女性 2-(2)-3 新規

新規
男性にとっての男女共
同参画の意義の啓発

○男女共同参画が、男性の多様な生き方や豊か
な人生につながるものであるという意識の醸成
に向け、様々な教育や学習事業を通じて啓発を
行う。
〇事業の実施にあたっては、誰もが参加しやす
いよう日時等の工夫を行う。

16 



栗東市人権擁護計画実施計画 女性
■自治振興課、人権教育課、人権政策課、危機管理課、健康増進課、子育て支援課、社会福祉課、商工観光労政課、障がい福祉課、生涯学習課、人事課、長寿福祉課、広報課

評価

（１～５点）

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

内容
2022(令和4年)度実績

（取組状況・成果)
関連事業取組課題 担当課 関連計画No.

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

分野 施策番号 継続/新規 施策(事業）

の網掛については重点項目になります。

母子健康手帳交付時や、乳幼児健康診査時に、
保健師、助産師による面談を実施し、切れ目の
ない相談支援を実施する。
・母子健康手帳交付者数：約900人
・乳幼児健康診査受診者数：約4000人（4か
月、10か月、1歳6か月児2歳6か月児、3歳6か
月児健康診査）

母子健康手帳交付時や乳幼児健康診査時に、保
健師、助産師による全数面談を行い、切れ目の
ない相談支援を実施し、必要に応じ関係機関と
連携を図った。
・母子健康手帳交付者数 ：851人
・乳幼児健康診査受診者数：3,589人

従来の切れ目のない支援を拡充し、伴走型相談
支援と経済的支援を一体的に実施していくとと
もに、必要に応じて引き続き医療機関や、児童
福祉関係部署、母子父子自立支援、生活支援相
談室担当等と連携を図っていく必要がある。

4 こども家庭センター
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・困難を抱える人々に対する相談の充実

女性相談員により、相談者に寄り添った対応を
行う。（相談全件への対応）

相談者の状況を丁寧に聞き取り、寄り添った支
援を行った。

困難な状況に置かれた女性の困りごとに関する
相談に丁寧に対応する必要がある。 3 子育て支援課

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・困難を抱える人々に対する相談の充実

窓口や圏域包括支援センターにおいて的確に相
談に応じていく支援につなげられるよう努めて
いく。

関係機関と随時情報共有を図っている。
引き続き、相談窓口の周知を図り、必要な支援
につなげられるように努めます。 4 長寿福祉課

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・困難を抱える人々に対する相談の充実

家族介護や生活に困難を抱える方からの相談を
受け、必要な情報の提供に努める。

・相談支援件数：8,162件

福祉サービスの利用について、障がい者等から
の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その
他の障がい福祉サービスの利用支援等、必要な
支援を計画相談支援事業所や委託相談支援事業
所と連携を常にしていくことが必要。

4 障がい福祉課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・困難を抱える人々に対する相談の充実

相談内容に応じた各種福祉制度等の情報を提供
しつつ、必要に応じて関係各課と情報共有や連
携を図りながら、課題解決に向け丁寧な相談支
援を行う。

相談者に寄り添いながら相談に応じ、課題解決
に向けた支援を行った。
・生活困窮者自立支援相談件数：女性の割合
40％（27人）

引き続き事業目標に沿って、必要に応じて関係
各課と情報共有や連携を図りながら、課題解決
に向けて丁寧な相談支援を行う。

4 社会福祉課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・困難を抱える人々に対する相談の充実

64 女性 2-(3)-1 継続
仕事と生活の調和の推
進

○ワークライフバランスを題材とした研修会の
開催や企業訪問時にリーフレットを配布するな
ど、働き方改革につながる啓発を行う。

◎目標値
・企業訪問時にリーフレット等を配布：年２回

・情報提供企業数：415社（7月）
・情報提供企業数：416社（2月）

事業所に対して、継続した情報提供と啓発が必
要です。 4 商工観光労政課

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・多様な就業環境の整備に向けた
事業者への働きかけ

多様な性のあり方に配慮した防災・避難対策を
講じ、災害対策本部等現場への女性等参画の拡
大を図り多様な視点を取り入れる。
避難所の設備・備品・運営方針等に関し、様々
な状況に応じられるよう整備する。
自主防災組織等各種団体への女性の参画を促進
するよう施策を講じる。
◎目標値
・災害対策本部・各支部の男女比率の均等化
・避難所について、福祉避難所の確保
・女性分団、地域の多様な自主防災組織の結成
の啓発促進
・防災行政無線、メール・FAX配信、個別受信
機の対応

女性 2-(2)-4

女性
男女共同参画の視点に
よる防災体制の整備

新規

（固定的な性別役割分
担意識から生じる）困
難を抱える人々に対す
る相談の充実

○固定的な性別役割分担意識から生じる負担等
の困難な状況を抱える人に対して、解決に向け
た相談体制の充実を図り、細やかな配慮による
相談に応じるとともに、必要な支援へとつな
ぐ。

・防災対策における男女共同参画
の推進
・多様な性のあり方等に配慮した
避難所の整備
・多様性に応じた防災体制の推進

・災害対策本部・各支部：91人（男性45人、
女性46人（割合49対51））
・福祉避難所：3か所
・警報時や台風情報等、防災行政無線での音声
配信、防災メール・FAXによる配信配信

多様な性のあり方に配慮し、防災・減災対策に
おいて社会のニーズに対応できるよう、関係機
関と連携し、また、社会情勢の変化に機敏に反
応できるよう、情報収集の徹底し、情報発信方
法の適時見直し、設備・施設等の整備を行う必
要がある。

3 危機管理課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

〇「栗東市地域防災計画」等の推進にあたり、
多様な性のあり方に配慮した防災・避難対策を
推進する。
○防災に関する政策・方針決定過程及び防災の
現場における女性等の参画の拡大を図り、男女
共同参画をはじめとする多様な視点を取り入れ
た防災体制を推進する。
○避難所の設備・備品・運営方針等に関し、多
様な性のあり方や障がい者・高齢者に配慮した
整備を推進する。
○自主防災組織等における女性の参画促進等、
地域の防災対策に多様な意見が反映される環境
づくりを進める。
○多様なニーズの違いに配慮した防災対策・災
害復旧に関する広報啓発を行う。

63 2-(2)-5 新規

62

17 



栗東市人権擁護計画実施計画 女性
■自治振興課、人権教育課、人権政策課、危機管理課、健康増進課、子育て支援課、社会福祉課、商工観光労政課、障がい福祉課、生涯学習課、人事課、長寿福祉課、広報課

評価

（１～５点）

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

内容
2022(令和4年)度実績

（取組状況・成果)
関連事業取組課題 担当課 関連計画No.

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

分野 施策番号 継続/新規 施策(事業）

の網掛については重点項目になります。

事業者に対し、啓発や学習機会の提供等の働き
かけを行い、男女共同参画の気運の醸成を図
る。
◎目標値
企業訪問時のリーフレット等の配布：年２回

男女共同参画の取り組みに関する資料を送付
・情報提供企業数：415社（7月）
・情報提供企業数：416社（2月）

事業所に対して、継続した啓発が必要です。 4 商工観光労政課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・あらゆる職域における男女共同
参画の推進
・事業者等における男女共同参画
の気運の醸成

企業訪問時等に情報提供や啓発を行う。

〇男女共同参画啓発チラシ「だれもが自分らし
く生きることができる社会へ」を市内事業所へ
配布（７月）
〇「仕事と生活の調和推進月間(11月)」啓発
(HP、FB、電光掲示板)
〇情報誌・リーフレット等を設置
〇「男性が家庭でも輝ける社会に！」を市内事
業所へ配布（２月）

意識の醸成に向け、市内事業所やさまざまな学
習機会を通じて周知啓発を継続します。 3 自治振興課

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・あらゆる職域における男女共同
参画の推進

66 女性 2-(3)-3 新規
職場における妊娠・出
産・子育てへの理解の
促進

○妊娠・出産、育児休業等の取得を理由とする
不利益な扱いをなくすため、事業者に対しパン
フレットの配布等による啓発を行い、職場にお
ける理解促進を図る。

事業所に対し啓発パンフレットの配布などを行
い、職場における妊娠・出産・子育てへの理解
促進を図る。
◎目標値
企業訪問時のリーフレット等の配布：年２回

改正育児・介護休業法や子育て支援に関する資
料を送付
・情報提供企業数：415社（7月）

事業所に対して、継続した啓発が必要です。 3 商工観光労政課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・職場における妊娠・出産・子育
てへの理解の促進

◎目標値
・市民アンケート（令和6年）「DVを経験した
ことがある人の割合」：5.2％より減少

「DV相談+（プラス）」をホームページによ
り、相談窓口の案内を啓発（通年）
「女性に対する暴力をなくす運動（11/12～
11/25）」啓発（ホームページ・フェイスブッ
ク・電光掲示板・街頭啓発11/11）

DV防止や性犯罪・性暴力をなくす運動につい
て周知徹底を行い、継続して取り組みます。 4 自治振興課

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・ＤＶ防止策の推進

窓口やホームページ等による、DV防止対策の
啓発を通年行う。

窓口カウンターにチラシやパンフレットを置
き、DV防止の啓発を行った。

相談内容以外にも相談者の言動にも注意を払
い、相談業務を行う必要がある。 4 子育て支援課

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・ＤＶ防止策の推進

68 女性 2-(4)-2 継続
母子生活支援施設入所
措置事業

○窓口カウンターに、ＤＶ相談機関の案内カー
ド等を配置し相談機関の周知を図る。
○ＤＶ相談により、相談者の安全確保や避難等
の助言・支援を行う。保護が必要になった母子
家庭等の母と子を施設入所措置し心身及び生活
基盤を安定させるための相談・助言を進めなが
ら、自立に向けた支援を行う。

女性相談員を配置し、ＤＶ被害者に対してＤＶ
相談を行う。ＤＶなどにより、施設入所措置が
必要になった母子に対して、保護と自立に向け
た支援を実施する。
◎目標値
・施設入所措置を要する全ての母子に対応

施設措置件数 2件（内1件は継続）

施設保護を必要と認めた件数 1件

ＤＶ相談支援件数 220件（延べ）

寄せられる相談の中には危険度・緊急性の高い
ものも含まれるため、一時保護や母子生活支援
施設への入所を必要とする相談者に対応できる
よう、日々情報収集や自己研鑽に努める必要が
ある。

4 子育て支援課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・DV被害者への支援

◎目標値
・市民アンケート（令和6年）「セクハラを経
験したことのある人の割合」：5.7％より減少

「セクハラを予防して働きやすい職場に」を
ホームページにより啓発（通年）
「若年層の性暴力予防月間（4月）」ホーム
ページ、フェイスブックにより啓発

職場内でのセクハラ防止の周知徹底を行い、継
続して実施することが必要である。 3 自治振興課

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・セクハラ（セクシュアル・ハラ
スメント）やパワハラ（パワー・
ハラスメント）防止対策の推進

関係機関等のハラスメント防止啓発チラシの提
供により、啓発を行う。

社内における人権啓発に関する資料を配布
・情報提供企業数：416社（2月）

事業所に対して、継続した啓発が必要です。 3 商工観光労政課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・セクハラ（セクシュアル・ハラ
スメント）やパワハラ（パワー・
ハラスメント）防止対策の推進

70 女性 2-(4)-4 継続
ＤＶやセクハラ防止対
策の推進

○庁舎内で関係機関等のセクハラ防止啓発チラ
シの設置やポスターの掲示により啓発を行うと
ともに、就労相談において、ＤＶやセクハラ等
に関する情報があった際には、関係機関と連携
し、適切な支援を行う。

DV等に関する情報があった際には、関係各課
や関係機関に速やかに連絡し、専門機関へつな
げる。

実績なし。
必要に応じて、関係機関と連携し、適切な支援
を行えるよう連携を行います。 3 商工観光労政課

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・セクハラ（セクシュアル・ハラ
スメント）やパワハラ（パワー・
ハラスメント）防止対策の推進

71 女性 2-(4)-5 新規
暴力防止による人権擁
護の推進

〇人権擁護委員による「人権いろいろ相談」を
開設し、広報や掲示板を通じて広く周知するこ
とで、重大な人権侵害であるジェンダーに基づ
く暴力の相談機会を充実します。

DV相談に限らず、人権いろいろ相談の相談者
には、問題解消に向けて、適切な関係機関や専
門機関につなげる。また、国や県の人権相談窓
口の周知を図る。
人権いろいろ相談の実施：年10回開催

・人権いろいろ相談（4月と1月を除く5月～3
月）の10回実施：8件（2名）
・人権いろいろ相談の自治会ポスター掲示依頼
（4月・8月）
・市広報・ホームページへの掲載（法務省等の
相談窓口リンク）

ＤＶなどに関する相談は寄せられなかったが、
寄せられた際には適切に関係機関、専門機関に
つなげていく必要がある。周知・広報活動は継
続して行っていく。

3 人権政策課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・暴力防止による人権擁護の推進

女性 2-(4)-3 継続
セクハラ防止対策の推
進

○ホームページやチラシ等、様々な媒体を通じ
た周知・啓発に取り組む

女性 2-(4)-1

女性 2-(3)-2

継続 ＤＶ防止対策の推進
○ホームページなど様々な媒体を通じた周知・
啓発に取り組む

継続

69

67

事業者等における男女
共同参画の気運の醸成

○職場においての男女格差の解消を目指し、企
業の人権啓発担当者等に対して、企業訪問や研
修会などを通じて、情報提供や学習機会の場の
提供を行う。

65
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栗東市人権擁護計画実施計画 子ども
■学校教育課、生涯学習課、少年センター、幼児課、子育て支援課、発達支援課、子ども家庭センター、広報課、人権政策課

評価
（１～５点）

72 子ども 3-(1)-1 継続 要保護児童支援事業

○各関係機関が連携し、情報の共有化を図るこ
とで、それぞれの機関が同一の認識のもとで責
任を持って支援を行う。子育ての不安やストレ
ス、親子関係などの諸問題に対し、保護者が安
心感をもてる環境を提供しながら、専門職によ
る対応・支援などの児童家庭相談を行う。

○子ども虐待の予防および早期発見
○県と連携し虐待を受けた子どもの保護および
自立支援を行う。
○子育て家庭の相談に応じたり、虐待を受けた
子どもが家庭で生活できるよう、必要かつ適切
な指導、支援を行うために、関係機関との連携
につとめる。

○通告があった際、速やかに児童の安全確認を行
い、状況に応じて、県の子ども家庭相談センターや
警察と連携し、児童の保護に努めた。
○月一回の実務者会議を行い、要保護児童等に対す
る情報共有や連携体制の強化を図った。また、必要
に応じケース会議を行い、関係機関が連携、役割分
担しながら要保護児童等の支援を行った。
○児童虐待の早期発見・早期対応のため、転入家庭
を中心に未就園や福祉サービスを利用していない在
宅児がいる家庭への訪問を実施した。
実務者会議の開催回数 12回
相談件数（実数） 983件（内、虐待相談件数 403
件）

児童虐待への対応については、関係機関が連携
を強化する中で、適切に対応してきた。しか
し、虐待は家庭内で発生することから、早期の
発見が難しく、特に心理的虐待や育児放棄につ
いては、保護者にとってそれが「虐待」にあた
るとの認識が不足している場合があり、啓発や
二度と虐待を起こさないよう対応後の指導が必
要である。また、子育てや就労、地域社会との
つながりなど、切れ目なく継続した支援をどの
ように行っていくかなども課題となっている。

4 こども家庭センター
第２期栗東市子ども・子育て支援
事業計画

・要保護児童対策地域協議会
・家庭児童相談室事業
・児童虐待ケース会議
・未就園児等全戸訪問事業
・養育支援訪問事業

73 子ども 3-(1)-2 新規 子どもの性被害の防止

○ＳＮＳ等の利用による性被害から子どもを守
るため、メディアリテラシーに関する教育を推
進する。
○性被害に遭わないための注意事項や、性被害
を受けそうになった時、被害に遭った場合の対
処法について、授業等を通じて啓発を行う。

各校の学習計画等に則って、メディアリテラ
シーや性被害に遭った場合の対処法に関する指
導を行う。

各校の学習計画等に則って、児童生徒へメディ
アリテラシーや性被害に遭った場合の対処法に
関する指導を行っている。

性被害から子どもを守るため、情報モラル、情
報リテラシーにかかわる校内研修を呼びかける
とともに、オンライン研修の周知などを行って
いく。

4 学校教育課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・子どもの性被害の防止

74 子ども 3-(2)-1 継続
子どもの人権に配慮し
た教育の推進

○幼少期から青年期までのあらゆる機会を通じ
て、子どもが互いに人権を尊重し、高め合える
保育や教育をめざし、保幼小中高の保育士・教
職員が共に研修・検証する。

年３回の各校種別研修会と部会を実施
市内全校園の担当者が参加

就学前：研修会(7/5)・第１回部会ともに実施
小学校：研修会は中止（コロナの為）・第１回
部会は実施
中学・県立学校：研修会は中止（コロナの
為）・第１回部会は実施

校種を超えた参観は保幼小中の連携接続におい
て極めて有効であることから、各校種の研修会
について、できるだけ異校種の教職員の参加者
が増えるような意識の向上を図る。

2 学校教育課(幼児課) 第３期栗東市教育振興基本計画
人権・同和教育、平和教育の啓発
と推進

75 子ども 3-(2)-2 新規
多様な選択が可能な
キャリア教育の推進

〇性別にとらわれず、本人の選択を尊重した進
路指導を実施するとともに、理工系等の多様な
進路選択の理解を深めるため、年間計画に基づ
き各教科の学習や特別活動においてキャリア教
育を進める。

小学校９校、中学校３校で、年間計画に基づき
キャリア教育を行う。

各校の年間計画に基づいて、キャリア教育を実
施している。

キャリアパスポートの活用を推進して、継続的
なキャリア教育が進められるよう取組を継続し
ていく。

4 学校教育課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・多様な選択が可能なキャリア教
育の推進

76 子ども 3-(3)-1 継続 いじめ防止対策事業

・栗東市いじめ防止基本方針を策定し、各校で
のいじめ防止等への取組や保護者、地域への啓
発を進める。
・いじめ等対策参事員による学校訪問で、各校
のいじめ防止等への取組の進捗を確認する。

・学校が定めるいじめ防止基本法の見直しと助
言を行うために市内各小中学校に年間2回いじ
め等対策のため、学校訪問を実施する。そのこ
とによって教員のいじめに対する認識の共通理
解を図る。
目標値：年間２回の実施。各校のいじめ認知の
取組が明らかになる。

5月から6月にかけて1回目を実施した。2回目
については10月下旬から11月にかけて実施し
た。

いじめの問題については、子どもの変容に気づ
けるか、子どもたちが相談しやすい関係性が築
けているかが大切であり、また、組織的な対応
ができる体制であるかを再度各校への意識付け
をしていかなければならない。
いじめ等対策参事員について適当な人材の確保
が必要である。

3 学校教育課
栗東市いじめ防止基本方針（改訂

版）

・市立学校におけるいじめの防止
・いじめの早期発見のための措置
・関係機関等との連携等
・いじめの防止等のための対策に従
事する人材の確保及び資質の向上
・インターネットを通じて行われる
いじめに対する対策の推進
・いじめの防止等のための対策の調
査研究の推進等
・啓発活動
・いじめで悩む子どもへの組織的支
援

77 子ども 3-(4)-1 継続
（発達支援）研修・啓
発活動の実施

○校園や各種市民団体などが主催する研修会
へ、講師を派遣する。
・期間：随時（要調整）
・対象：市内の校園・各種市民団体

発達障がい児及び家族への理解に向けて、研
修・啓発活動を展開する。
◎目標値
  ２０回
①研修派遣
②研修の開催

①講師派遣 1３回
・コーディネーター会 ４回
・民生児童委員研修会  2回
・主任児童委員研修会 １回
・校内研修会 2回
・教育研究所夏季研修講座 １回
・児童館職員研修会等 ３回

②研修の開催 19回
・ペアレントトレーニング 1４回
・スキルアップ研修 5回

発達障がいへの理解を深め、適した支援に繋が
るよう、啓発活動を継続して行う必要がありま
す。

4 発達支援課
第Ⅱ期栗東市特別支援教育推進計
画

・園・校内研修・個別支援への専
門職派遣

78 子ども 3-(4)-2 継続
市内園への巡回支援の
実施

○園の要請に応じて訪問し、支援力の向上に向
けた助言や相談（要請訪問）
○保護者の依頼に応じた個別の相談･検査（発
達相談／発達検査を含む）
○校園・児童館等から要請を受けて訪問、ケー
ス会議への派遣（要請派遣）

発達障がい及びその疑いのある子どもの発達保
障に向けて、巡回支援を行う。
目標値
・要請訪問：５０回／年
・発達相談：１３５０回／年
・要請派遣（小中学校）：３０回／年
・要請派遣（学童・児童館）：２０回/年

・要請訪問：６０回
・発達相談：１０５５回
・発達検査：４１４回
・要請派遣（小中学校）：１０５回
・要請派遣（学童・児童館）：３５回

発達障がいがある、または疑いがある子どもた
ちの自立に向け、家族が安心して子育てができ
るよう、関係機関と連携しながら、相談支援を
継続していく必要があります。

4 発達支援課
第Ⅱ期栗東市特別支援教育推進計
画

・発達支援室の巡回支援
・通級指導教室の学校訪問

分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容
2022(令和4年)度実績

（取組状況・成果)
取組課題 担当課 関連計画 関連事業

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

No.

の網掛については重点項目になります。
目標（事業実施目的・見込まれる効果等）

目標値
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栗東市人権擁護計画実施計画 子ども
■学校教育課、生涯学習課、少年センター、幼児課、子育て支援課、発達支援課、子ども家庭センター、広報課、人権政策課

評価
（１～５点）

分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容
2022(令和4年)度実績

（取組状況・成果)
取組課題 担当課 関連計画 関連事業

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

No.

の網掛については重点項目になります。
目標（事業実施目的・見込まれる効果等）

目標値

79 子ども 3-(4)-3 継続
特別支援教育の推進に
かかる市の訪問

○各園を巡回指導員が幼児保育課とともに訪問
し、園内委員会の充実をはじめとし、支援の必
要な子どもの把握と支援体制への指導助言を行
う。

各園の巡回訪問を行うことにより、園内委員会
の充実を図り、特別支援教育推進のための保
育・教育力向上につなげ、特別支援教育を充実
する。
◎目標値
・各園巡回訪問：対象園22園
・各園年間１～２回×22園（22回実施）

・対象園において年１回の訪問を実施した。
・関係機関（たんぽぽ教室の職員・発達支援課
の巡回支援委員）と共に訪問し、支援の必要な
子どもの把握、園内委員会や保護者との話し合
いの進捗状況の確認を行い、就学委員会等で
個々の状況の把握・支援に繋げることができ
た。

・年に１回の訪問だけでなく必要に応じて訪問
し、園児の様子や園の保育内容について把握す
る必要がある。

3 幼児課
第Ⅱ期栗東市特別支援教育推進計
画

・園・学校への特別支援教育の
バックアップ

81 子ども 3-(4)-5 継続
療育指導・保護者交流
の場の設定

○一人につき週１～２回の療育指導「たんぽぽ
教室」を実施
・対象者：障がい福祉サービス受給者証通所受
給者証を有する方、期間：療育支援計画に基づ
く日
○親子の活動の機会と相互交流の機会[ぽかぽ
か広場]を実施
・対象者：たんぽぽ教室利用予定者・子の発達
に不安がある方、期間：毎月２回 ※教室実施
日数により変動有

心身に障がいなどがある子どもの発達保障と保
護者の支援を行う。
◎目標値
・たんぽぽ教室支援対象者数（年間受入総
数）：年７０組
発達に不安のある子どもの発達保障と家族の支
援を行う。
◎目標値
・ぽかぽか広場支援対象者数（年間受入総
数）：年１００人／年

・たんぽぽ教室
 受入人数：７８人
 延利用児童数：２０２2人
 延開催回数：２０４回
・ぽかぽか広場
 受入人数：２１人
 延利用児童数：1６9人
 延開催回数：２1回

個々の発達課題に応じた支援を保護者とともに
取り組む中で、在籍する園との連携は欠かせな
いことから、訪問により共通理解を図り、より
よい支援に繋げていく必要があります。

4 発達支援課 第３期栗東市障がい者基本計画 ・たんぽぽ教室の充実

82 子ども 3-(4)-6 継続
幼児ことばの教室通室
指導の実施

○通級教室を開催する。
・対象者：「聞こえ」や「ことば」、コミュニ
ケーションに課題を抱える子どもと保護者(要
申請)への支援、期日：個別支援計画に基づく
日

「聞こえ」や「ことば」、コミュニケーション
に課題を抱える子どもの発達保障と保護者支援
を行う。
◎目標値
・教室支援対象者数（年間受入総数）
     ：年８５人

教室支援対象者受入人数：７７人

指導において、コミュニケーションから人との
関わりを楽しめるよう、支援の充実が必要で
す。また、幼児ことばの教室と園がそれぞれの
役割を活かした支援となるよう園との連携を図
ります。

4 発達支援課 第３期栗東市障がい者基本計画 ・幼児ことばの教室の実施

83 子ども 3-(4)-7 継続 発達相談の実施

発達評価と支援に関わる相談を実施する。
（期間：月～金（開室時間随時）、対象：本
人・家族など ※電話・来室・学校での相談も
可）

発達障がい及びその疑いのある子どもの発達保
障に向けて、発達支援事業を推進する。
◎目標値
・新規支援対象者数:年２００事例

新規支援対象者：2６５件
（内訳）
 就学前：１２７件
 小・中学校：９８件
 中卒以上：４０件

発達相談件数の増加とともに、背景の要因が複
雑化しているため、多岐にわたる関係機関との
連携が必要です。

4 発達支援課 第３期栗東市障がい者基本計画 ・発達相談の充実

84 子ども 3-(5)-1 継続 母子福祉推進事業

○ひとり親家庭が抱える生活・子育て・就労等
の相談に応じ、各関係機関とも連携を図りなが
ら、諸問題の解決のための助言や自立に必要な
求職活動等に関する情報提供・支援を行う。

相談を受けた内容に対し、自立に向けた一定の
道筋がつくまで、粘り強く支援を行う。

相談後、アクションのない相談者に対しては、
相談員から架電するなどして、その後の状況聞
き取り等を行い、停滞している場合は他の方法
を提案するなど、その人に応じた支援を行っ
た。

単なる就労相談のみではなく、相談者ひとりひ
とりの困りごとに気づき、必要な支援を行う必
要がある。

4 子育て支援課
第２期栗東市子ども・子育て支援
事業計画

・ひとり親家庭への相談業務

学校教育課
第Ⅱ期栗東市特別支援教育推進計
画

・園・学校への特別支援教育の
バックアップ

・対象…市内小中学校１２校
・通常の学級の巡回相談：２回ずつ（年間24
回）
・特別支援学級の計画訪問：１回ずつ（年間
12回）
・各校を訪問し、子どもたちへの具体的な支援
の方法や授業の進め方などの指導助言を行っ
た。

年々、対象となる子どもが増加しており、個別
の相談について十分な時間が確保できない。ま
た、相談後、校内で相談内容を活かすことがで
きているのか、また子どもがどのように変容し
たのか等の経過を見とるまでにはいたっていな
い。継続的な視点での相談となるように検討す
る必要がある。

・通常の学級の巡回相談や、特別支援学級の計
画訪問を実施する。

・特別支援に関する専門性の高い相談員および
担当指導主事が訪問することを通して、各校の
相談内容に応じた具体的な指導助言をする。ま
た、子どもの姿や授業を参観し、特別支援の視
点から児童生徒理解や授業改善を図る。
・対象…市内小中学校１２校
・通常の学級の巡回相談：２回ずつ（年間24
回）
・特別支援学級の計画訪問：２回ずつ（年間
24回）
・昨年度は１回だった特別支援学級の計画訪問
について、今年度は２回実施とすることで、各
校の特別支援学級の現状把握に対する継続的な
支援を行う。

480 子ども 3-(4)-4 継続 特別支援教育（訪問）
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栗東市人権擁護計画実施計画 子ども
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評価
（１～５点）

分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容
2022(令和4年)度実績

（取組状況・成果)
取組課題 担当課 関連計画 関連事業

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

No.

の網掛については重点項目になります。
目標（事業実施目的・見込まれる効果等）

目標値

85 子ども 3-(5)-2 継続
愛のパトロール・声か
け運動

○リーダー講座を通して、「補導」以前に地域
の子どもたちを大人の目でやさしく見守り、地
域の子どもは地域で守り育てるという思いの中
でパトロールすることで地域全体が連携し子ど
もたちの安全と成長を見守る活動であることを
確認した上で、各団体が各地域で作成したコー
スに従って、非行防止パトロール（愛のひと声
かけ）を実施する。

栗東市青少年育成市民会議を構成する関係団体
が各地域で各団体の計画に基づき愛のパトロー
ルを実施する。また、運動について「愛のパト
ロール研修会」を開催し、取組への意識を高め
る。
◎目標値
・愛のパトロール研修会実施：年１回

・愛のパトロール研修会の実施（６月）
・愛のパトロールの実施：２７５回
        延べ人数９４８人

パトロールの実施回数が低調になっています
が、地域の子ども達を守り育てていくためにも
今後も継続的に市民会議を構成する団体の方の
協力が必要です。

3 生涯学習課 第３期栗東市地域福祉計画
・栗東市青少年育成市民会議構成
団体との連携による愛のパトロー
ル活動の支援

86 子ども 3-(5)-3 継続
非行防止・薬物乱用防
止教室

○非行防止啓発推進のため、市内保・幼・幼児
園や小学校、中学校において、少年補導委員会
と草津警察署、少年センターが連携して非行防
止・薬物乱用防止教室を開催する。

保幼小中学校において非行防止・薬物乱用防止
教室を開催する。
◎目標値
・保育園、幼稚園、幼児園で年１回以上開催す
る
・小学校で年１回以上開催する
・中学校で年１回以上開催する

・非行防止教室（６月.７月）
夏休み前に市内小学校において万引き等につい
て初発型非行防止の啓発を草津警察署員や少年
補導委員とともに行った。小学校９校、対象小
学生４年生、約760人

・非行防止教室（６月、７月）については、市
内全小学校４年生を対象に初発型非行防止を目
的として少年補導委員や草津警察署員とともに
対面式で実施したい。
・薬物乱用防止教室（11月）については、啓
発資料を作成し、小中学生に配付するなど啓発
に努めたい。

3 少年センター（生涯
学習課）

第３期栗東市教育振興基本計画
・青少年の健全育成・若者の社会
参加の促進

87 子ども 3-(5)-4 継続 無職少年対策事業

○無職少年（中学卒業後に進学や就職をしな
かった少年）や、高校・専門学校などへ進学後
に中退するか、就職後に離職して再就職しよう
としない少年などを対象に、非行に走らぬよう
健全な生活を行い、次のステップに向けて自分
自身の進路を確立できるように就労・就学の支
援活動を行う。
○また、就労や進学後も本人の状況にあわせた
アフター支援を行う。

無職少年を一人でも多く、進学や就労に導く。
◎目標値
・相談があった際、制度に基づき支援活動する
率：100％

未実施

少年センター所属の無職少年対策指導員が担当
者となり、近隣（市内）高等学校と連携を図り
退学者等の情報を得て、対象者の相談から就
労・就学への支援を行う。

2 少年センター（生涯
学習課）

第３期栗東市教育振興基本計画
・青少年の健全育成・若者の社会
参加の促進

総合福祉保健センター、子育て支援センター等
関係機関、保育園、幼稚園、幼児園等において
子育てについての相談を受け付ける。
◎目標値
・子育て相談内容を毎月各園記入報告
（子育て応援課へ）

・各関係機関が保護者との信頼関係を築きなが
ら、子育ての困り感を出してもらえる関係づく
りを大事にしている。相談内容によっては、関
係機関が連携をもち重層型支援が行えるように
している。

・各関係機関が連携を取り、それぞれの機関が
できる子育て支援を強化していくと中で安心し
て子育ての悩みを言える関係性を築いていく。

4 幼児課
第２期栗東市子ども・子育て支援
事業計画

・子育て相談

・子育て家庭の相談に応じるとともに、広報や
ポスター、ホームページなどで、相談窓口の情
報提供を行う。
・子育て相談員による電話や来館時の相談、定
期的な巡回相談だけに限らず、日々の子育てに
おける不安や悩みなどの相談に随時対応する。
また必要に応じて他機関との連携を図り、支援
を行う。

・子育て相談員や児童館職員が子育てに関する
相談に随時対応し、内容によっては、家庭児童
相談室等と連携しながら、相談者への支援を
行った。
・日々の子育てに対する不安や悩みの相談のほ
か、家庭における相談内容なども多く、子育て
の悩みの背景に寄り添う支援を行った。また、
必要に応じて他機関と連携を図り支援を行っ
た。
子育て相談件数 615件

・子育て家庭の相談に応じながら、子育てにつ
いて何に関心を持っているのか、知りたい情報
は何かなどの分析を行い、センターだよりや広
報、ホームページなどで情報を提供していく必
要がある。
・子育てに関する様々な悩みや不安、負担を感
じている保護者に対し、早期の対応が必要な場
合も増えてきており、個々に合わせた対応や支
援が必要である。また、必要に応じて関係機関
との連携を図るとともに、相談窓口の体制や巡
回相談の充実に努める必要がある。

4 子育て支援課
第２期栗東市子ども・子育て支援
事業計画

・家庭児童相談
・子育て相談
・子育て情報の収集・提供
・男性対象の子育て講座の開催

児童生徒支援室において市内に在住する小中学
生およびその保護者を対象に、不登校・不適
応、子育てに係る相談を行う。また、市内小学
校に対し、巡回スクールカウンセラーを派遣し
児童、保護者への面談を行う。

児童生徒支援室において、3名の相談員による
相談を適宜実施している。巡回ＳＣについては
12月末で172回派遣している。

市内小中学校の不登校が増加しており、それに
ともなって、児童生徒支援室の利用が増加して
いる。雇用条件の面で、相談員が毎年入れ替わ
り、年度を超えた継続した支援ができない現状
にあることから、心理士の確保が課題である。

4 学校教育課
第２期栗東市子ども・子育て支援
事業計画

・教育相談

子ども 3-(5)-5 新規
子育ての相談・支援体
制の充実

○子育ての悩みに対し、多様な窓口で多様な方
法による相談が受けられるよう体制整備を図る
とともに、相談窓口の情報提供を充実する。

88
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栗東市人権擁護計画実施計画 子ども
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評価
（１～５点）

分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容
2022(令和4年)度実績

（取組状況・成果)
取組課題 担当課 関連計画 関連事業

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

No.

の網掛については重点項目になります。
目標（事業実施目的・見込まれる効果等）

目標値

・保護者の多様な状況に対応する保育サービス
を提供する。
・子育てに関する制度や情報を、市広報、ホー
ムページ等を通じて提供する。
◎目標値
・広報・地域子育てセンターだより：毎月1回

・保護者の多様化する子育てニーズに合わせて
保育サービスを受けてもらえるよう情報を発
信、相談に乗り保育の提供を行っている。
・子育て講座においては様々な交流の場を企画
し、コロナ禍で子育て世代が家庭の中で孤独に
ならないよう参加しやすい内容や場所等に配慮
する。

・職員の子育ての相談業務のスキルアップの向
上を目指す。
・保護者に情報提供を継続すると共に、保護者
が必要とする子育て支援について把握をし関係
機関と連携をとりながら交流の場の提供等を考
えていく。

3 幼児課
第２期栗東市子ども・子育て支援
事業計画

・子育ての相談・支援体制の充実
（家庭児童相談、子育て相談、子
育て情報の収集・提供、教育相
談）
・男女共同参画による子育ての推
進

・講座や交流の場を提供することで、親同士や
親子のつながりをつくり、互いに支えあい、子
育ての楽しさを感じられるきっかけとする。
・広報やフェイスブック、ホームページで子育
て情報を配信することで、子育てに関する制度
や身近な地域の育児状況の情報を提供する。併
せてネット社会に対応した情報提供の仕方を工
夫する。

・児童館や子育て支援センターにおいて、親同
士のつながりや親子のつながりを支える活動
「親子のふれあい活動」や、保護者のニーズに
合わせた内容で「子育て講座」を開催した。令
和４年度は、父親を対象に「お父さん講座」を
２回開催し、男性が子育てに関心を高められる
ような取り組みを行った。

・子育て講座のアンケートから、内容や参加人
数、対象、年齢など、講座の内容や方法につい
て見直しを行い、創意工夫した取り組みが必要
である。

3 子育て支援課
第２期栗東市子ども・子育て支援
事業計画

・子育ての相談・支援体制の充実
（家庭児童相談、子育て相談、子
育て情報の収集・提供、教育相
談）
・男女共同参画による子育ての推
進

部担当者と連携し、広報紙やホームページ、そ
の他啓発資料において、随時、子育てに関する
様々な制度や情報をわかりやすく提供する。

担当部署から依頼があった記事等の掲載の際に
は、わかりやすい表現となるよう、記載方法等
について協議・検討を行い、情報提供を行っ
た。

必要な人に必要な情報が届くよう、様々な媒体
を活用しながら、わかりやすい情報発信を行う
必要がある。

4 広報課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・安心して子育てできる環境づく
り

90 子ども 3-(5)-7 新規
子どもの人権110番・
子どもの人権SOSﾐﾆﾚ
ﾀｰの推進

〇学校以外に子ども自身が安心して相談できる
場を周知し、子どもをめぐる相談に応じる。

・学校におけるいじめをはじめ、家庭での虐待
等、子どもをめぐる人権問題について、子ども
が発する信号をキャッチして、問題解決に導く
ための相談に応じる。
ＳＯＳミニレターの設置：市内全校

・人権擁護委員の年度当初の学校訪問の際に各
校へ設置を依頼。人権教室実施の際に、子ども
たちに直接、相談について呼びかけた。
・人権110番強化週間（8/26～9/1）につい
て、市広報・ホームページへの掲載。

今後も継続して、子どもたちが学校以外にも
様々な方法で相談できる場所があることの周知
に努めるとともに、市広報・ホームページなど
への掲載も継続して行う必要がある。

3 人権政策課

91 子ども 3-(5)-8 新規
母子・父子家庭の実情
に応じた自立支援の推
進

○母子・父子自立支援員を配置して、母子・父
子家庭の実情に応じた支援を行う。

母子・父子自立支援員により、母子・父子の
様々な困りごとを聞き取り、就労・就学等の支
援制度等の照会を行い、見通しをもって自立に
向かえるよう支援する。

支援を求めるひとり親に対し、のぞみ会やひと
り親家庭福祉推進員と連携し、制度の利用に繋
げた。
相談人数 125人

ひとり親家庭の各種支援制度等の情報を、必要
とする対象者に確実に伝えられるよう、取り組
む必要がある。

3 子育て支援課
第２期栗東市子ども・子育て支援
事業計画

・ひとり親家庭への相談業務

89 子ども 3-(5)-6 新規
安心して子育てできる
環境づくり

〇「栗東市子ども・子育て支援事業計画」に基
づき、保護者の多様化する勤務形態や勤務時
間、地域の子育てニーズに対応できるよう、長
時間保育や預かり保育、一時預かり保育等の
様々な保育サービスの充実を図ります。
○講座、交流の場の提供等の様々な子育て支援
サービスにおいて、時間帯や託児等、誰もが参
加しやすいよう配慮します。
○ワーク・ライフ・バランスの推進を図る上で
必要な、子育てに関する様々な制度や情報をわ
かりやすく提供することで、誰もが安心して子
育てできる環境づくりを進めます。
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栗東市人権擁護計画実施計画 高齢者
■危機管理課、自治振興課、住宅課、生涯学習課、商工観光労政課、長寿福祉課、図書館、土木交通課

評価
（１～５点）

92 高齢者 4-(1)-1 継続
「栗東市高齢者保健福
祉計画・介護保険事業
計画」の推進

○栗東市高齢者保健福祉推進協議会を開催し、
「栗東市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計
画」の進捗状況の点検・評価を行う。

第9期栗東市高齢者保健福祉計画・介護保険事
業計画の策定に向けた高齢者保健福祉推進協議
会を年2回開催し、取組状況の報告と9期計画
策定に向けた意見確認を行う

高齢者保健福祉推進協議会を10月27日に実施
し、第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画
の進捗状況の報告と意見確認を行った。また、
３月３０日に第２回目を開催し、第９期高齢者
福祉計画・介護保険事業計画の策定に向けた
ニーズ調査等の結果について報告を行った。

第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定
に向けて、ニーズ調査のアンケート結果や、各
課取組の進捗状況を取りまとめ、計画策定員会
で意見等を確認し、高齢者が安心して暮らせる
まちづくりを目指して、計画策定を行ってい
く。

3 長寿福祉課

93 高齢者 4-(1)-2 継続
認知症施策の充実と高
齢者虐待防止の取り組
み

○認知症に対する理解の促進
○認知症に関する医療機関との連携
○認知症、高齢者虐待に関する相談支援
○高齢者虐待に関する意識づくり

・認知症に対する地域の理解を深め、認知症に
なっても安心して穏やかに暮らせるまちづくり
を目指す。
・高齢者の人権や個性が尊重され、尊厳を保持
した生活を送ることができるまちづくりを目指
す。

・認知症サポーター養成講座：9回380人。
・認知症に関する医療機関との連携について
は、医療機関受診連絡票を用いて随時連携。
・高齢者虐待に関する啓発・研修の実施：15
回（174人参加）

認知症サポーター養成講座についてすべての小
学校での開催には至っておらず、開催方法等の
工夫が必要。医療機関受診連絡票については、
市内ケアマネジャーへ利用の促進を図る。

4 長寿福祉課
第８期栗東市高齢者福祉計画・介
護保険事業計画

・認知症に対する理解の促進
・認知症に関する身近な相談窓口
づくりと情報提供の充実
・認知症にかかる医療と介護の連
携
・高齢者虐待防止に関する意識づ
くり
・高齢者虐待に関する相談支援や

94 高齢者 4-(1)-3 継続
地域ふれあい敬老事業
補助事業

○高齢者を敬愛し、地域ぐるみで長寿を祝い、
地域の高齢者と多世代の住民の交流を通じて、
地域の中で支え合うまちづくりを支援する。

・地域ふれあい敬老事業補助金を自治会活動交
付金で交付

・地域ふれあい敬老事業を117自治会で実施
・コロナで記念品を配るのみとなった自治会が
多い。

コロナ禍により様々な世代間交流を行う敬老会
の実施が難しい状況である。今後の敬老会の実
施方法や内容等についても検討を行う必要があ
る。

4 長寿福祉課
第８期栗東市高齢者福祉計画・介
護保険事業計画

・暮らしを支える豊かな地域づく
り（地域のつながりの強化）

95 高齢者 4-(1)-4 新規 高齢者権利擁護の推進

○権利擁護支援の地域ネットワークが機能を果
たすよう主導する中核機関については、「成年
後見センターもだま」に委託する。
○権利擁護検討会を月 1回開催し、地域包括支
援センターへの相談支援を行う。
○成年後見制度の利用等について引き続き周知
と啓発に努めながら、高齢者の権利を守るネッ
トワークの構築に向けて、その在り方を含め検
討を進める。

・相談会や市民向けの講座を通して、啓発事業
を実施する。（成年後見センターもだまに委
託）
・高齢者の権利擁護に係る検討会を月１回開催
するとともに、必要に応じて虐待判定・対応方
針の会議を都度開催する。

・なんでも相談会の実施（11月13日）
・出張相談会（8月17日、12月7日）

何でも相談会や出張相談会等の相談会や、市民
向けの講座を通して、啓発事業を実施してい
く。

4 長寿福祉課 第３期栗東市地域福祉計画

・成年後見制度の普及啓発（成年後
見制度利用促進事業）
・成年後見制度の利用支援（成年後
見制度利用支援事業）
・地域福祉権利擁護事業（日常生活
自立支援事業）の利用促進・利用支
援（地域福祉権利擁護事業の利用支
援・周知）
・地域包括支援センターにおける権
利擁護相談の推進（総合相談））
・高齢者の権利を守るためのネット
ワークの構築

97 高齢者 4-(2)-2 継続
高齢者の読書環境整備
と社会活動参画

○大活字図書やCDブックの収集と貸出し、老
眼鏡・ルーペの館内貸出をする。
○自主的にボランティア活動ができる機会を提
供する。
○図書館活動に参加できる事業を実施する。

高齢者の社会活動と生涯学習を支援する。

・ボランティア活動機会の提供：２０名
（定期活動月4回）
・ボランティア養成講座の実施：全２回
・大活字本 ３７冊購入
・CDブック  ２５点購入

市民ボランティアが参加できる機会、場所を引
き続き作っていく必要がある。 3 図書館 第３期栗東市教育振興基本計画 ・図書館機能の充実

・高齢者の生きがいづくりと健康づくり、また
高齢者同士の交流を図るため、ウォーキング等
の実施や文化、芸術活動を支援する。
・老人クラブの活動支援を行う。

老人クラブの活動をもとに、高齢者がそれぞれ
の地域で活動の担い手となるような仕掛けづく
りが必要である。

長寿福祉課
第８期栗東市高齢者福祉計画・介
護保険事業計画

・高齢者の生きがいと健康づくり
推進事業の充実（栗東市高齢者の
生きがいと健康づくり推進事業）
・老人クラブ活動への支援（老人
クラブ活動補助）

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

分野 施策番号 継続/新規

・生きがい実践交流大会
    11月26日開催
 ・手作り作品展
   11月24日～26日開催
  参加者数3日間 延べ283人
   交流会参加    97人
   作品展出品数   200点
・ふれあい健康ウォーキング
    6月10日   76名参加
    11月1日   65名参加
・グランドゴルフ大会
   10月14日 185名参加
・料理教室
   11月25日 10名参加
・老人クラブ連合会会員
   23クラブ 1,265人

96 高齢者 4-(2)-1 継続 4

No. 取組課題 担当課施策(事業） 内容

高齢者の生きがいと健
康づくり推進事業委託
事業

○高齢者の生きがいづくりと健康づくり、また
高齢者同士の交流を図るため、ニュースポー
ツ、グランドゴルフ、ウォーキングの実施や文
化、芸術活動などの支援を行う。また、老人ク
ラブの活動支援を行う。

の網掛については重点項目になります。
評価点数

１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

関連事業
目標（事業実施目的・見込まれる効果等）

目標値
関連計画
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栗東市人権擁護計画実施計画 高齢者
■危機管理課、自治振興課、住宅課、生涯学習課、商工観光労政課、長寿福祉課、図書館、土木交通課

評価
（１～５点）

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

分野 施策番号 継続/新規No. 取組課題 担当課施策(事業） 内容

の網掛については重点項目になります。
評価点数

１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

関連事業
目標（事業実施目的・見込まれる効果等）

目標値
関連計画

98 高齢者 4-(2)-3 継続
介護予防事業（栗東１
００歳大学）

○栗東100歳大学･･･65歳以上を対象に週１回
30回（1コマ90分）の講義・演習等を通して高
齢者が人生１００年時代に生きがいをもって健
康で豊かに過ごせるための講座を開催する。
○栗東100歳大学卒業生活動･･･卒業後も仲間
が集い、自助・共助の活動を創出する。

高齢社会に向けて住み慣れた地域で誰もが安心
して暮らし、 高齢者自身が現状を理解して主
体的に自立し て健康づくりや介護予防、 生き
がいづくり、社会参加などに取り組み実践継続
することにより、健康寿命の延伸を図る。

・第6期栗東100歳大学：6月9日より開講、全
25回。入学生12名、卒業生9名。

受講生の増加に向けて参加呼びかけを工夫する
必要がある。また、卒業生が社会参加活動を行
うような働きかけを行う必要がある。

4 長寿福祉課
第８期栗東市高齢者福祉計画・介
護保険事業計画

・栗東100歳大学

99 高齢者 4-(2)-4 継続 はつらつ教養大学

○概ね60歳以上の方を対象に、人生100年とい
われる時代を、いかにしていきいきと暮らし、
各世代の生活の場において必要課題と地域生活
課題や個々の自己意欲（やる気）を満足させら
れるよう、「いつでも」「どこでも」「だれで
も」「いつまでも」学習できる機会を提供する
ため、各コミュニティセンターや地域住民と連
携し講座を開催する。

各コミュニティセンターにおいて、各５回の講
座を実施する。
◎目標値
・コミセンで講座開催：年５回

はつらつ教養大学：44回（5月、7月、9月、11
月、2月）

新型コロナの影響もあるのかもしれませんが、
参加者の減少があります。また、固定化もあり
ます。

3 生涯学習課
第８期栗東市高齢者福祉計画・介
護保険事業計画

・はつらつ教養大学

100 高齢者 4-(2)-5 継続
介護予防事業（いきい
き百歳体操）

○いきいき百歳体操の立ち上げと継続のための
支援を行う。

高齢者が介護予防の意識を持ち、自ら実践する
ことで、自分らしく生きがいをもち、健康寿命
の延伸を図る。

・新規立ち上げ支援：2団体8回訪問
・継続支援：44団体各1回訪問

新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じ
て、活動を休止するなど地域活動が縮小傾向に
ありました。感染対策を行いながらであれば、
活動できることを引き続き啓発していきます。

4 長寿福祉課 第３期栗東市地域福祉計画
・いきいき百歳体操・かみかみ百
歳体操の啓発及び実践団体の育成
支援

101 高齢者 4-(2)-6 継続
老人福祉センターの運
営委託事業

○老人福祉センターを指定管理者制度で管理運
営し、健康増進や趣味・教養の向上、介護予防
などの推進、相談への対応を行う。

趣味やレクリエーション、世代間交流など、地
域の特性に応じた様々な活動を常時企画し、高
齢者の交流や研修の場を提供する。

〇老人福祉センター主催事業（講座、教室、イ
ベント）参加者数 ：14,732人
〇老人福祉センター個人利用者数（主催事業参
加者数含む）参加者数： 29,927人

ますますの利用者増加に向けて、広報活動等を
行うとともに、新しいイベントなど工夫をこら
した事業を行っていく。また、施設の老朽化に
より、大きな工事等が必要となることが予測さ
れる。

4 長寿福祉課
第８期栗東市高齢者福祉計画・介
護保険事業計画

・老人福祉センター管理運営事業

高齢者の就労支援の一環として、シルバー人材
センターへの運営支援を行う。
高齢者の労応力活用に関し、関係機関等のチラ
シの設置やポスターの掲示など啓発を行う。
◎目標値
・シルバー人材センター会員数：495人
・関連チラシの配布：年１回

収入のある活動を行っている卒業生５名。

100歳大学という事業は継続するが、近年の参
加者は平均年齢75歳以上と高齢化してきてお
り、70歳くらいまで仕事をされている人も
年々増加してきていることから、就労を終えて
参加されるようになってきている。100歳大学
卒業後の活動として就労の機会づくりのニーズ
は低くなってきている。そういった状況の中、
事業の組み立て直しを行う必要がある。

4 商工観光労政課
第８期栗東市高齢者福祉計画・介
護保険事業計画

・高年齢者労働能力活用事業等補
助金

栗東100歳大学卒業生が卒業後の活動の一つと
して、収入のある仕事を行い、生きがいづくり
を図る。

収入のある活動を行っている卒業生５名。
卒業後の活動として、ボランティアや趣味活動
だけでなく、収入のある仕事を行っている活動
団体の紹介も引き続き行っていく。

4 長寿福祉課
第８期栗東市高齢者福祉計画・介
護保険事業計画

・栗東１００歳大学卒業生支援

103 高齢者 4-(3)-1 継続
市営住宅（各世帯向住
戸）の提供

○一般住戸（309戸）以外に、高齢者同居世帯
向（16戸）、身体障がい者同居世帯向（11
戸）の各住戸及びシルバーハウジング住戸
（23戸）を備えた市営住宅について、空き部
屋が生じた際には年２回の入居募集を実施して
いる。

「栗東市住生活基本計画」及び「栗東市公営住
宅等長寿命化計画」に基づき、高齢者や身体に
障がいのある人が安心して暮らせるよう市営住
宅の運営管理を行い、特定目的住戸（高齢者同
居世帯向、身体障がい者同居世帯向およびシル
バーハウジングの各住戸）50戸の安定的な供
給を行う。

令和4年度定期募集後の入居戸数：高齢者同居
世帯向15戸/16戸、シルバーハウジング23戸
/23戸、身体障がい者同居向5戸/11戸
２回の定期募集を通じて延べ10件の特定目的
部屋の募集を行った。(高齢者同居世帯向け
延べ4件、身体障がい者同居世帯向け 延べ6
件)。定期募集の結果、高齢者同居世帯向け 1
件の入居を決定した。

入居募集の相談を通じて、高齢者単身世帯の入
居希望者が増加しており、シルバーハウジング
に関しては募集がかかると倍率が高くなる傾向
にある。 こうした動向を踏まえ、福祉部局と
の連携を通じた取り組みをしていく必要があ
る。

3 住宅課
第８期栗東市高齢者福祉計画・介
護保険事業計画

・市営住宅管理事業

高齢者 4-(2)-7 継続102
高齢者の就労支援の実
施

○就労相談において、高齢者の就労相談があっ
た際には、関係機関と連携し、適切な支援を行
う。また、高齢者の就労支援の一環として、シ
ルバー人材センターへの運営支援を行う。
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栗東市人権擁護計画実施計画 高齢者
■危機管理課、自治振興課、住宅課、生涯学習課、商工観光労政課、長寿福祉課、図書館、土木交通課

評価
（１～５点）

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

分野 施策番号 継続/新規No. 取組課題 担当課施策(事業） 内容

の網掛については重点項目になります。
評価点数

１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

関連事業
目標（事業実施目的・見込まれる効果等）

目標値
関連計画

105 高齢者 4-(3)-3 新規
（在宅医療・介護に関
する情報の）地域住民
への普及啓発

○医療や介護が必要になったときに必要なサー
ビスを適切に選択できるよう、出前講座や市民
研修会（生き方カフェ）を通じた在宅医療・介
護の情報提供や啓発を行う。
○普段から診療や健康管理について気軽に相談
することによって、病気の予防や悪化を防ぎ、
生活の質を高められるよう、身近な開業医を
「かかりつけ医」として啓発するほか、「かか
りつけ歯科医」、「かかりつけ薬局」について
さまざまな媒体を活用した啓発を進める。

在宅医療や看取りに関する住民意識の醸成を図
り、住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまち
づくりを目指す。

・出前講座：
 ・在宅療養：1回
 ・地域包括支援センター：1回
・生き方カフェ開催：10月4日なごやかセン
ター25人、10月13日コミセン葉山27人、10月
17日ゆうあいの家15人
・かかりつけ（医師、歯科医、薬剤師）の啓
発：いきいき百歳体操実践団体訪問時や近畿健
康管理センターにて啓発。また、市内の医療・
介護の多職種が市で作成したチラシを用いて患
者、利用者に随時啓発。

住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、引
き続き在宅医療や看取りに関する住民意識の醸
成を図っていく必要がある。

4 長寿福祉課
第８期栗東市高齢者福祉計画・介
護保険事業計画

・まちづくり出前トーク
・生き方カフェ
・かかりつけ医・かかりつけ歯科
医・かかりつけ薬局の啓発

関係機関（警察など）と連携し、情報収集、ま
た犯罪防止のための啓発など情報発信に努め
る。
◎目標値
・前年対比犯罪認知件数減少

・特殊詐欺や架空請求等犯罪に関するメールの
配信：3月末時点46件

犯罪の手口が巧妙化する中で、情報が多くの市
民の皆様に届くよう、引き続き啓発活動を実施
する必要がある。

4 危機管理課
第８期栗東市高齢者福祉計画・介
護保険事業計画

・出前トーク
・自主防災・自衛消防組織の育成
・防犯情報の提供
・福祉避難所

消費生活相談の実施

65歳以上の相談件数：4月5件、5月5件、6月5
件、7月4件、8月5件、9月5件、10月6件、11
月2件、12月6件 1月8件 2月8件 3月13件
計72件
参考：受付件数202件（35.6％が高齢者）

幅広い年齢層をターゲットとした悪質巧妙な手
口によるトラブルが発生しないよう消費生活相
談窓口を開設し、専門の相談員による適切な助
言や啓発活動など消費者保護を継続します。

3 自治振興課
第８期栗東市高齢者福祉計画・介
護保険事業計画

・消費生活相談

高齢者を対象にした交通安全教室(講義形式)を
開催する。

毎年度実施している交通安全シニアカレッジ
(今年度は35期)を募集し、14人(栗東市参加者)
の参加を得ました。

引き続き、高齢者の交通安全のために交通安全
教室を開催していく必要があります。 4 土木交通課

第８期栗東市高齢者福祉計画・介
護保険事業計画

・交通安全教室等

4-(3)-2 新規
第８期栗東市高齢者福祉計画・介
護保険事業計画

・地域ケア会議の充実
・総合相談・支援の充実
・「介護離職者ゼロ」の視点を
持った家族介護者支援の充実

地域包括支援センターの機能を強化し、誰もが
住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる
まちづくりを目指す。

○圏域地域ケア会議の開催：38回
○総合相談支援の随時実施。家族が介護離職と
ならないような視点も持って実施。

今後も地域包括支援センターの機能強化を図る
ために、地域ケア会議を通じて、総合相談体制
の充実や多職種の連携強化を図って行く。

4 長寿福祉課

○地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた
中核的役割として、総合相談体制の充実や多職
種の連携による地域ケア会議を通じた各主体の
連携強化をはじめとする地域包括支援センター
の機能強化を図る
○「誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らし
続けられる」ために地域包括ケアシ
ステムを活用し、関係するさまざまな機関・団
体・人材で共有することでその機能を深化させ
るとともに、共に助け合い、支え合うという意
識の醸成などを通じて、地域共生社会に向けた
地域包括ケアシステム推進体制のさらなる充実
を図る。

高齢者 4-(3)-4 新規
安全な暮らしの確保と
日頃からの備えの充実

○今後も多発する災害や高齢者が係わる事故、
多様化する犯罪に関する情報提供や防止につい
ての啓発を行っていくとともに、関係機関との
連携を強化する。

高齢者104

106

地域包括支援センター
の機能強化
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栗東市人権擁護計画実施計画 障がいのある人
■土木交通課、住宅課、商工観光労政課、人権教育課、人権政策課、人事課、図書館、発達支援課、広報課、幼児課、学校教育課、教育総務課、障がい福祉課

評価
（１～５点）

107
障がいのあ
る人

5-(1)-1 継続
栗東市手話講座委託事
業

○厚生労働省のカリキュラムに基づき、聴覚障
がい、聴覚障がい者の生活及び関連する福祉制
度等についての理解と認識を深めるとともに、
手話で日常会話を行うに必 要な手話語彙及び
手話表現技術を習得する。

手話に対する理解及び普及と、手話を使用しや
すい環境づくり（入門課程（令和5・7年）、
基礎課程（令和4・6・8年））
◎目標値
・受講者数：20名
・修了者：20名

手話講座（基礎課程、令和４年６月１日～令和
５年２月１日）：全２８回実施
（３月末現在）、終了者９名

継続して手話を学ぶ場の提供ができた。

基礎課程は、入門課程修了程度の手話の知識や
技術が必要なため、応募者が少ない。 4 障がい福祉課 第３期栗東市障がい者基本計画 ・手話に対する理解及び普及

〇手話通訳者・要約筆記者・盲ろう通訳・介助
者の派遣
〇「耳マーク」「筆談ボード」の活用
〇合理的配慮に関する啓発

障がいの特性に応じた多様なコミュニケーショ
ン手段の利用を促進し、障がい者の情報の取得
及びコミュニケーションについての支援を行
う。

・意思疎通支援利用件数：申し込み数は208件
（うち36件が市や団体からの申請）で、実際
の派遣件数は197件（11件は希望者がないため
キャンセル）
・意思疎通支援者の市登録派遣事業を10月か
ら実施している。

市・団体からの申し込みは、教育委員会、秘書
広報課、人権教育課のみであるため、その他の
課の行事やイベント等にも活用してもらえるよ
うにする必要がある。

4 障がい福祉課 第３期栗東市障がい者基本計画

○市役所に手話通訳ができる職員を配置しま
す。

聴覚障がい者への情報保障、手話が使いやすい
環境づくり
◎目標値
・手話通訳ができる職員の配置：２名

複数配置を目指し、正規職員を募集したが、応
募はなかった。
・令和４年度１人設置（会計年度任用職員）

手話言語条例および市民をつなぐ情報コミュニ
ケーション条例に基づく取り組みを計画的に実
施するためには、専門知識のある職員の配置が
必要。

2 障がい福祉課 第３期栗東市障がい者基本計画

110
障がいのあ
る人

5-(1)-4 継続

「栗東市障がい者基本
計画」・「栗東市障が
い福祉計画」＜栗東市
障がい児福祉計画＞の
推進

○栗東市障がい者の住みよいまちづくり推進協
議会を開催し、「栗東市障がい者基本計画」・
「栗東市障がい福祉計画」＜栗東市障がい児福
祉計画＞に基づき施策を総合的かつ計画的に推
進できているか検証する。

「栗東市障がい者基本計画」に基づき総合的か
つ計画的に推進する。
◎目標値
・栗東市障がい者の住みよいまちづくり推進協
議会の開催：年２回

栗東市障がい者の住みよいまちづくり推進協議
会を２回開催した。出席委員15名。

市の取り組みを通して、当事者や地域の関係者
との連携について考えることができた。

会議の進め方については再検討が必要。 3 障がい福祉課 ー ー

111
障がいのあ
る人

5-(1)-5 継続
点字・音声の広報の発
行

○視覚障がいのある人向けに点字・音声の広報
を発行する。また、点字・音声の広報を発行し
ていることを広報に掲載することで、点字・音
訳広報の周知を図る。

視覚障がいのある人向けに点字・音声の広報を
発行するとともに、点字・音訳広報の周知を図
る。
◎目標値
・点字版広報：年12回
・音訳版広報：年12回

・点字版広報の発行：年12回
・音訳版広報の発行：年12回
・点字・音訳版広報の周知、同広報を作成して
いるボランティア団体の紹介を行う（広報りっ
とう令和４年５月１日号）

点訳、音訳を必要とする人に活用していただけ
るよう、引き続き周知を図っていく必要があ
る。

4 広報課 第３期栗東市障がい者基本計画 ・市の広報紙等の点訳・音訳

の網掛については重点項目になります。

障がいのあ
る人

5-(1)-3 継続
障がい者の社会参加と
交流

○障がいのある人と地域住民やボランティアと
の交流を図ることにより、障がいや障がい者へ
の理解を深め、障がい者の社会参加の促進につ
なげる。

多様なコミュニケー
ション手段の利用促進

継続

施策(事業）継続/新規
目標（事業実施目的・見込まれる効果等）

目標値
内容

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課 関連計画 関連事業施策番号分野

障がいのあ
る人

5-(1)-2

No.

108

109

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

・レクスポ：新型コロナウイルス感染症の感染
予防のため、規模縮小、屋外での大会を計画
し、予定していたが、雨の予報により中止。少
人数で、果物の収穫体験のイベントを実施した
（参加人数：延べ18人）。
成果：コロナの影響で中止とするだけではな
く、実行委員会で代わりとなる事業を検討し、
実施することができた。
・視覚障がい者生活行動訓練：令和４年11月
11日実施 視覚障がい者7名、ボランティア7
名、スタッフ4名の計18名参加。
成果：歩行訓練士によるアドバイスを受けなが
らの訓練を通して、同行援護時における、援護
者、視覚障がい者それぞれの気をつけるべき点
について学ぶことができた。

障がいのある人と地域住民やボランティアの交
流ができる事業の実施
・レクリエーションスポーツ大会
・視覚障がい者生活行動訓練 など

・（レクスポ）規模を縮小しても、地域住民や
ボランティアとの交流の機会となるように検討
が必要。
・（行動訓練）参加者の高齢化に伴い、実施方
法、実施時期、場所、移動手段等配慮が必要で
ある。また、若い方にも興味を持ってもらう取
組みも必要である。

3 障がい福祉課 第３期栗東市障がい者基本計画
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栗東市人権擁護計画実施計画 障がいのある人
■土木交通課、住宅課、商工観光労政課、人権教育課、人権政策課、人事課、図書館、発達支援課、広報課、幼児課、学校教育課、教育総務課、障がい福祉課

評価
（１～５点）

の網掛については重点項目になります。

施策(事業）継続/新規
目標（事業実施目的・見込まれる効果等）

目標値
内容

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課 関連計画 関連事業施策番号分野No.

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

・12月号市広報での障がい者週間啓発記事を
掲載した。
・障がい者週間啓発ポスターの展示…応募の
29作品を12月2日から19日まで市役所ロビーに
て展示。市内障がい福祉サービス事業所、障が
い者団体の活動紹介も展示した。人権週間の啓
発展示と共催。
・人権政策課と共催の12月1日人権文化事業に
てポスター入賞作品の紹介、当日参加者資料と
して障がい者団体の紹介チラシを配布した。

人権文化事業など、人権政策課との共催によ
り、昨年度までに比べてより多くの市民への啓
発につながったが、啓発先や場所など今後もよ
り効果的な啓発について継続した検討が必要。

4 障がい福祉課 第３期栗東市障がい者基本計画

・人権問題に関する教育の推進
【人権教育課】
・人権問題に関する啓発活動の充
実【人権政策課、商工観光労政
課】
・「地域共生社会」の理念の充実
【関係各課】
・「障がい者週間」の広報・啓発
【障がい福祉課】

・人権週間・障がい者週間協賛事業として、
12/1 人権文化事業「“だからこそ”伝える道を
～出会いは多様性の種になる～」
  講師：片岡亮太 191名参加
・障がい福祉課と共催で実施。また、啓発ポス
ター展、作業所での活動を紹介するパネル展示
も庁舎で実施。応募数29点（人権週間の開演
前に入賞作品をスクリーンで紹介）

人権週間・障がい者週間のパネル展示は、次年
度も継続して両課で実施し、効率・効果的な啓
発の実施を行う。
・人権三法の1つと言われる障害者差別解消法
が、合理的配慮に関して2021年５月に改正さ
れ、2024年6月の改正内容が施行されるまでの
間、法の趣旨や理解がより深まるよう、関係課
と協力して啓発に取り組む必要がある。

4 人権政策課 第３期栗東市障がい者基本計画

・人権問題に関する教育の推進
【人権教育課】
・人権問題に関する啓発活動の充
実【人権政策課、商工観光労政
課】
・「地域共生社会」の理念の充実
【関係各課】
・「障がい者週間」の広報・啓発
【障がい福祉課】

地区別懇談会のテーマとして障がいについて取
り上げるとともに、じんけんセミナー栗東等の
講演会や啓発資料「輝く未来(教材編・資料
編)」を利用し、市民が豊かに学ぶ。
◎目標値
・2025年栗東市人権意識調査「栗東市は、基
本的人権が尊重されている市である」：肯定的
回答40％

人権文化事業
12月1日開催 「”だからこそ”伝える道を～出
会いは多様性の種になる～」
参加者191名

地区別懇談会
 障がい者差別問題をテーマとした自治会４

次年度も、障がい者差別問題を地区別懇談会の
テーマのひとつとして設定し、あらゆる人権問
題について学習する中で、学習機会の提供を
行っていく。

3 人権教育課 第３期栗東市障がい者基本計画

・人権問題に関する教育の推進
【人権教育課】
・人権問題に関する啓発活動の充
実【人権政策課、商工観光労政
課】
・「地域共生社会」の理念の充実
【関係各課】
・「障がい者週間」の広報・啓発
【障がい福祉課】

113
障がいのあ
る人

5-(1)-7 新規 人権学習の推進

○市役所職員をはじめ、関係する職員に対し
て、人権問題等に関する研修や講演会の機会を
拡充し、障がいに関する理解を促進する。ま
た、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題
についても理解を深められるよう支援する。

障がい福祉関係団体の人権学習会開催を支援す
る。

実績無し（団体より要請なし）
人権・同和問題等の研修にて、障がいについて
テーマとして取り上げ、引き続き障がいに関す
る理解を促進していく必要がある。

ー

人権政策課
人事課
人権教育課
社会福祉課
障がい福祉課

第３期栗東市障がい者基本計画

・職員への人権啓発と意識の向上
【人権政策課】
・市職員に対する研修の実施【人
事課、人権教育課】
・民生委員児童委員等に対する研
修の実施【社会福祉課】
・講演会の実施【障がい福祉課】
・障がい者関係団体に対する人権
学習会の支援【障がい福祉課】

114
障がいのあ
る人

5-(1)-8 新規 交流機会の充実

○地域で開催される各種事業へ障がいのある人
が参加しやすい体制を整備するなど、地域での
障がいのある人との交流機会の充実を図り、障
がいに対する理解を促進する。

障害のある人の地域活動への参加を促進するた
め、障がい特性に応じたコミュニケーション・
移動等の支援サービスを要請に応じて随時提供
する。

・意思疎通支援サービス等の提供：197件
・交流事業等の参加人数：18人

移動支援を行っている事業所は居宅介護を兼ね
ているところが多く、移動支援を急に利用した
くてもいっぱいで利用できない時がある。事業
所数の増加が望まれる。

4 障がい福祉課 第３期栗東市障がい者基本計画
・地域行事への参加の促進
・交流の場・機会の確保

115
障がいのあ
る人

5-(1)-9 新規 福祉教育の充実

○福祉や障がいに対する理解だけではなく、日
常生活の中での実践につなげていけるよう、学
習内容の見直しを行い、福祉教育の充実に努め
ます。

小学校９校、中学校３校すべての学校で、総合
的な学習の時間などの機会において障がい者理
解教育、福祉教育を行っている。

各校の学習計画等に則って障がい者理解教育、
福祉教育を行っている。

福祉教育が、福祉や障がいに対する理解だけで
はなく、日常生活の中での実践につなげていけ
るよう、学習内容を自分事としてとらえいるこ
とができるよう工夫していく。

4 学校教育課 第３期栗東市障がい者基本計画

・福祉教育読本の活用
・障がいのある人に対する正しい
理解の教育の充実
・ふれあいの場・機会の充実
・学校行事を通じた障がいに対す
る理解の促進
・福祉に関する体験学習の充実

112 5-(1)-6
障がいのあ
る人

新規 広報・啓発活動の充実
○市民を対象にした、人権問題や障がいに対す
る理解を深めるための啓発活動を推進するとと
もに、広報活動の内容の充実を図る。

市民の障がい（者）への理解と認識を深めるた
め「障がい者週間」期間中に啓発事業を実施す
る。
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栗東市人権擁護計画実施計画 障がいのある人
■土木交通課、住宅課、商工観光労政課、人権教育課、人権政策課、人事課、図書館、発達支援課、広報課、幼児課、学校教育課、教育総務課、障がい福祉課

評価
（１～５点）

の網掛については重点項目になります。

施策(事業）継続/新規
目標（事業実施目的・見込まれる効果等）

目標値
内容

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課 関連計画 関連事業施策番号分野No.

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

116
障がいのあ
る人

5-(1)-10 新規
障害者差別解消法につ
いての啓発活動

○一人ひとりの人権を認めあい、互いを尊重す
るための啓発活動や学習に取り組みます。

障がい者差別のない共生社会づくりを推進する
ため、市民や民間事業者に対して「障がいの社
会モデル」の考え方と「合理的配慮の提供」に
かかる啓発を行う。

市ホームページでの啓発継続
出前講座メニューの設定
啓発チラシの配布

啓発先や場所など今後もより効果的な啓発につ
いて継続した検討が必要。 3 障がい福祉課 第３期地域福祉計画

・障害者差別解消法についての啓
発

117
障がいのあ
る人

5-(1)-11 新規
発達障がいへの理解と
支援の学習会の開催

○さまざまな事業や活動を通じて、差別のない
暮らしやすい地域づくりに取り組みます。

発達障がいの理解に向けて、研修・啓発活動を
展開する。
◎目標値
10回
①研修講師派遣
②啓発活動

①研修講師派遣 １3回
・コーディネーター会 4回
・民生児童委員研修会 2回
・主任児童委員研修会 1回
・校内研修会 ２回
・教育研究所夏季研修講座 1回
・児童館職員研修会等 3回
②啓発活動 1回
・とびっきりの世界！にじ色いろいろアート展

発達障がいへの理解を深め適した支援に繋がる
よう、啓発活動を継続的に行うこと、また専門
的な立場から助言や相談等を行っていくことが
必要です。

4 発達支援課 第３期地域福祉計画
・発達障がいの理解についての啓
発活動

118
障がいのあ
る人

5-(1)-12 継続
視覚障害者誘導用ブ

ロック整備事業

○バリアフリー基本構想に基づき、栗東駅周辺
バリアフリー重点区域内の視覚障がい者誘導用
ブロック整備と、歩道路面の凹凸の改善を行
う。

視覚障がい者誘導用ブロックの整備及び歩道路
面の凹凸を改善し、障がい者等の移動の安全性
を促進する。

視覚障がい者誘導用ブロックの整備工事を実施
しました。

バリアフリー基本構想の令和７年度までの視覚
障がい者誘導用ブロックの完了を目指して引き
続き取り組む必要があります。

4 土木交通課 第３期栗東市障がい者基本計画
・歩道のバリアフリー化
  （施工は道路・河川課）

119
障がいのあ
る人

5-(1)-13 新規
小・中学校の施設のバ
リアフリー化

○障がいのある子どもの就学の利便を図るた
め、小・中学校においてバリアフリー化を図り
ます。

障がいのある子どもの就学の利便とともに学習
環境の改善を図るため、小学校９校及び中学校
３校のバリアフリー化を進める。

・小学校９校におけるバリアフリー化が完了
（ＥＶ設置、段差解消等）
・中学校３校のおけるバリアフリー化が完了
（ＥＶ設置、段差解消等）
※いずれも令和３年以前に整備済

・これまで学校施設のバリアフリー化を一定進
めてきている状況であるが、今後はトイレバリ
アフリー化など学校施設に求められるバリアフ
リー化を一層推進していく必要があります。

4 教育総務課 第３期栗東市障がい者基本計画
・小・中学校の施設のバリアフ
リー化

120
障がいのあ
る人

5-(2)-1 継続
特別支援教育推進に向
けた支援の取り組み

○学校で開催されるケース会議に職員を派遣
○行動観察により、支援状況の確認。また、個
別の教育支援計画の評価・改善、学校での支援
方法、保護者への助言方法についてコンサル
テーション。

発達障がい及びその疑いのある子どもの発達保
障に向けて、特別支援教育の推進に向けた支援
を実施する。
◎目標値
・ケース会議への職員派遣：年７０回
・行動観察などの学校訪問：年１００回

・ケース会議への職員派遣： １０９回
・行動観察などの学校訪問： ２０８回

専門的な立場から助言や相談等を行っていくこ
とや、学校との連携をより一層深めることが必
要です。

5 発達支援課
第Ⅱ期栗東市特別支援教育推進計
画

・発達支援室の巡回支援
・発達支援室の発達相談・発達検
査の実施、ケース会議への参加

保護者との信頼関係を築くことが重要である。
相談についての職員のスキルを向上させていく
必要がある。

4 幼児課 第３期栗東市障がい者基本計画 ・就学相談の機会の充実

就学支援が必要な児童生徒の増加に伴い、より
きめ細かな検討を進めるためには、日程の見直
し（相談回数や時期）を行う必要がある。ま
た、各校での相談体制の充実を図るとともに、
就学支援の担当者の知識や理解を深める必要が
ある。

5 学校教育課 第３期栗東市障がい者基本計画 ・就学相談の機会の充実

121
障がいのあ
る人

5-(2)-2 継続 特別支援教育（相談）
○早期（5月下旬）から就学相談を始める。
○保護者のニーズに応じ、特別支援学校・特別
支援学級などの体験や見学の支援を行う。

・就学相談会：３回
・就学支援委員会：４回
・臨時就学支援委員会：１回
・就学前支援検討部会5回を実施し、障がいの
ある園児・児童生徒に適する学習の場や支援方
法について検討した。

就学相談会、就学支援委員会を実施し、障がい
のある園児・児童生徒に適する学習の場や支援
方法について検討し、答申を出す。必要に応じ
て臨時就学支援委員会を行う。
・就学相談会：３回
・就学支援委員会：４回
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栗東市人権擁護計画実施計画 障がいのある人
■土木交通課、住宅課、商工観光労政課、人権教育課、人権政策課、人事課、図書館、発達支援課、広報課、幼児課、学校教育課、教育総務課、障がい福祉課

評価
（１～５点）

の網掛については重点項目になります。

施策(事業）継続/新規
目標（事業実施目的・見込まれる効果等）

目標値
内容

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課 関連計画 関連事業施策番号分野No.

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

各園での園内委員会を計画的に実施する中で集
団の中での個の育ちをしっかり把握し、園内で
の支援を継続していく。また、保護者と園での
様子や家庭での様子を伝い合いながら必要に応
じて関係機関と連携を継続していく。

3 幼児課
第Ⅱ期栗東市特別支援教育推進計
画

・交流・共同学習の推進

副次的な学籍制度の活用を促進し、インクルー
シブ教育の推進を図る。 3 学校教育課

第Ⅱ期栗東市特別支援教育推進計
画

・交流・共同学習の推進

123
障がいのあ
る人

5-(3)-1 継続
くりちゃんバス運営補
助事業

○車椅子使用者など独りで乗降することが困難
な場合の乗客が乗車する際には、介添えを行う
などその場で対応する。

車椅子使用者専用固定シート付バスの導入
車椅子使用者専用固定シート付バスの導入に向
けた検討を図りました。

次年度の導入に向けた取り組みが必要です。 3 土木交通課 第３期栗東市障がい者基本計画
・コミュニティバスの運行による
移動手段の確保

124
障がいのあ
る人

5-(3)-2 継続
市営住宅（各世帯向住
戸）の提供

○一般住戸（309戸）以外に、高齢者同居世帯
向（16戸）、身体障がい者同居世帯向（11
戸）の各住戸及びシルバーハウジング住戸
（23戸）を備えた市営住宅について、空き部
屋が生じた際には年２回の入居募集を実施して
いる。

「栗東市住生活基本計画」及び「栗東市公営住
宅等長寿命化計画」に基づき、高齢者や身体に
障がいのある人が安心して暮らせるよう市営住
宅の運営管理を行い、特定目的住戸（高齢者同
居世帯向、身体障がい者同居世帯向およびシル
バーハウジングの各住戸）50戸の安定的な供
給を行う。

令和4年度定期募集後の入居戸数：高齢者同居
世帯向15戸/16戸、シルバーハウジング23戸
/23戸、身体障がい者同居向5戸/11戸
２回の定期募集を通じて延べ10件の特定目的
部屋の募集を行った。(高齢者同居世帯向け
延べ4件、身体障がい者同居世帯向け 延べ6
件)。定期募集の結果、高齢者同居世帯向け 1
件の入居を決定した。

入居募集の相談を通じて、高齢者単身世帯の入
居希望者が増加しており、シルバーハウジング
に関しては募集がかかると倍率が高くなる傾向
にある。 こうした動向を踏まえ、福祉部局と
の連携を通じた取り組みをしていく必要があ
る。

3 住宅課 第３期栗東市障がい者基本計画
・市営住宅の改善等の事業におけ
るユニバーサル化

125
障がいのあ
る人

5-(3)-3 継続
図書館利用に困難な人
への読書環境整備

○音訳ボランティアの養成及び技術向上のため
の講座を開催する。
○録音図書の作成や貸出し、対面朗読を実施す
る。
○来館困難な人に対しては、郵送・宅配を行
う。

図書や情報をあらゆる形態で提供できる体制を
作る。

・対面朗読：1名（24回）
・郵送宅配（視覚障がい）サービス：6名（30
回）
・郵送宅配（肢体不自由等来館困難）サービ
ス：2名（7回)
・録音図書の貸出数： デイジー図書446点
・音訳ボランティア養成講座（初級）：全６回
（4名）
・点字図書の貸出：20点

音訳サービスの実施には、専門的な音訳技術が
必要になります。図書館は研修機会を提供し、
技術向上をサポートします。

3 図書館 第３期栗東市障がい者基本計画
・視覚障がいのある人に対する朗
読サービスの実施
・図書館蔵書の音訳・点訳

126
障がいのあ
る人

5-(3)-4 新規
「障がい福祉のてび
き」の発行

○障がいに対する正しい知識と理解を得るた
め、より見やすく便利なものとなるよう改訂版
「障がい福祉のてびき」を発行し、障がい福祉
サービスの周知を行う。

障がい者福祉制度・サービスの周知、情報提供
を随時行うことで、障がいのある人が必要な
サービスを利用しやすい環境を整える。

・「障がい福祉の手引き」の改訂：3回
・「障がい福祉のてびき」交付数：124冊

今後も年度途中で新規事業所等の更新を行い、
情報提供を行うことで、障がいのある人が必要
なサービスを利用しやすい環境を整えることが
必要。

4 障がい福祉課 第３期栗東市障がい者基本計画 ・「障がい福祉のてびき」の発行

127
障がいのあ
る人

5-(3)-5 新規

講座に参加しやすい環
境整備
☆分野共通へ託児もあ
り男女共同参画も入る

じんけんセミナーや人権文化事業等への手話通
訳、託児サービス、車いす利用者への対応な
ど、希望するだれもが参加できる講座を開催す
る。

ホール会場での講演会事業の際には、手話通
訳・要約筆記の対応、車いす利用者の席等を確
保して開催するとともに、託児サービスも設
け、誰もが講座に参加しやすい環境を整える。

7月に開催したじんけんセミナー栗東、12月に
開催した人権文化事業では、手話通訳・要約筆
記対応を行ったうえで、講演会を開催。視覚に
障がいのある参加者、車いすの利用者には、個
別で席案内を行うなどのサポートを行った。

今後も幅広い方々に参加いただける講演会の実
施を目指し、必要な環境を整えてサポートを施
したうえで、事業を実施していく必要がある。

3 人権政策課 第３期栗東市障がい者基本計画 ・講座に参加しやすい環境整備

128
障がいのあ
る人

5-(3)-6 新規
地域活動に参加しやす
い環境の整備

障がいのある人の地域活動への参加を促進する
ために、障がいに対する正しい理解を促進する
とともに、自治会等に意思疎通支援事業等の障
がい福祉サービスの周知を図り、障がいのある
人が地域活動に参加しやすい環境の整備に努め
る。

障害のある人の地域活動への参加を促進するた
め、障がい特性に応じたコミュニケーション・
移動等の支援サービスを整備し、要請に応じて
随時提供する。

・意思疎通支援サービス等提供件数：197件
・交流事業等の参加人数：18人
・移動支援延べ利用数：2,532人

移動支援を行っている事業所は居宅介護を兼ね
ているところが多く、移動支援を急に利用した
くてもいっぱいで利用できない時がある。事業
所数の増加が望まれる。

4 障がい福祉課 第３期栗東市障がい者基本計画
・地域活動に参加しやすい環境の
整備

122
障がいのあ
る人

5-(2)-3 継続 共に学び合う場の充実

保護者と共通理解を図りながら個別の教育指導
計画等を作成し保育を行っている。
各校の学習計画等に則って、児童生徒への障が
い者理解教育を行っている。

○障がいの有無にかかわらず、できるだけ同じ
場で共に学ぶことを通して、障がいのある人に
対して理解の促進を図る。

・市内すべての保育園・幼稚園・幼児園３０
園、小学校９校、中学校３校において障がい者
理解教育を行う。
・インクルーシブな保育・教育が行われるよ
う、医療的ケア等も含め様々な支援を提供す
る。
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栗東市人権擁護計画実施計画 障がいのある人
■土木交通課、住宅課、商工観光労政課、人権教育課、人権政策課、人事課、図書館、発達支援課、広報課、幼児課、学校教育課、教育総務課、障がい福祉課

評価
（１～５点）

の網掛については重点項目になります。

施策(事業）継続/新規
目標（事業実施目的・見込まれる効果等）

目標値
内容

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課 関連計画 関連事業施策番号分野No.

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

129
障がいのあ
る人

5-(4)-1 継続
栗東サロン「歩」委託
事業

○普段なかなか外出の機会がない人、うつ病な
どこころの病気のある人などがお茶を飲みなが
ら話したり、畑作業に取り組んだり、仲間作り
や他人ともコミュニケーションの練習や生活の
リズムを作りながら、社会復帰のための第１歩
となるようにする。（開催場所：なごやかセン
ター）

生活リズムの回復と就労に向けた準備調整（体
験）の機会として、サロンを定期的に開催す
る。

なごやかセンターで毎週木曜日（13:30～）に
サロンを開催。
・開催回数：47回（利用者数22人（うち新規5
人）、利用延べ人数451人）

ボランティアのスキルアップと事業の周知、利
用者が次のステップに進めるようなつなぎが必
要である。

4 障がい福祉課 ー ー

企業への障がい者雇用への啓発に努め、理解の
促進を図るとともに、各種制度等について企業
訪問時に啓発を行う。
◎目標値
・企業訪問：年２回
・関連リーフレット等の配布：年２回

社内における人権啓発に関する資料を配布（7
月）
・情報提供企業数：415社

障がい者雇用の推進のため、支援制度や相談機
関などの情報提供を行う必要があります。 3 商工観光労政課 第３期栗東市障がい者基本計画

・公共職業安定機関等の相談機能
の充実
・就労支援計画の充実
・障がい者雇用の促進

企業への啓発活動の実施 企業訪問時にリーフレットを配布
年２回の企業訪問の機会を活用し、障がいに対
する正しい知識と障がいのある人への理解促進
を更に図っていく必要がある。

4 障がい福祉課 第３期栗東市障がい者基本計画

・公共職業安定機関等の相談機能
の充実
・就労支援計画の充実
・障がい者雇用の促進

131
障がいのあ
る人

5-(5)-1 継続
成年後見制度利用支援
等事業

○判断能力が十分でない知的障がいのある人や
精神障がいのある人等の適切な福祉サービス利
用を支援し、また不当な権利侵害から守るた
め、地域福祉権利擁護事業や成年後見制度につ
いて周知と利用相談・支援を推進する。

制度の周知・利用相談を行うことで、在宅生活
の安心を提供する。

・相談支援件数：617件
在宅での安定した生活を送れるよう、地域福祉
権利擁護事業や成年後見制度について今後も周
知を図っていくことが必要。

4 障がい福祉課 第３期栗東市障がい者基本計画 ・成年後見制度の周知・利用促進

132
障がいのあ
る人

5-(5)-2 継続
障がい者の虐待防止に
向けた取組の推進

○障害者虐待防止法を周知・啓発することで、
障がい者の権利利益の擁護を推進する。

関係情報を市広報またはホームページに掲載す
る。

ホームページに記事を掲載
市広報やホームページを活用し、障がいに対す
る正しい知識と障がいのある人への理解促進を
更に図っていく必要がある。

4 障がい福祉課 第３期栗東市障がい者基本計画
・障がい者虐待防止センターとし
ての機能強化

130
障がいのあ
る人

5-(4)-2 継続 障がい者雇用の促進
○障がいのある人が働きやすい環境の整備につ
ながるよう啓発を行う。
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栗東市人権擁護計画実施計画 外国人
■学校教育課、自治振興課、商工観光労政課、総合窓口課、図書館、人権政策課、税務課

評価
（１～５点）

134 外国人 6-(1)-2 継続
国際理解教育・外国語
教育

○社会科、外国語科、外国語活動、総合的な学
習の時間などを中心に、あらゆる学習の機会を
通して、相手意識と国際感覚を身に付けた児童
生徒の育成を図る。

小学校９校、中学校３校すべての学校であらゆ
る学習の機会において国際理解教育を行う。

各校の学習計画等に則って国際理解教育を実施
している。

教科横断的に学習する機会が増え、オンライン
の交流の形も見られるようになってきている。
実際の触れ合いによる交流の実現に向け、可能
な範囲で実施できるよう支援していく必要があ
る。

4 学校教育課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・学校における多文化共生教育の推進

135 外国人 6-(1)-3 継続 日本語指導教室
○日本語指導員を派遣したことにより、外国人
生徒が安心して学び、生活できるよう支援す
る。

市内小中学校の外国人児童生徒への日本語指導
を通して、安心して生活できるように支援を行
う。

各校や児童生徒の実態に応じて、日本語指導を
実施している。

日本語指導員と各校との丁寧な連携により、計
画通り指導が実施でき支援を行うことができ
た。

4 学校教育課

136 外国人 6-(1)-4 継続
多文化共生のための啓
発の推進

○外国人であることを理由に、アパートへの入
居を拒否されたり、外国人を排斥する趣旨の言
動が公然とされるという事案が発生するなか、
文化等の多様性を認め、外国人の生活習慣等を
理解・尊重し、偏見や差別をなくすため、講演
会を開催したり、リーフレットやポスターによ
る啓発をおこなう。また、法務局で取り組んで
いる外国語人権相談について、窓口だけでなく
電話やインターネットでも対応実施しているこ
とについて広く周知を行う。

ヘイトスピーチをはじめ、人を排斥し、誹謗中
傷するような行為は許されないという人権意識
の浸透を図るための啓発を行う。

目標値
・次回の住民意識調査：外国人の生活習慣や文
化の理解を深めるべきだに対する、そう思うを
全体で30％以上とする。

ヘイトスピーチに関するポスターの掲示による
啓発を行った。また、法務局で取り組んでいる
外国語人権相談について、関係課である自治振
興課窓口にも配架した。

ポスターの掲示など効果的な啓発を続けてい
く。相談を受け付けた際には、外国語相談など
も必要に応じ、繋げていく必要がある。次年度
は、多文化共生等をテーマにした啓発紙発行を
予定しており、関係団体とも連携・協力して啓
発に努める。

3 人権政策課
第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・啓発資料の作成と効果的な活用

137 外国人 6-(2)-1 継続
税証明申請書の多言語
対応

○外国人の窓口相談に向けて、ポルトガル・ス
ペイン用語集及びポルトガル語を併記した税証
明申請書を作成する。

外国人市民が必要とする税証明書を取得できる
よう利便性の向上を図る。

申請書記入や、窓口相談において、英語、ポル
トガル語、スペイン語に対応できるように単語
集を日頃から備え、窓口案内の利便性向上が図
れている。

窓口来庁時の案内、相談対応の充実につとめて
はいるが、詳細な手続きや納税相談は、国際交
流協会の相談窓口や勤務先の方などに通訳を依
頼しており、市民サービス向上のために多言語
への対応が必要です。

4 税務課

No.
目標（事業実施目的・見込まれる効果等）

目標値
分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課 関連計画 関連事業

133 外国人 6-(1)-1 継続
国際交流事業
（栗東国際交流協会等
との協議）

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できたの網掛については重点項目になります。

自治振興課 ー ー

○関係団体との共催により、多文化を知り学び
理解する機会づくりに取り組む。
○多言語による生活関連情報の提供や相談体制
の整備、多国籍市民相互の交流機会の提供等、
多文化共生社会を目指す活動の中においても男
女共同参画を意識し、誰もが暮らしやすいまち
づくりを推進する。

文化の違いを認め合う対等な関係でありながら
も地域社会では共に手をとりあう多文化共生の
意識づくり

栗東国際交流協会とともに、多文化を知り学び
理解する機会づくりに取り組みました。
・世界と出会う玉手箱
6/11 参加人数 24人
・国際交流を楽しむ会
9/10 参加人数 15人
・大宝西ふれあい解放文化祭
10/15「栗東ロテリア」ブース設置
・世界と出会う交流広場
11/26 参加人数 約3,000人
・異文化交流サロン
12/10 参加人数 20人
・さわやか学級異文化交流
2/16 参加人数 15人
・栗東ロテリアウォーキング
3/25 参加人数 14人

多文化共生に関するニーズの把握に努め、継続
した事業実施及び情報提供に取り組む必要があ
る。

3
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栗東市人権擁護計画実施計画 外国人
■学校教育課、自治振興課、商工観光労政課、総合窓口課、図書館、人権政策課、税務課

評価
（１～５点）

No.
目標（事業実施目的・見込まれる効果等）

目標値
分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課 関連計画 関連事業

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できたの網掛については重点項目になります。

138 外国人 6-(2)-2 継続
ポルトガル語の納付予
告書の送付による自主
納付の推進

○ポルトガル語による市税の納入予告書を作成
する。
・市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健
康保険税

市税等徴収に関わり、外国人市民に市税の納付
周知を図る。

外国人市民で滞納のある人への個別通知に外国
語要約を同封することで、窓口での納付相談に
つながっている。

外国人で滞納のある人への個別通知について、
対応できる通知を増やす必要があります。 3 税務課

139 外国人 6-(2)-3 継続
外国人市民への各種通
知や届出窓口の多言語
対応

本市に住民登録がある外国人市民の母国語によ
る通知や住民異動などについて多言語での窓口
体制を整備する。

外国人市民の窓口手続き関係に関する利便性の
向上を図る。

マイナンバーカードの有効期限到来通知を英
語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム
語、スペイン語で行った。住民基本台帳制度等
に関する届出や問い合わせで窓口等に来庁され
た方に対して、総務省の「コールセンター」を
活用して、円滑に窓口手続きを行った。

引き続き、外国人市民に対する多言語対応を実
施していく。 4 総合窓口課

140 外国人 6-(2)-4 継続 利用案内等の多言語化 ○外国人対応について研修を実施する。
外国人市民の図書館利用に対して的確な資料提
供を行う。

外国人への情報提供として10言語の情報紙
「みみタロウ」を収集。
多文化資料12冊購入

多文化資料収集にあたり、外国人市民の要望を
反映させられるように努めていきたい。 3 図書館 第３期栗東市教育振興基本計画 図書館機能の充実

141 外国人 6-(2)-5 継続
外国人の就労支援の実
施

○外国人の就労相談があった際には、労働条件
や適正な雇用が行われるよう、関係機関と連携
し、適切な支援を行う。

外国人就労相談の際には、関係機関と連携して
適切な支援を行う。

相談者 ５名
７月と２月の企業訪問時に社内における人権啓
発に関する資料を配布。

関係機関と連携し、適切な支援を行う必要があ
ります。 3 商工観光労政課 第四次栗東市就労支援計画

142 外国人 6-(3)-1 継続
国際交流事業委託事業
（在住外国人支援事業
等）

○ポルトガル語通訳による生活相談窓口の設置
（毎週水曜日午後）
○各課で作成している各種文書の翻訳（主にポ
ルトガル語）

相談窓口開設・毎週水曜日午後ニーズに応じた
翻訳による行政サービスの提供。

・相談件数：４月12件、５月10件、６月19
件、７月20件、８月16件、９月10件、10月12
件、11月8件、12月10件、1月7件、2月11件、
3月9件  計144件
・翻訳：6件
・ポケトーク使用による各課の窓口対応：11
件

引き続き相談窓口の周知とともに、窓口での相
談内容の複雑化に伴い、相談先担当課を交えた
適切な対応が必要である。
ベトナムからの住民が増加しており、相談窓口
の多言語化が必要であり、ポケトークを活用し
ながらの対応を継続する必要がある。

3 自治振興課 第３期栗東市地域福祉計画
・外国籍住民への支援（多文化共
生）

143 外国人 6-(3)-2 継続
国際交流事業
（日本語教室補助事
業）

○毎月第２・４土曜日にボランティアによる日
本語教室を開催し、外国人市民の日本語や文化
の習得を支援する。

◎目標値
・日本語教室平均受講者数：10人/回

・日本語教室平均受講者数：13.3人/回
・参加延べ人数：280人（4月38人（2回開
催）、５月38人（2回開催）、６月30人（2回
開催）、７月31人（2回開催）、８月12人（1
回開催）、９月32人（2回開催）、10月31人
（2回開催）、11月25人（2回開催）、12月19
人（1回開催）、1月3人（1回開催）、2月10人
（2回開催）、3月11人（2回開催））

ベトナムからの住民が増加し、日本語への学習
意欲が高まっており、ボランティアスタッフの
技能向上への取り組みが必要である。

4 自治振興課

144 外国人 6-(3)-3 新規
学校における多文化共
生教育の推進

○小・中学校において、国際社会への興味・関
心や理解、人権意識を深めることができるよ
う、多文化共生教育を推進します。

小学校９校、中学校３校すべての学校であらゆ
る学習の機会において多文化共生教育を行う。

各校の実態に応じて、様々な学習の中で多文化
共生の基盤を構築している。

外国語科や総合的な学習の時間を活用した国際
理解教育は進んでいるが、実際に外国人の方と
交流する場の設定や方法を見直す必要がある。
国際理解に関わって外国人とコミュニケーショ
ンをとったり国際理解についてゆっくり時間を
とって考えたりする必要がある。

4 学校教育課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・学校における多文化共生教育の
推進

32



栗東市人権擁護計画実施計画 インターネット
■学校教育課、人権教育課、人権政策課

評価
（１～５点）

145
インター
ネット

7-(1)-1 継続 人権啓発推進事業

○インターネット上での人権侵害に対応するに
は専門的な知識が求められることも多く、また
新たな課題でもあることから常に最新の対策を
講じることができるよう研修などに積極的に参
加する。併せて、さまざまな機会・場所におい
て、インターネット上での人権侵害に対する啓
発活動に取り組む。

・関係機関と連携し、相談窓口の周知とイン
ターネット上での人権侵害に迅速に対応できる
よう職員のインターネットに対する専門性の向
上を図る。
・市民向けの講演会・啓発紙にインターネット
に関するテーマ設定や内容を記載したり、視聴
覚教材の提供を行う。
目標値
・関係機関開催のインターネットに関する研修
に年３回以上の参加

・人権センター主催の講座に参加
6/16：インターネットマスター講座 1名
・啓発紙『りっとうじんけん便り』を部落差別
に関するテーマで発行する際に、インターネッ
ト上の差別書き込みに関する文とイラストを掲
載して発行を行った。
 市広報の9月号へ挟み込みにより各戸配布ま
た、9月の同和問題啓発強調月間の街頭啓発に
おいて配布。

積極的に講座などに参加し、インターネット上
での人権侵害に関する知識の習得に努めてい
く。街頭啓発などの機会を活かし、市民への啓
発を行っていく。

3 人権政策課
第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・啓発資料の作成と効果的な活用

146
インター
ネット

7-(1)-2 継続

人権啓発リーダー講座
事業
インターネットと人権
コースの設定

○部落差別解消推進法の施行の背景にあるイン
ターネットの現状について、行政職員・教員も
含めて正しく認識する機会として、人権啓発
リーダー講座の一環として設ける。

人権啓発リーダー講座の一つとして、インター
ネットと人権コースを設け、教育研究所と共催
することで、行政職員・教員も含めて情報モラ
ルについて正しい認識を深め、子どもを守る取
組につながるよう意識を高める。
◎目標値
・人権啓発リーダー講座の一つとしてインター
ネットと人権コースの講座開催：年１回以上

人権啓発リーダー講座
インターネットと人権コース(2回)： 67名

参加した教職員、保育士、行政職員、市民等に
インターネット上の人権問題やその対応につい
て、学ぶ機会を提供することができた。

現在の社会において、インターネット上の人権
侵害は極めて悪質な状況にある。正しい認識を
持ってインターネットを活用できるよう、今後
も啓発を継続してい必要がある。

4 人権教育課
第五次輝く未来計画人権・同和教
育推進５カ年計画

・啓発資料の作成と効果的な活用

○児童生徒に対して、あらゆる教科や道徳科で
の学習の場を通じて、適切な情報モラル教育を
おこない、保護者への啓発を図るとともに、子
どもを守る取組を推進する。

・小学校９校、中学校３校すべての学校で特別
の教科道徳等の機会において情報モラル教育を
行う。
・研修・通信などを通じて情報モラルについて
保護者へ啓発する。

各校の学習計画等に則って情報モラル教育を実
施している。

○インターネットやスマートフォン等を利用し
たいじめの防止等のための啓発活動
○インターネット上のいじめに関する事案に対
処する体制の整備

・小学校９校、中学校３校すべての学校で各校
の実態に応じて、インターネットやスマート
フォン等を利用したいじめの防止等の啓発を行
う。
・小学校９校、中学校３校すべての学校に情報
セキュリティ担当者を設置し、定期的に情報交
換をし、インターネットトラブルに対する対処
や情報共有を行う。

情報セキュリティ担当者会を３度開催した。

148
インター
ネット

7-(2)-2 新規
スマホ・ケータイ人権
教室の推進

〇地方法務局からの委託を受けた携帯電話会社
による、児童・生徒に向けた防犯や人権に配慮
したスマホ・ケータイの使用方法等を教え子ど
ものインターネットモラルの向上を図る。

・事業実施について周知を図り、教室開催によ
り、子どものインターネットモラルの向上と
ネット上の人権侵害防止啓発を行う。
目標値：市内各小・中学校に事業実施を周知
教室の開催：3校/年

・事業協力者となる人権擁護委員が年度当初に
学校訪問を行い、事業実施の趣旨説明を行い事
業周知を図った。申込方法の変更の影響と考え
られるが、今年度は実施校が無かった。

GIGAスクールが導入され、子どもたちにとっ
てインターネットの利用が学校生活においても
日常となっている状況等も踏まえて、子どもた
ちのメディアリテラシーの向上に向け、積極的
に事業を実施していただけるよう、学校への呼
びかけを行う必要がある。

3 人権政策課

の網掛については重点項目になります。

・インターネットを通じて行われ
るいじめに対する対策の推進

7-(2)-1
インター
ネット

継続
学校における情報モラ
ル教育

学校教育課
栗東市いじめ防止基本方針（改訂
版）

4
情報モラルにかかわる校内研修を呼びかけると
ともに、オンライン研修の周知などを今後も継
続的に行っていく必要がある。

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

2022(令和4年)度実績
（取組状況・成果)

取組課題 担当課 関連計画 関連事業

147

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容No.
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栗東市人権擁護計画実施計画 感染症等患者
■学校教育課、幼児課、人権政策課

評価
（１～５点）

〇学校において、様々な感染症に関する正しい
知識を身に着けることができるよう、各校の年
間計画に基づき、各教科の学習や特別活動にお
いて指導を行います。

各校の学習計画等に則って感染症に関する指導
を実施する。不確かな情報に惑わされることな
く、自分も相手も大切に思いやる気持ちをもっ
て行動できる生徒の育成を図る。

各校の学習計画等に則って、生徒への性感染症
に関する指導を行っている。

生徒への性感染症に関する指導を計画通り行う
ことができた。正しい知識の啓発をさらに推進
できるよう、12月1日の「世界エイズデー」に
際した指導等を工夫する必要がある。

4 学校教育課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・性感染症をはじめとする様々な
感染症に関する理解と啓発

150
感染症等患
者

8-(1)-2 新規
ハンセン病やコロナ差
別に関連した啓発の推
進

〇ハンセン病やコロナ差別に関する啓発リーフ
レット・啓発品の配布や市のホームページを通
じて、差別防止を呼びかけ、感染症に関する患
者等への差別の解消に向け取り組む。

以前からある人権問題の1つであるハンセン病
やコロナ差別への理解を深めることにより、今
後新たに発生してくる感染症にも冷静に対応
し、新たな差別の抑止につなげることができ
る。

市ホームページへのコロナ差別防止記事の掲載
の他、庁舎1階（玄関横階段付近）において、
通年でハンセン病リーフレット及びコロナ差別
防止啓発品を配布。
市内コミュニティセンター・児童館においても
通年、啓発品を配布。

国の新型コロナウイルスの基準見直しや感染状
況、コロナ差別の実情などを踏まえたうえで、
効果的な啓発を継続していく必要がある。

4 人権政策課

担当課 関連計画 関連事業施策(事業） 内容
目標（事業実施目的・見込まれる効果等）

目標値
2022(令和4年)度実績

（取組状況・成果)
取組課題No.

149
感染症等患
者

8-(1)-1 新規

分野 施策番号 継続/新規

の網掛については重点項目になります。

様々な感染症に関する
理解と啓発

〇保育園・幼稚園・幼児園において、様々な感
染症に関する正しい知識を身に付けることがで
きるよう、指導を行います。

栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・性感染症をはじめとする様々な
感染症に関する理解と啓発

各園において、様々な感染症等の予防を実施し
つつ、感染者に対する決めつけや、差別的な意
識をもたないよう、周囲の大人に啓発してい
く。
園児においても、自分も友だちも大切にできる
子どもの育成を図る。

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

各園において様々な感染症に関する正しい知識
を身につけることができるよう子どもたちに分
かりやすい言葉や教材を通して指導を行った。
自分も友だちも大切にすることを伝えられた。

各園において手洗い・消毒等を行い、引き続き
様々な感染症について発達段階に応じて教材を
使用しながら指導していく。

4 幼児課
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栗東市人権擁護計画実施計画 性的指向・性自認（性同一性）等
■学校教育課、自治振興課、人権教育課、人権政策課

評価
（１～５点）

151
性的指向・
性自認（性
同一性）等

9-(1)-1 新規
性の尊重についての教
育の推進（子ども）

○小・中学校において、男女が互いの性につい
ての理解を深めることができるよう、年間指導
計画に基づき、各教科の学習や特別活動におい
て性に関する指導を適正に行う。
○教職員に対しては、性的指向や性同一性障が
い等に係る児童生徒へのきめ細やかな対応につ
いて、理解の促進を図る。

・県作成の男女共同参画社会づくり副読本を活
用し、各校の学習計画等に則って性に関する指
導を実施する。
・リーフレットを活用しながら目の前の子ども
のことを考えて教職員で研修を行い、性の多様
性についての悩みを自分事としてとらえること
ができる授業づくりを目指す。

・各校の学習計画等に則って、児童生徒への男
女共同参画の啓発を行っている。
・各校の実態に応じて夏休み等で教職員で研修
を行い、性の多様性についての悩みを自分事と
してとらえることができる授業づくりができる
ように取り組んでいる。

新型コロナウイルスの影響でゲストティー
チャーを招聘することや、地域や保護者を交え
た研修をすることが難しかったので、リーフ
レットを活用した学習の充実を呼びかけてい
く。

4 学校教育課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・性の尊重についての教育の推進

152
性的指向・
性自認（性
同一性）等

9-(1)-2 継続
学校における性の多様
性を考える

○性的マイノリティなど、性に関するあらゆる
悩みを抱える子どもが安心して過ごせるよう、
きめ細やかな対応等の実施について教職員対象
の学習会や研修を実施し、一人ひとりの個性を
尊重できる子どもの育成を図る。

・教職員の研修を通して、性の多様性について
の悩みを自分事としてとらえることができる授
業づくりを展開する。
・教職員向けの外部研修を周知することで、教
職員自身が一人ひとりの個性を尊重できる素地
を築く。

各校の学習計画等に則って、児童生徒への男女
共同参画の啓発を行っている。

諸会議などの機会をとらえて働きかけ、意思決
定の場への女性の参画者数を増やすなど、男女
共同参画社会の実現に向けた啓発活動を引き続
き取り組む必要がある。

4 学校教育課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・性の多様性を理解するための教
育・学習の推進

性の多様性も含めた様々な人権問題の学びの場
となるよう、じんけんセミナー栗東や人権文化
事業等を開催する。

7/26にじんけんセミナー栗東を、性の多様性
等をテーマにきらめきRitto実行委員会と共催
で開催した。参加者：219名。関係団体との共
催化を図ったことにより、より効果的な講演会
となった。

社会情勢・市民の意識などを考慮したうえで、
啓発を行う必要がある。また、市民啓発と併せ
て、先進自治体のパートナーシップ制度等に関
して情報収集も行う必要がある。

4 人権政策課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・性の多様性を理解するための教
育・学習の推進

地区別懇談会のテーマとして性の多様性につい
て取り上げるとともに、じんけんセミナー栗東
等の講演会や啓発資料「輝く未来(教材編・資
料編)」を利用し、市民が豊かに学ぶ。
◎目標値
・2025年栗東市人権意識調査「栗東市は、基
本的人権が尊重されている市である」：肯定的
回答40％

人権啓発リーダー講座・じんけんセミナー栗東
において性の多様性についての講座を設定し、
合計267名の参加があった。

多くの方に参加していただき、アンケートから
も、その人をそのまま受け止めることの大切さ
を感じていただくことができたと考えられる。

多様な性のあり方について、それぞれが人権感
覚をバージョンアップしていく必要があり、学
ぶ機会を求める声も大きい。今後も継続して機
会を提供していくことが大切である。

4 人権教育課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・性の多様性を理解するための教
育・学習の推進

多様な性のあり方について理解が深まるよう啓
発する。

・企業訪問（7月）時に啓発チラシを配布
・「きらめきRitto実行委員会」を通じてLGBT
とジェンダーセクシュアリティをめぐる人権課
題について「じんけんセミナー」を共催
（7/26）

多様な性のあり方についての理解が促進される
よう、広報や市が主催する講演会・イベント等
の機会を通じ、啓発を継続します

4 自治振興課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・性の多様性を理解するための教
育・学習の推進

154
性的指向・
性自認（性
同一性）等

9-(2)-2 新規
性の尊重についての理
解促進

〇「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」の持
つ意味について、広報等を通じた周知啓発を行
う。

多様な生き方の選択や実現のため、権利の周知
を行う。

ホームページにより啓発
「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」による
多様な生き方の選択や実現のため、広報等を通
じた周知啓発を行う。

3 自治振興課
栗東市ひとが輝くパートナープラ
ン

・性の尊重と健康についての意識
の醸成

分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容
2022(令和4年)度実績

（取組状況・成果)
取組課題 担当課 関連計画 関連事業

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

No.

153
性的指向・
性自認（性
同一性）等

9-(2)-1 新規
性の尊重についての教
育の推進（市民）

〇多様な性のあり方についての理解が促進され
るよう、広報や市が主催する講演会・イベント
等の機会を通じ、啓発を行う。

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

の網掛については重点項目になります。
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栗東市人権擁護計画実施計画 さまざまな人権問題
■学校教育課、危機管理課、人権政策課、社会福祉課、生涯学習課

評価
（１～５点）

155

さまざまな
人権問題
（犯罪被害
者等）

10-(1)-1 継続 犯罪被害者見舞金

○自己の責任に帰すべき事情がないにもかかわ
らず、犯罪行為により、不慮の死を遂げた遺族
又は障がいを受けた市民に対し、見舞金を支給
する。

関係機関（警察など）と連携し、情報収集に努
める。
◎目標値
・見舞金支給率：100％

・申請件数  0件

犯罪被害者に対して、周囲の人々が予断や偏見
を持つことなく、温かく支える環境が大切であ
るため、犯罪被害者支援センター等と連携を密
にし、啓発活動を引き続き実施する必要があ
る。

- 危機管理課 ー ー

156

さまざまな
人権問題
（拉致被害
者等）

10-(1)-2 継続 拉致問題に対する啓発
○北朝鮮人権侵害問題啓発のため、年１回決め
られた期間に、啓発ポスターを掲示する。

「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の取組みを行
い、北朝鮮による拉致被害者の問題が人権問題
であることの認識を高める。
目標値
・期間の近い人権週間の啓発と併せて行い、
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の認識をより
高める。

12月の人権週間と併せて、駅頭・街頭啓発な
どでチラシ（1,500枚）の配布を行った。ま
た、北朝鮮人権侵害問題啓発週間のポスターの
掲示（市役所、ゆうあいの家）、市広報・ホー
ムページへの掲載を行った。

引き続き、人権週間に係る街頭啓発などの機会
を活かし、効率・効果的な啓発活動に努めてい
く。

3 人権政策課 ー ー

157

さまざまな
人権問題
（拉致被害
者等）

10-(1)-3 継続
北朝鮮による拉致被害
者に対する学校での取
組

○社会科などの授業を通して北朝鮮による拉致
被害者に対する理解を深める。

市内各小中学校で授業として北朝鮮による拉致
被害者に対する理解を図る学習に取り組む。

各校の実態に応じて、学習計画に則って北朝鮮
問題を取り上げている。

教職員がどのような立ち位置で児童生徒に伝え
ていくのかというところがあり、事実を伝える
にとどまっているところが課題である。

4 学校教育課 ー ー

158

さまざまな
人権問題
（刑を終え
て出所した
人）

10-(1)-4 継続 社会を明るくする運動

○犯罪や非行をした人たちを支え、地域社会の
理解を得られるよう啓発を行い、７月の社会を
明るくする運動実施期間を中心に研修会を実施
する。

犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生を
図るため、全国的な運動により理解を深める。
◎目標値
・研修会の開催：各コミセン年１回

・社会を明るくする運動推進委員会（6月）
・総理大臣メッセージ伝達式
   7月1日（月）関係者のみ参加
  駅前・大型量販店前での啓発活動
・研修会 ８学区の地域振興協議会が実施
     延べ241人参加
・関係団体研修会  ５団体

青少年の取り巻く環境は、急激に変化し大変厳
しい状況です。青少年を加害者にも被害者にも
させないためにも、地域全体で支え合うまちづ
くりを目指していく必要があります。

3 生涯学習課 ー ー

159

さまざまな
人権問題
（ホームレ
ス等）

10-(1)-5 継続
ホームレス実態にかか
る全国調査把握

○全国一斉調査（年１回、定められた１日にお
いて市内の路上生活者の実数を調査する）を実
施する。

市内の路上生活者の実数を調査することによ
り、ホームレスの実態を把握し、必要な支援に
つなげる。
◎目標値
・年1回開催

市内の路上生活者の実数を調査することによ
り、ホームレスの実態を把握した。
（実施日1月10日実施済）

引き続き関係機関と連携し実態把握に努める 4 社会福祉課 ー ー

160

さまざまな
人権問題
（ホームレ
ス等）

10-(1)-6 新規
生活困窮者等に対する
相談窓口の充実

○生活困窮者等の関連窓口を充実させるため
に、生活上の課題に関連する相談に対応できる
ような連携体制を整える。

生活困窮者等の自立に向け、市に自立支援相談
員を配置し、生活上の課題に対する相談に応じ
るとともに、社会福祉協議会と連携し、相談支
援を実施し、家計等に関する相談支援を行う。

相談者に寄り添った相談に応じるとともに、生
活困窮者の自立支援に向け関係課での情報共有
を図り連携した相談体制を整えた。
・生活支援相談室相談件数：67件

引き続き相談者に寄り添った相談に応じ、相談
内容に応じた各種福祉制度等の情報を提供しつ
つ、必要に応じて関係各課と情報共有や連携を
図りながら、課題解決に向け丁寧な相談支援を
行う。

4 社会福祉課
第３期栗東市地域福祉計画
栗東市自殺対策計画

・生活困窮者等自立支援窓口の設
置
・生活保護に関する相談

161

さまざまな
人権問題
（ホームレ
ス等）

10-(1)-7 新規 生活困窮者への支援

○「生活困窮者自立支援法」に基づく様々な支
援を実施し、関係機関や民生委員・児童委員、
近隣住民等と連携し、生活困窮者を支える仕組
みづくりに取り組む。

生活困窮者に対する課題解決に向けた支援を行
うため、関係課等で組織する生活困窮者自立支
援調整会議を開催し、必要に応じて民生委員等
の協力をえられるよう体制を整える。
◎目標値
・生活困窮者自立支援調整会議開催数：12回

生活困窮者の自立支援に向け関係課での情報共
有を図り支援策を協議した。
・生活困窮者自立支援調整会議：12回開催
（毎月1回開催済）

自立支援調整会議では、相談者の自立に向けた
課題と目標を共通認識し、情報共有行い支援を
行う。

4 社会福祉課 栗東市自殺対策計画 ・生活困窮者への支援

目標（事業実施目的・見込まれる効果等）
目標値

分野 施策番号 継続/新規 施策(事業） 内容
2022(令和4年)度実績

（取組状況・成果)
取組課題 担当課 関連計画 関連事業

評価点数
１：全くできなかった  ２：目標には及ばなかった  ３：目標近く達成できた
４：目標どおり達成できた  ５：目標を超えて達成できた

No.

の網掛については重点項目になります。
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